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　鳥取市は、明治２２年の市制施行後、県都として、また、山陰地方東部の中核都市として、

政治・経済・文化の中心となり発展してまいりました。平成３０年には中核市に移行すると

ともに、「因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏」を形成し、その中心市として圏域全体の

発展に向け、各自治体と連携しながら様々な取組をすすめています。

　本市の人口は平成１７年の国勢調査をピークに減少傾向にあり、出生率の低下や若者の転

出超過と同時に高齢化の進展が大きな課題となっています。このような中、本市が持続的

に発展していくためには、１０年後、さらにはその先をしっかりと見据えながら、様々な課

題を克服していく必要があります。

　このため、本市の地方創生の取組を深化・加速させ、新たな時代にふさわしいまちづくり

を進めるために、第１２次鳥取市総合計画を策定しました。人口が減少する中にあっても、

市民や企業、団体など鳥取市に暮らす皆の力をあわせ“オール鳥取市”でまちづくりに取り

組み、本市の歴史や文化、豊かな自然などの地域資源、そして人の温かさや誠実さといった「鳥

取市らしさ」を大切にしながら、「一人ひとりが自分の力を発揮でき、支え合いながら　と

もに豊かに暮らせる鳥取市～オアシスとっとり～」の実現を目指してまいります。

　本冊子は、本計画の内容を、市民の皆さんにわかりやすく示し、多くの人に手に取っても

らいたいとの思いを込めて編集しました。是非お目通しいただき、市政への一層の御理解

と御参画をお願いいたします。

　結びに、本計画の策定に当たり、貴重な御意見をいただいた多くの市民の皆さまをはじめ、

御審議を賜りました鳥取市総合企画委員会委員、市議会議員の皆さまに、心から深く感謝

申し上げます。

　　令和８年４月

鳥取市長　深 澤 義 彦

鳥取市の明るい未来を
みんなで切り拓く
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基本構想第１編



1 策定の趣旨
　本市は、鳥取県の県庁所在地として、政治や経済、教育、

文化などの機能が集積するとともに、山陰東部圏域の中心

都市として発展してきました。

　しかしながら、人口減少や少子高齢化が進行し、今後、労

働力人口の減少や地域の担い手不足、生活関連サービスの

縮小、空き地・空き家の増加などによる社会の活力低下が

懸念されます。

　また、全国をみると、近年、激甚化する自然災害への対応

や急速に進展するデジタル社会への対応、誰一人取り残さ

ない包摂的な社会の実現など、さまざまな課題に直面して

います。さらに、国際紛争や目まぐるしく変化する経済情

勢などに伴う原油価格や物価の高騰などが、私たちの生活

に影響を与えています。

　こうした中、本市が持続的に発展していくためには、市民

や企業、団体など鳥取市に暮らす皆の力をあわせ“オール

鳥取市”でまちづくりに取り組んでいく必要があります。

　まちづくりの主役は、皆さん一人ひとりです。多くの皆さ

んから意見や提案をいただきながら、鳥取市の明るい未来

を描き、その実現に向けて、みんなで行動していくため、

「第12次鳥取市総合計画」を策定します。

文章中、＊のついた用語は、 資料編「用語の解説」に解説があります。
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2 鳥取市ってどんなまち？

　本市は、明治22（1889）年の市制施行後、県都として、また、政治や経済、文化などの機

能が集積する山陰東部圏域の中心都市として発展してきました。平成16（2004）年には

鳥取県東部の6町2村との市町村合併により、山陰地方で初の20万都市となり、平成17

（2005）年には特例市＊となりました。さらに、平成30（2018）年には中核市＊に移行し、

さらなる飛躍に向けさまざまな取組を進めています。

（1）鳥取市のあゆみ・特徴

　16世紀、千代川右岸の湿地帯に面した久松山に鳥取城が築城された後、17世紀に池田

光政が袋川を開削して湿地帯を乾燥化し、現在の原型となる城下町を造営しました。光政

が岡山藩主に移り、従弟にあたる池田光仲が後を引き継ぎ鳥取藩主池田家が成立して以

降、袋川以南の城下町周辺の人口は増加し、江戸時代には鳥取藩池田家32万石の城下町

として、因幡地域における政治、経済、文化の中心として発展してきました。

■ 歴史あるまち

　本市は、鳥取県の東部に位置し、北

は日本海に面し、東は岩美町及び一

部兵庫県、西は湯梨浜町及び三朝

町、南は八頭町、智頭町及び一部岡

山県と接しています。

①地勢

（2）鳥取市の現状

農地

12.5%
（95.99k㎡）

宅地

4.4%
（33.33k㎡）

山林

71.4%
（546.68k㎡）

その他

11.7%
（89.31k㎡）

　本市のほぼ中央部には中国山地を源とする千代川が北流し、また河口付近には千代川の土

砂と日本海からの風・波という自然環境のもとに形成された鳥取砂丘や、我が国最大の池で

ある湖山池、温泉などがあり、独特で豊かな自然環境に恵まれています。本市から京都府京丹

後市までをエリアとする山陰海岸ジオパーク＊は、ユネスコ世界ジオパーク＊に認定されてお

り、貴重な地形・地質の遺産として国内外から注目されています。

　全国的に有名な本市を代表する特産品には、二十世紀梨、砂丘らっきょう、松葉がになどが

あります。

■ 豊かな自然に恵まれたまち

　鳥取県東部の１市４町（鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町）と兵庫県北但西部の２

町（香美町、新温泉町）は、古くから一体的な生活圏を形成しており、地域に共通する歴史

文化遺産「麒麟獅子舞」にちなんで、この地域を「麒麟のまち」圏域と銘打ち、地域の活性

化を図ってきました。平成30（2018）年には１市５町（鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八

頭町、新温泉町）で「因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏＊」を形成し、令和２（2020）年

には香美町も加わり、さまざまな分野で連携して取組を進めています。

■ 「因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏＊」の中心都市

鳥取県

鳥取市

総面積765.31k㎡
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・
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新温泉
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　本市の人口動態は、2000年代前半までは出生数が死亡数を上回る自然増、転入者が

転出者を上回る社会増の状態が続いていました。しかし、その後は出生数の減少と死亡

数の増加による自然減、転出超過による社会減に転じています。また、住民基本台帳では

令和６（2024）年12月31日現在、本市には179,215人、82,091世帯が暮らしていま

す。内訳をみると、年少人口（14歳以下）と生産年齢人口（15～64歳）が減少傾向にあ

る一方、老年人口（65歳以上）は増加傾向にあります。

②人口や世帯

　本市の現状を分野別に他都市と比較し、特性を把握するため、以下の20指標につい

て、類似自治体平均を50として偏差値を算出しました。

人口・世帯に関して、社会増減率①は平均を

下回り、単独世帯割合②は平均より低くなっ

ています。財政に関して、財政力指数③＊は

平均を下回っています。

人口10万人当たり公民館数⑦や人口10万

人当たり図書館数⑧は平均より多く、生涯

学習や地域の文化活動などの環境は整備

されています。

教育・文化
人口千人当たり医師数⑰や人口10万人当たり病院

数・一般診療所数⑱といった医療体制の面で平均を

下回っていますが、高齢者千人当たりの介護老人福

祉施設数⑲については平均を上回っており、一定の

充足がみられます。また、要支援・要介護の認定率⑳

は平均より高くなっています。

医療・福祉

④まちの特徴（類似自治体との比較）

　令和6（2024）年度に本市が１年間に使ったお金（一般会計決算額）は、全体で約1,114億

円でした。そのうち、約238億円が市民や市内の事業者が納める市税で賄われています。

③財政

※類似自治体＝人口30万人未満の中核市＊（ただし、三大都市圏（東京圏、大阪圏、名古屋圏）を除く）：函館市、青森市、八戸市、秋田市、盛岡市、

　山形市、福島市、水戸市、福井市、甲府市、松本市、松江市、呉市、下関市、久留米市、佐世保市

■人口・世帯 ■年齢構成

■自然動態＊ ■社会動態＊

■決算 ■市税

基礎指標

基礎指標

商業地平均地価④は平均よりも低く、人口

10万人当たり百貨店、総合スーパー事業

所数⑤は平均を上回っており、一定の商業

施設の立地がみられますが、人口千人当た

り年間商品販売額（卸売業、小売業）⑥は平

均より低く、経済波及効果は十分とはいえ

ない状況にあります。

都市のにぎわい

都市のにぎわい

１住宅当たり延べ面積⑨は平均を上回っています。

また、人口10万人当たりの交通事故発生件数⑩や

刑法犯発生数⑪は平均より少なく、安全・安心な生

活環境があります。また、人口１人当たりゴミ総排

出量⑫は平均よりも少なくなっています。

生活環境

生活環境

農業に関して、人口千人当たり農業産出額⑬は平均

を上回っています。また、新設事業所割合⑭や労働力

人口比率⑮は平均を上回っている一方、納税義務者１

人当たり課税対象所得⑯は平均を下回っています。

産業

産業

約1,114億円

市民一人あたり

62.1万円

※印の項目は、値が小さい方が

　よい指標として整理している。⑫ゴミ総排出量※

　（人口１人当たり）

⑬農業産出額

　（人口千人当たり）

⑪刑法犯発生数※

　（人口10万人当たり）

⑩交通事故発生件数※

　（人口10万人当たり）

⑨住宅延べ面積（１住宅当たり）

⑧図書館数（人口10万人当たり）

⑦公民館数（人口10万人当たり）

⑥年間商品販売額（卸売業、小売業）

　（人口千人当たり）

⑤百貨店、総合スーパー事業所数

　（人口10万人当たり）

④商業地平均地価

③財政力指数

②単独世帯割合※
①社会増減率

⑳要支援・要介護の認定率※

⑲介護老人福祉施設数

　（高齢者千人当たり）

⑰医師数（人口千人当たり）

⑯課税対象所得

　（納税義務者１人当たり）

⑱病院数・一般診療所数

　（人口10万人当たり）

179,215人／82,091世帯

生まれる人

1,049人

2.9人/日

生まれる人

1,644人

4.5人/日

なくなる人

2,137人

5.9人/日

なくなる人

2,447人

6.7人/日

193,045人／78,430世帯

2.2人/世帯 2.5人/世帯

いま（令和6年） 10年前（平成26年）

いま（令和6年） 10年前（平成26年）

いま（令和6年度） 10年前（平成26年度）

⑮労働力人口比率

⑭新設事業所割合

教育・文化

医療・福祉

こどもの数

21,705人

8.3人に1人

こどもの数

26,292人

7.3人に1人

高齢者の数

55,795人

3.2人に1人

高齢者の数

49,637人

3.9人に1人

いま（令和6年） 10年前（平成26年）

転入者数

4,180人

－552人 －309人

転入者数

5,127人

転出者数

4,732人

転出者数

5,436人

いま（令和6年） 10年前（平成26年）

約913億円

市民一人あたり

47.3万円

約238億円

市民一人あたり

13.3万円

いま（令和6年度） 10年前（平成26年度）

約233億円

市民一人あたり

12.1万円

※こども：14歳以下、高齢者：65歳以上
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市民の皆さんが重要と感じている項目であるが、満足度が低いため、

優先的に解決していく必要がある分野

　令和６年度に「鳥取市民まちづくりアンケート調査＊」を実施しました。「鳥取市につ

いて誇りに思うこと」「地域の住みやすさの満足度」「まちづくりの重要度」「求められる

取組」は以下のとおりです。

豊かな自然環境や安心して暮らせる住環境、住民気質の順

となり、前回と同様の傾向となりました。

自然環境や生活雑排水処理、公害防止対策など、環境に関す

る項目の満足度が高く、前回と同様の傾向となりました。

買い物の便利さ、医療サービスが同率で最も高くなりました。これらは前回も同様に重要とさ

れていましたが、防災・避難体制が前回6位から3位へと上昇しています。

※「重要度が高い」を５点、「重要度がやや高い」を４点、

「重要度はやや低い」を２点、「重要度は低い」を１点、

「わからない」を３点とし、それぞれの回答数と掛けた合

計を全体回答数で割って得点化

※「満足」を５点、「やや満足」を４点、「やや不満」を２点、

「不満」を１点、「わからない」を３点とし、それぞれの回

答数と掛けた合計を全体回答数で割って得点化

「重点改善分野」には、労働条件、雇用の場の確保、職業訓練・研修の場など、就労に関する項目

があります。また、交通（鉄道・バスなどの交通の便、生活道路整備、幹線道路整備、交通安全施

設の整備など）や高齢者福祉（高齢者の働き場所や生きがいづくりの場、高齢者の在宅福祉サー

ビスなど）、災害時の防災・避難体制などがあり、これらへの対応が求められています。あわせ

て、その他の分野についても、地域社会を支える上で重要な取組であることから、その意義や重

要性を伝えることで市民の理解や関心を高めていくことが必要です。

⑤市民からみたこのまち

■鳥取市について誇りに思うこと

■地域の住みやすさの満足度

■求められる取組

※前回調査は令和元（2019）年度実施

重点改善分野

市民の皆さんが重要と感じている項目であり、満足度が高いため、

これからも重点的に維持していく必要がある分野
重点維持分野

市民の皆さんがそれほど重要と感じていない項目であるが、

地域社会を維持するために満足度を高めていく必要がある分野
改 善 分 野

市民の皆さんがそれほど重要と感じていない項目であるが、

満足度が高く、引き続き維持していく必要がある分野
維 持 分 野

4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00

4.30

4.10

3.90

3.70

3.50

3.30

3.10

2.90

2.70

まちづくりの重要度 （重要度）

地域の
住みやすさ
の満足度

（満足度）

買い物の便利さ

病気やけがなどの際の

適切な医療サービス

犯罪の発生しにくい環境
小中学校の

教育環境

高校の教育環境

健康相談、健診などの

病気予防対策

幼稚園による幼児教育

男女共同参画社会の進展

困ったときに地域で

支えあう仕組み
観光・レジャー施設

山、川、海などの

自然環境
人権を尊重する社会

公共下水などの

生活雑排水処理

ごみの分別、リサイクル活動の推進

近所の人の親切さや人情

騒音、悪臭などの

公害発生防止

スポーツ広場、体育館など

の健康づくり施設
住宅地や公営住宅の整備

文化遺産、伝統芸能の保存、継承

文化・芸術施設の整備

国際的な交流の機会、場所

図書館や公民館などの

生涯学習施設の充実

広場や公園の整備

公民館活動

自治会やサークルなどの地域の活動

祭りなどの

地域の行事

一時預かりや子育て相談など

子育て支援環境

保育施設の整備
職業訓練・研修の場

障がい者の働き場所や生きがいづくりの場
高齢者の働き場所や生きがいづくりの場

災害時の防災・避難体制

給与・勤務時間など

の労働条件

雇用の場の確保

物価

鉄道、バスなどの交通の便

交通安全施設の整備

老人福祉施設、老人保健施設などのサービス

高齢者の在宅福祉サービス

安全、迅速に移動できる幹線道路整備

歩行者が安全に歩ける生活道路整備

地元大学の学部・学科の選びやすさ

インターネットやCATV

の情報通信環境

障がい者（児）福祉施設サービス

重点維持分野

維 持 分 野 改 善 分 野

重点改善分野

「海・山・川などの恵まれた自然環境」
71.2%（前回１位）

第1位

「安心して暮らせる住環境」
55.8%（前回２位）

第2位

「親切で人情がある住民気質」
12.2%（前回3位）

第3位

「山・川・海などの自然環境」
4.13ポイント（前回１位）

第1位

「公共下水などの生活雑排水処理」
3.79ポイント（前回3位）

第2位

「騒音、悪臭などの公害発生防止」　
3.71ポイント（前回2位）

第3位

■まちづくりの重要度

「買い物の便利さ」
4.21ポイント（前回1位）

第1位

「病気やけがなどの際の適切な医療サービス」　　
4.21ポイント（前回2位）

第1位

「災害時の防災・避難体制」
4.19ポイント（前回6位）

第3位
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いて誇りに思うこと」「地域の住みやすさの満足度」「まちづくりの重要度」「求められる
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日本全体で人口減少と少子高齢化が進行し、経済規模の縮小や労

働力不足が深刻化しています。また、若者の都市部への流出は、地

域の活力を低下させるとともに、将来的な地域社会の維持にも大

きな影響を及ぼす重要な課題です。こうした状況の中で、人口減

少を緩やかにし、人口減少社会においても持続可能なまちを実現

するためには、長期的な視点で少子化対策に取り組むとともに、

魅力ある地域づくりを通じて地方に住みたいという希望をかな

え、住んで楽しいまちづくりを進めていく必要があります。

鳥取市の10年後をどうする？

●子育て支援の充実

●教育の充実・郷土愛の醸成

●働き方改革＊と多様な働き方の支援

●若者に魅力的な雇用創出

●移住定住の推進　等

求められる取組やテーマ

①人口減少・少子高齢化の進行

高齢者の増加とともに医療・介護の需要が高まり、社会

保障費の増大や高齢者を支える担い手不足が課題となっ

ています。また、認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増

加が見込まれるなど複雑化、多様化する課題に対し、医

療・介護制度だけでなく、地域社会での助け合いや連携

による状況に応じた支援体制の充実が重要となります。

●地域包括ケアシステムの充実・

強化

●介護人材の確保・育成

●健康寿命＊の延伸　

●介護予防　等

求められる取組やテーマ

②超高齢社会＊の到来

社会的孤立やひきこもり、生活困窮、8050問題＊などの個

人や世帯の抱える生活課題は複雑化・多様化しています。

また、外国人住民の増加に伴い、生活情報の多言語化対応

や相談体制の充実など、社会的ニーズが多様化しています。

さらに、地域コミュニティ＊の希薄化や担い手不足により、

地域全体で互いに支え合う体制が弱体化しています。

●社会的孤立や生活困窮への支援

強化

●外国人住民との共生

●地域コミュニティ＊の活性化　等

求められる取組やテーマ

③地域共生社会＊の実現

コロナ禍を経て、オンラインでのコミュニケーションやテ

レワーク＊の普及が進むなど、日常生活や働き方に大きな

変化が生じています。一方で、デジタル技術の活用が進展

する中、世代間のデジタル格差＊といった新たな課題も生

●デジタル技術の活用と格差解消

●働き方改革＊の推進　

●若者が安心して働き、暮らせる

　生活環境の創生　等

求められる取組やテーマ

④価値観や行動の変化に伴うライフスタイルの多様化

（1）時代の潮流

3

まれています。また、ライフスタイルが多様化する中、仕

事と生活の調和を重視するなど、人々の行動や価値観が

変化するとともに、若者に選ばれる地域づくりの重要性

が高まっています。

若者の都市部への流出や人口減少・少子高齢化の進行に

より、地域の労働力不足が深刻化し、産業の持続的発展

や地域資源の活用が課題となっています。さらに、原材

料費やエネルギー価格の高騰などが地域経済に影響を

及ぼしています。一方で、コロナ禍を契機とした急速な

デジタル化の進展やインバウンド＊需要の拡大など、地

域経済の好循環につながる機会も生まれています。

●労働力不足への対応

●産業の高付加価値化

●関係人口＊の拡大と地域課題の解決

●地域資源の活用

●デジタル技術の活用

●観光振興の推進

●脱炭素社会＊の推進　等

求められる取組やテーマ

⑤地域経済の成長軌道への転換と地域活力の創出

近年、地震や台風・記録的豪雨、酷暑などの自然災害が

頻発化・激甚化しているほか、新型コロナウイルス感染

症のような未知の感染症も発生しました。また、特殊詐

欺＊などの犯罪も増加しています。これら市民生活の安

全・安心を脅かす事象・事件に対する関心がこれまで以

上に高まっています。

●防災・減災対策の強化

●自助・共助＊による防災活動の促進

●健康危機への対応

●地域の見守り体制の強化

●防犯意識の高揚　等

求められる取組やテーマ

⑥安全・安心への意識・関心の高まり

地球規模で気候変動や環境問題への対応が求められる

中、温室効果ガスの削減や環境負荷の低減は喫緊の課

題となっています。経済活動と環境保全を両立し、持続

可能な社会を構築するためには、地域の特性を最大限に

いかすとともに、市民・事業者・行政が環境意識を高め、

役割を果たしていくことが必要です。

●再生可能エネルギー＊の利用促進

●温室効果ガスの削減

●資源の持続可能な利用

●環境負荷の低減と地域経済の

　活性化　等

求められる取組やテーマ

⑦地球環境の変化と持続可能な社会の構築

人口減少と少子高齢化による人口構造の大きな変化によ

り、経済規模や労働力人口が縮小する一方で、社会保障

費の増大が見込まれています。また、高度経済成長期以

降に整備された社会資本の老朽化が加速度的に進行して

います。今後予想される厳しい社会・経済情勢の中でも、

持続可能な自治体経営を行うための改革が必要です。

●業務改革の推進

●行政のデジタル化

●公共施設の集約化・効率化

●広域行政・自治体間連携の推進

●官民の連携　等

求められる取組やテーマ

⑧時代に適応した持続可能な自治体経営

　人口減少・少子高齢化の進行や社会・経済情勢の変化、デジタル化の進展、気候変動な

ど、多方面において大きな変化が生じている中、本市においても、こうした変化に的確に対

応することが求められます。
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　この計画を策定する中で、先に述べたアンケート調査の結果をはじめ、多くの市民の皆さ

んの意見をお聞きしました。その中で、見えてきた「鳥取市のありたい姿」は以下のようなも

のでした。

　本市は、人を大切にするまちづくりを基本に、市民一人ひとりが安心して暮らし、地域と

つながりながら共に支え合うまちづくりを進めてきました。また、鳥取砂丘をはじめとする

豊かな自然、多様な歴史・文化など、鳥取市ならではの資源をいかし、まちの魅力を高めて

きました。

　私たち市民一人ひとりが鳥取市の未来を創る担い手であることを自覚し、さまざまな時

代の潮流の中でその変化に対応しながら、自分たちのありたい姿を描き、自らの意志でま

ちづくりに関わり、行動していく姿勢が求められていると考えます。

　本市がこれまで進めてきた自然・歴史・文化などの固有の資源の活用や、培われてきたさ

まざまなつながりづくりを発展・充実させながら、多様な価値観やライフスタイルを尊重

し、あらゆる世代・立場の人たちが自分らしく暮らせるまちづくりを進めていきます。

（2）まちづくりの基本的な考え方

年齢や性別など属性に関わらずもっと自分らしさを発揮したい。

自分の価値観やライフスタイルが尊重される地域でのびのびと

暮らしたい。

一人ひとりの個性が尊重され、
自分らしく過ごすことができること

暮らしを支える助け合いの仕組みや、住民同士のつながり、学

生や若者世代と地域とのつながりを維持・発展していきたい。

暮らしや交流を支える
豊かなつながりがあること

鳥取砂丘をはじめとする大自然の恵み、四季折々の魅力的な

食材、歴史・文化などはほかにない鳥取市の魅力。そのポテン

シャルをいかしまちの活力につなげたい。

鳥取市固有の資源が大切にされ、
引き継がれ、活用されていること

若者やこどもの活躍は希望。

子育て支援が充実し、こどもが地域にあふれるまちになれば。

若い世代が安心してこどもを育てられる地域であり続けてほしい。

若者やこどもが将来に希望を持ち、
いきいきと活躍できること
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　まちづくりの基本的な考え方を踏まえ、一人ひとりを大切にしたまちづくりを進めるため、

まちづくりの理念を以下のように設定します。

　一人ひとりが夢の実現に向けて挑戦し、さまざまな人々が互いに尊重しながら協力するこ

とで、共に暮らしていくことのできるまちづくりを進めます。そのことを通じて、市民が誇れ

るまちを実現していきます。

　本市には歴史や文化、豊かな自然など多くの魅力や可能性を持った地域資源があり、人の

温かさや誠実さなど、市民の人柄や気質を含め、それら全体が「鳥取市らしさ」を形成してい

ます。

　そうした鳥取市固有の資源や人々のつながりを大切にしながら、一人ひとりの個性を尊重

し、支え合い、若者やこどもなどみんなが活躍し、にぎわいあふれる鳥取市をめざします。

　また、「鳥取市らしさ」を表現するため、本市を代表する美しく雄大な鳥取砂丘など自然に

囲まれて暮らす様子や、砂丘のオアシスにひと、もの、ことが行きかいにぎわう様子が連想で

き、めざす将来像を補完するものとして、そのイメージを伝えるためのキャッチフレーズを設

定します。

（3）まちづくりの理念

　まちづくりの理念に基づき、本市がめざす将来像を次のように定めます。

（4）めざす将来像

一人ひとりが自分の力を発揮でき、
支え合いながら

ともに豊かに暮らせる鳥取市
～オアシスとっとり～

挑

戦

協

働

共

生
誇

り
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　めざす将来像を実現するため、まちづくりの目標を次のとおり定めます。

安心してこどもを産み育てたいという希望がかなえられるよう、出会いから結婚・妊娠・出産・子育

てまで切れ目のない支援を行い子育てしやすいまちづくりを進めます。また、教育の充実やスポー

ツの振興を通じて、市民がいきいきと活躍できるまちづくりを進めます。

（5）まちづくりの目標

　社会経済情勢とともに変化する地域の諸課題に主体的に対応するとともに、本市の10年後、

さらにその先の姿をしっかりと見据え、現在取り組むべき諸施策を実施することが重要です。本

市がめざす将来像の実現に向け、計画を推進する基本方針を次のように定め、自立した市政運営

を図ります。

（6）計画推進における基本方針

未来を創る人材を育み、
ひとりひとりが活躍するまち

政策①【こども】 政策②【教育・スポーツ】

地域産業の競争力の強化と労働生産性の向上による地域経済の活性化を図るとともに、地域資源の

魅力を最大限にいかして国内外への知名度を高め、多くの人が訪れ、住みたいと思えるまちづくりを

進めます。また、生活基盤の整備や中心市街地の活性化、中山間地域の振興を通じて、快適で暮らし 

　やすい生活環境を整え、豊かなつながりの中で、魅力と活力あふれるまちづくりを進めます。

ひと、もの、ことが行きかい、
にぎわいあふれるまち

政策①【商工業・農林水産業】 政策②【移住定住・関係人口・観光】

政策③【文化芸術・文化財】 政策④【生活基盤・市街地・中山間地域・交通】

住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らせるまちをめざし、健康寿命＊の延伸や心と体の健康

を守る取組など、市民の健康の保持増進に取り組みます。また、一人ひとりの人権を尊重し、互いに

支え合う社会の実現に向けたまちづくりを進めます。

誰もが自分らしく暮らし続けることが
できる、持続可能な地域共生のまち

政策③【人権・共生・協働】

市民や企業等と協働し、地域をともに支えるための協力

体制を築いていくことで、より市民ニーズに即した質の高

い行政サービスの提供をめざします。県内自治体との連

携はもとより、「因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏＊」

など県境を越えたさまざまな広域連携の取組を進めるこ

とで、圏域全体の持続的発展と魅力向上を図ります。

協働・連携の推進

デジタル技術や官民データを活用した市民

一人ひとりに寄り添ったサービスの提供や、

各種分野のマネジメントの高度化等により、

地域が抱える諸課題を解決し、また新たな

価値を創出し続けるスマートシティ＊を推進

します。

スマートシティの推進

限られた人員・財源の中で質の高い行政サービス

を提供していくためには、「職員一人ひとりの資質

の向上」と「組織力の向上」を図るとともに、働き方

改革＊を推進することで、職員の生産性を高め、効

率的な執行体制の構築をめざします。

効率的な行財政運営の推進

本市の持つ地域資源や強みをいかしたまちのブラ

ンドイメージの確立に向けた取組を推進するとと

もに、積極的な情報発信を行い、認知度向上と魅

力の浸透を図ります。さらに、都市間交流の取組等

を通じて、関係人口＊の拡大を図り、戦略的な自治

体経営を推進します。

戦略的な自治体経営の推進

政策①【福祉】 政策②【保健・医療】

市民が互いに協力し、防災・防犯対策や安全な消費生活の確保など、暮らしの安全・安心を守る取

組を進めます。また、自然環境の保全や循環型社会の構築を通じて、ゼロカーボンシティ＊の実現を

めざします。

豊かな自然と調和して、
安全・安心に暮らせるまち

政策①【防災・防犯】 政策②【環境】

目　 標

1目標

2目標

3目標

4目標
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　めざす将来像を実現するため、若い世代の人口増と出生数の回復を図り、人口減少を抑

制し、バランスが取れた年齢構成への移行をめざします。

（7）人口の見通し

　めざす将来像を実現していくためには、市民生活を支える都市機能を維持・充実していく

ことが重要です。

　すでに高度な都市機能が集積している中心市街地を「中心拠点」、総合支所周辺などを

「地域生活拠点＊」と位置づけ、各拠点を公共交通ネットワークで有機的に結ぶ「多極ネット

ワーク型＊コンパクトシティ」の実現をめざします。

（9）まちづくりを支える都市のかたち

　人口減少と少子高齢化の進行による社会保障費の増大や、物価・賃金上昇による影響な

どを見込んだうえで、地域産業の競争力強化や地域経済の活性化に取り組むとともに、効

率的・効果的な自治体経営の推進による持続可能な行財政基盤の確立をめざします。

※令和８年度は当初予算と整合を図っています。その後の見通しは、現在の国の地方財政制度などを前提に

　推計したものであり、継続的に中長期財政見通しを策定し、今後の社会情勢の変化に柔軟に対応します。

（8）財政の見通し
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0〜14歳 15〜64歳 65〜74歳 75歳以上

※その他の集落地の配置は

　イメージです

区　分

その他の地域

方　　針

中心市街地

（中心拠点）

市域の中心として、行政、商業、医療、福祉、交通、教育、文化などの都市機能の集積と、にぎわいと活気あ

る山陰東部圏域の中核市＊として求心力を高めていく重要な拠点です。

市域内外の人々が活発に交流し、魅力とにぎわいのある中心市街地の維持・充実を図るため、行政中枢機

能・福祉・子育て・商業・業務・医療・金融・教育・文化などの多様な高次都市機能の集積と長期的な視点に

基づく居住の促進を図ります。

地域生活

拠点＊

国府、福部、河原、用瀬、佐治、気高、鹿野、青谷地域の中心部をはじめ、各地域の中心的役割を担っている

地区は、市民の日常生活を支える重要な拠点です。

安心して暮らせる地域生活拠点＊とするため、日々の暮らしに不可欠な近隣商業、地域交通、医療・福祉等

の機能の充実・強化を図るとともに、長期的な視点に基づく居住の促進を図ります。　

市街地 高速交通ネットワークの整備が進む中、持続的成長を確保していくためには、多極ネットワーク型＊

コンパクトシティの構築を進めながら、産業基盤や観光基盤等の充実についても、適切な対応を図

る必要があります。

周辺との調和に留意しながら計画的に、より一層の土地の有効活用を進めます。

中山間地域 本市面積の92％を占め、恵まれた自然環境を有する中山間地域は、居住や農林水産業の生産の場、観光・

レクリエーションの場のみならず、災害防止や水源かん養などの多くの役割を担っています。

自立した地域コミュニティ＊を維持するための移住定住の促進や農業生産力の強化、地域の大部分を占め

る山林・農地が有する機能の維持・保全を進めます。

年齢4区分別の人口見通し

資料：令和２年は国勢調査、令和７年以降は「鳥取市人口ビジョン＊」の人口の将来展望。
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市税 地方交付税 地方譲与税等 国県支出金 市債 その他収入歳入

人件費 扶助費 公債費 普通建設事業費（維持補修費含む） 物件費・補助費・繰出金等 貸付金等歳出
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4 計画の役割、構成及び期間等

　この計画は、「鳥取市自治基本条例＊」に基づき、総合的かつ計画的な市政運営を図るた

め策定するものです。

　令和17年度までの長期展望に立って、市勢振興の基本的方向を示すとともに、本市のめ

ざす将来の都市像を明らかにするものであり、具体的には次のような役割を担うものです。

①市民等＊においては、市民が主役となるまちづくりの方向性を明らかにするものです。

②行政においては、長期的な市政運営のめざす目標を明らかにし、市民と協働して計画的

にまちづくりに取り組む上での指針となるものです。

③国、県等に対しては、計画の実現に向けた連携やそれぞれの役割を明確にする上で本市

の施策を明らかにするものです。

（1）計画の役割

　「まちづくり」の目標の実現に向け、戦略的に施策を展開するため、ＰＤＣＡサイクルによ

り成果を重視した進行管理を行います。

（3）計画の進行管理

　この計画は、次のとおり「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成します。

本市のめざす将来像とその実現に向けた

「まちづくりの目標」を明らかにします。

基本構想を推進するために取り組む施策と

指標（目標）を明らかにします。

地方創生アクションプランは、まち・ひと・しごと

創生法に基づき策定する「第３期鳥取市創生総

合戦略」として位置づけるとともに、地方創生ア

クションプランを構成する施策は、第12次鳥取

市総合計画の重点施策とします。

（2）構成及び期間

基本
構想

基本構想

基本計画

基本計画で示された施策に基づき実施する

具体的な取組を明らかにします。

実施計画

地方創生2.0基本構想（国）

輝く鳥取創生総合戦略（県）

地方創生に関する総合戦略（国）

まち・ひと・しごと創生法鳥取市
人口ビジョン＊

令和52（2070）年まで

の長期ビジョン

鳥取市地方創生アクションプラン
（第３期鳥取市創生総合戦略）

令和８年度～令和12年度

重点施策

10年間：令和8～17年度

基本計画
5年間：令和8～12年度

実施計画
５年間（毎年度見直し）

計画

Plan
実行

Do

検証

Check
評価結果を新たな政

策形成や予算編成

へ反映します。

行政評価により、取組

結果の成果を分析・

検証します。

改善

見直し

評価・検証

Action

PDCA
サイクル

市民ニーズ、社会経済

情勢を踏まえ、計画を

策定します。

計画に基づいた取組

を推進します。
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5 第12次鳥取市総合計画体系

まちづくりの目標

まちづくりの理念 挑戦・協働・共生・誇り

多極ネットワーク型コンパクトシティ

めざす将来像

まちづくりを支える都市のかたち

未来を創る人材を育み、

ひとりひとりが活躍するまち 

誰もが自分らしく暮らし

続けることができる、

持続可能な地域共生のまち

政　策

こども

教育・スポーツ

福祉

人権・共生・協働

保健・医療

ひと、もの、ことが行きかい、

にぎわいあふれるまち

豊かな自然と調和して、

安全・安心に暮らせるまち

商工業・

農林水産業

防災・防犯

環境

文化芸術・文化財

生活基盤・市街地・

中山間地域・交通

移住定住・

関係人口・観光

基本施策

基本構想 基本計画

結婚・出産・子育て支援

教育の充実・郷土愛の醸成

生涯学習の推進

スポーツ・レクリエーションの振興

社会保障制度の運営

超高齢社会に向けたまちづくりの推進

障がいのある人の自立支援

健康づくり・疾病予防・介護予防の推進

保健衛生の推進と医療の確保

人権尊重社会の形成

男女共同参画社会の形成

地域福祉の推進

多文化共生のまちづくりの推進

協働のまちづくりの推進

経営基盤の強化と雇用の創造・人材確保

工業の振興

商業の振興と販路拡大

農林水産業の振興

移住定住の推進と関係人口の拡大

滞在型観光の推進

文化芸術によるまちづくりの推進

文化財の保存・整備による「まちづくり」資産の形成

生活基盤の充実

中心市街地の活性化

魅力ある中山間地域の振興

交通ネットワークの充実

地域防災力の向上

防犯・交通安全対策の充実

安全・安心な消費生活の確保

循環型社会の形成

環境保全活動の推進

協働・連携の推進 スマートシティの推進 効率的な行財政運営
の推進

戦略的な自治体
経営の推進

計画推進における基本方針

一人ひとりが自分の力を発揮でき、支え合いながら

ともに豊かに暮らせる鳥取市

～オアシスとっとり～

　基本構想に掲げる「まちづくりの目標」や「政策」、基本計画に掲げる「基本施策」の全体

像を示すものです。
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計画推進における基本方針に沿った
具体的な取組

１

　基本構想で示した計画推進における基本方針に沿った具体的な取組は次のとおりです。

・ 民間事業者等からの提案を受け付ける「公民連携デスク＊」により、民間の資金やノウハウ

を活用して市政課題の解決や市民サービスの充実、まちの新たな価値を創出

・ 民間のノウハウやアイデアを活用するため、事業者がより積極的に参入・応募できる指定

管理者制度の仕組みを構築

❶ 民間の創意工夫を活用した事業推進

・ 市民及び、産業界・行政機関・学術機関・金融機関・労働団体・メディア・士業など、「産官

学金労言士」と協力・連携しながら、課題解決を図るための必要な施策を総合的に展開

・ 地元大学と行政現場や地域が研究・教育フィールドとなるよう連携を深め、さまざまな分

野で連携した取組を展開

❷ 多様な主体との連携・協働の推進

・ 「因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏＊」の中心都市として、鳥取県岩美町、若桜町、智

頭町、八頭町、兵庫県香美町、新温泉町と連携し、圏域の持続可能な発展をめざして、「圏

域全体の経済成長のけん引」や「高次の都市機能の集積・強化」、「圏域全体の生活関連機

能サービスの向上」に向けた取組を展開

・ 鳥取県東部広域行政管理組合と連携し、消防やごみ処理、福祉等の分野において共通す

る行政課題に対応

・ 国・県・近隣自治体等と対等なパートナーシップによりさまざまな分野で連携し、多様化

する行政ニーズに対応

❸ 自治体間連携の推進

1市6町で構成される因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏

協働・連携の推進基本方針１

スマートシティの推進基本方針２

・ デジタル技術を子育てや教育、商工・農林水産業などに幅広く取り入れるとともに、市民

や企業などへデジタル技術の活用を普及・啓発

・ 持続可能な自治体をめざし、生成AI＊やRPA＊などのデジタルツールの活用、自治体の情

報システムの標準化や、地区公民館業務における内部事務システムの活用など、行政事務

を効率化

・ 業務の流れを抜本的に見直すことで、より多くの行政手続きが市役所に行かなくてもで

きる「デジタルフロントヤード改革」を推進するとともに、市民の利便性向上のためキャッ

シュレス＊決済の利用拡大を推進

・ 民間需要が見込める行政情報を自治体標準オープンデータセット＊で公開するとともに、

よりよい行政サービスの提供をめざし、様々な分野のデータ連携・活用を実施

❶ 地域や行政のＤＸ＊推進

・ 市域のどこからでも超高速インターネット接続サービスが利用できるCATV網や公共施

設のWi-Fi環境＊の安定運用など、情報通信基盤を確保

・ マイナンバーカードを活用して利便性の高い行政サービスを充実

・ すべての市民がデジタル化の恩恵を受けられるよう、デジタル格差＊対策を推進

❷ デジタル基盤の安定運用

・ 公共施設に太陽光発電施設を導入することで再生可能エネルギー＊の導入促進を図ると

ともに蓄電システムの設置も進め、エネルギーの自家消費による温室効果ガスを削減

・ Ｊ-クレジット制度＊を活用し、カーボンニュートラル＊の推進及びクレジットの売却益によ

り適切な森林管理や植林などを促進し、CO2の吸収源を確保

❸ 再生可能な資源の有効活用
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計画推進における基本方針に沿った
具体的な取組

１

　基本構想で示した計画推進における基本方針に沿った具体的な取組は次のとおりです。

・ 民間事業者等からの提案を受け付ける「公民連携デスク＊」により、民間の資金やノウハウ

を活用して市政課題の解決や市民サービスの充実、まちの新たな価値を創出

・ 民間のノウハウやアイデアを活用するため、事業者がより積極的に参入・応募できる指定

管理者制度の仕組みを構築

❶ 民間の創意工夫を活用した事業推進

・ 市民及び、産業界・行政機関・学術機関・金融機関・労働団体・メディア・士業など、「産官

学金労言士」と協力・連携しながら、課題解決を図るための必要な施策を総合的に展開

・ 地元大学と行政現場や地域が研究・教育フィールドとなるよう連携を深め、さまざまな分

野で連携した取組を展開

❷ 多様な主体との連携・協働の推進

・ 「因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏＊」の中心都市として、鳥取県岩美町、若桜町、智

頭町、八頭町、兵庫県香美町、新温泉町と連携し、圏域の持続可能な発展をめざして、「圏

域全体の経済成長のけん引」や「高次の都市機能の集積・強化」、「圏域全体の生活関連機

能サービスの向上」に向けた取組を展開

・ 鳥取県東部広域行政管理組合と連携し、消防やごみ処理、福祉等の分野において共通す

る行政課題に対応

・ 国・県・近隣自治体等と対等なパートナーシップによりさまざまな分野で連携し、多様化

する行政ニーズに対応

❸ 自治体間連携の推進

1市6町で構成される因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏

協働・連携の推進基本方針１

スマートシティの推進基本方針２

・ デジタル技術を子育てや教育、商工・農林水産業などに幅広く取り入れるとともに、市民

や企業などへデジタル技術の活用を普及・啓発

・ 持続可能な自治体をめざし、生成AI＊やRPA＊などのデジタルツールの活用、自治体の情

報システムの標準化や、地区公民館業務における内部事務システムの活用など、行政事務

を効率化

・ 業務の流れを抜本的に見直すことで、より多くの行政手続きが市役所に行かなくてもで

きる「デジタルフロントヤード改革」を推進するとともに、市民の利便性向上のためキャッ

シュレス＊決済の利用拡大を推進

・ 民間需要が見込める行政情報を自治体標準オープンデータセット＊で公開するとともに、

よりよい行政サービスの提供をめざし、様々な分野のデータ連携・活用を実施

❶ 地域や行政のＤＸ＊推進

・ 市域のどこからでも超高速インターネット接続サービスが利用できるCATV網や公共施

設のWi-Fi環境＊の安定運用など、情報通信基盤を確保

・ マイナンバーカードを活用して利便性の高い行政サービスを充実

・ すべての市民がデジタル化の恩恵を受けられるよう、デジタル格差＊対策を推進

❷ デジタル基盤の安定運用

・ 公共施設に太陽光発電施設を導入することで再生可能エネルギー＊の導入促進を図ると

ともに蓄電システムの設置も進め、エネルギーの自家消費による温室効果ガスを削減

・ Ｊ-クレジット制度＊を活用し、カーボンニュートラル＊の推進及びクレジットの売却益によ

り適切な森林管理や植林などを促進し、CO2の吸収源を確保

❸ 再生可能な資源の有効活用

基
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効率的な行財政運営の推進基本方針３

・ 本市独自の特徴的な政策を立案できる人材の育成のため、職員研修等による政策形成能

力の向上を促進

・ 若手職員が活躍できる機会の充実と評価される仕組みを構築

・ 公務を支える職員の質・量を確保するため、受験者数の増加に向けた採用試験の実施方

法を見直し

❶ 人材育成と人材確保

・ 繁忙期の庁内業務支援など、業務時間内での業務完了につながる取組を実施すること

で、時間外勤務を抑制

・ 業務内容の分析・検証を行い、組織改編も含めて事務の効率化・簡素化を推進

・ 職員の多様な働き方を推進するため、フレックスタイム制度＊の活用推進やテレワーク＊

の導入を検討

❷ 組織体制の強化と働き方改革＊

・ 公共施設のあり方検討を行い、施設の複合化や集約化を推進することで、施設にかかる

コスト縮減を図りつつ、サービスを充実

・ 未利用財産の売却等を進め、新たな財源確保や維持管理費用を削減

❸ 公共施設のファシリティマネジメントの推進

・ EBPM＊の導入やビッグデータ＊の活用により行政課題の現状認識を行い、客観的証拠に

基づく政策立案を実施

・ 政策の方向性やそれに伴う組織等について、集中すべき施策・事務事業を明確化し、より

効果の高い事業への選択と集中により施策を最適化

❹ 効果検証に基づく政策判断

・ 広告事業やネーミングライツ＊、ふるさと納税等の活用によりさらなる歳入を確保

・ 適正な受益者負担による使用料・手数料の見直しを実施し、受益と負担の公平性を確保

・ 事業の成果や妥当性を事前に評価する仕組みづくりや補助金の適正化をさらに進めるこ

とで、より効果的な行政サービスを提供

・ 外郭団体の経営改善や、収益力の向上、コスト削減などを推進し、財政的な安定や持続可

能な経営を促進

❺ 健全な財政基盤の確立

若手職員による施策提案 ふるさと納税制度の活用

戦略的な自治体経営の推進基本方針４

・ 鳥取市に住む人、来る人の満足度が高い、愛され続ける鳥取市をめざし、質の高いサービ

スの提供や本市の魅力を市内外に発信・浸透させ、鳥取市ブランドのイメージを確立する

よう取組を推進

❶ ブランドイメージの確立

・ 市政の情報を市民等＊に効果的に伝えるため、とっとり市報やウェブサイト、SNS＊、

YouTube、テレビ、ラジオの広報番組などあらゆる媒体を活用し、多様なニーズに対応し

た情報を発信

❷ 市政情報の発信

・ 国内外の姉妹都市と、文化・スポーツ・観光・教育など幅広い分野でのひと・もの・ことの

交流を通じて、相互の信頼・友好関係を次世代につなげるとともに、活力にあふれたまち

づくりを推進

・ これまで交流してきた国内外の都市との友好・協力関係を基盤とし、経済を含む特色あ

る交流を推進

・ 幅広いネットワークを持つ各地の鳥取県人会との交流を推進

❸ 他都市との交流の推進
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効率的な行財政運営の推進基本方針３

・ 本市独自の特徴的な政策を立案できる人材の育成のため、職員研修等による政策形成能

力の向上を促進

・ 若手職員が活躍できる機会の充実と評価される仕組みを構築

・ 公務を支える職員の質・量を確保するため、受験者数の増加に向けた採用試験の実施方

法を見直し

❶ 人材育成と人材確保

・ 繁忙期の庁内業務支援など、業務時間内での業務完了につながる取組を実施すること

で、時間外勤務を抑制

・ 業務内容の分析・検証を行い、組織改編も含めて事務の効率化・簡素化を推進

・ 職員の多様な働き方を推進するため、フレックスタイム制度＊の活用推進やテレワーク＊

の導入を検討

❷ 組織体制の強化と働き方改革＊

・ 公共施設のあり方検討を行い、施設の複合化や集約化を推進することで、施設にかかる

コスト縮減を図りつつ、サービスを充実

・ 未利用財産の売却等を進め、新たな財源確保や維持管理費用を削減

❸ 公共施設のファシリティマネジメントの推進

・ EBPM＊の導入やビッグデータ＊の活用により行政課題の現状認識を行い、客観的証拠に

基づく政策立案を実施

・ 政策の方向性やそれに伴う組織等について、集中すべき施策・事務事業を明確化し、より

効果の高い事業への選択と集中により施策を最適化

❹ 効果検証に基づく政策判断

・ 広告事業やネーミングライツ＊、ふるさと納税等の活用によりさらなる歳入を確保

・ 適正な受益者負担による使用料・手数料の見直しを実施し、受益と負担の公平性を確保

・ 事業の成果や妥当性を事前に評価する仕組みづくりや補助金の適正化をさらに進めるこ

とで、より効果的な行政サービスを提供

・ 外郭団体の経営改善や、収益力の向上、コスト削減などを推進し、財政的な安定や持続可

能な経営を促進

❺ 健全な財政基盤の確立

若手職員による施策提案 ふるさと納税制度の活用

戦略的な自治体経営の推進基本方針４

・ 鳥取市に住む人、来る人の満足度が高い、愛され続ける鳥取市をめざし、質の高いサービ

スの提供や本市の魅力を市内外に発信・浸透させ、鳥取市ブランドのイメージを確立する

よう取組を推進

❶ ブランドイメージの確立

・ 市政の情報を市民等＊に効果的に伝えるため、とっとり市報やウェブサイト、SNS＊、

YouTube、テレビ、ラジオの広報番組などあらゆる媒体を活用し、多様なニーズに対応し

た情報を発信

❷ 市政情報の発信

・ 国内外の姉妹都市と、文化・スポーツ・観光・教育など幅広い分野でのひと・もの・ことの

交流を通じて、相互の信頼・友好関係を次世代につなげるとともに、活力にあふれたまち

づくりを推進

・ これまで交流してきた国内外の都市との友好・協力関係を基盤とし、経済を含む特色あ

る交流を推進

・ 幅広いネットワークを持つ各地の鳥取県人会との交流を推進

❸ 他都市との交流の推進

基
本
構
想

基
本
計
画

資
料
編

25



重点施策（鳥取市地方創生アクションプラン）
の推進

2

　基本計画では、基本構想で定めた４つのまちづくりの目標とそれを構成する11の政策

を達成するための31の基本施策を具体的に示していきますが、そのうち別に策定する

「鳥取市地方創生アクションプラン」を構成する施策は、本計画においても特に優先順位

の高い重点施策と位置付けて、本計画の実施計画中に明示しながら、総合的かつ戦略的

に推進します。

（1）重点施策の位置付け

　重点施策の推進に当たっては、基本構想に定めた４つのまちづくりの目標はもとより、

鳥取市地方創生アクションプランに定めた３つの柱に沿って、７つの基本目標の達成に向

けて、取組を総合的に推進します。

（2）重点施策の取組

基本目標

１

稼ぐ力と

安定した雇用環境のある

まちづくり

①経営基盤の強化・付加価値の向上

②人材育成・労働力の確保

③起業・創業及び事業承継の推進

④経済団体、金融機関、大学、産業支援機関等との連携

⑤国際経済交流の推進

⑥企業誘致活動の推進

⑦ビジネスマッチングの推進

⑧生産性向上の推進

⑨農商工連携の推進

⑩企業の脱炭素の推進

⑪商業の活性化

⑫物産の振興

⑬伝統産業の活性化

⑭農林水産業を支える多様な人材の育成・支援

⑮産地化・ブランド化による収益率の向上

⑯生産基盤の整備と多面的機能の確保

⑰販路の拡大と地産地消の推進

⑱６次産業化と農商工連携

⑲次世代型農林水産業の具現化

重点施策

柱Ⅰ 持続的に成長し、稼げる‘「強い」経済’

基本目標

１

地域資源をいかし、

人が行きかう

まちづくり

①ふるさと回帰の促進

②田舎暮らし環境の充実

③まちなか居住の推進

④若者定住の推進

⑤関係人口の拡大

⑥山陰海岸ジオパークをいかした取組の推進

⑦世界に誇る鳥取砂丘の魅力をいかした観光振興

⑧地域の観光資源の磨き上げ

⑨観光関連産業の育成・支援と振興

⑩広域観光連携の推進

⑪新たなインバウンド需要の獲得を見据えた

　戦略的な国際観光の推進

⑫スポーツによる交流人口の増加

⑬文化芸術活動の促進

⑭伝統文化の保存・継承

⑮文化芸術活動・鑑賞機会の充実

⑯文化財の保護

2

誰もが自分らしく

いきいきと暮らし

続けることができる

まちづくり

①生涯にわたる学びを基盤とした

　ひとづくり・つながりづくり・地域づくり

②家庭・学校・地域等の連携による教育力の向上

③社会教育施設の特色をいかした生涯学習の推進

④市民総スポーツ運動の推進

⑤生涯スポーツを推進するための環境づくり

⑥健康づくりの推進

⑦疾病の早期発見・早期対策

⑧介護予防・フレイル予防の推進

⑨地域での活躍・貢献機会の充実

⑩適切な医療体制の確保

⑪参画と協働のまちづくりの展開

⑫コミュニティ活動の支援

⑬住民参加と地域福祉活動の促進

⑭福祉学習の推進と福祉の担い手づくり

⑮包括的支援体制と権利擁護活動の充実

⑯地域で安心して暮らせる基盤づくり

⑰在宅医療・介護連携の推進

⑱包括的支援体制の推進

⑲認知症支援の推進

重点施策

柱Ⅱ 魅力と活力あふれる‘「豊かな」生活環境’
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重点施策（鳥取市地方創生アクションプラン）
の推進

2

　基本計画では、基本構想で定めた４つのまちづくりの目標とそれを構成する11の政策

を達成するための31の基本施策を具体的に示していきますが、そのうち別に策定する

「鳥取市地方創生アクションプラン」を構成する施策は、本計画においても特に優先順位

の高い重点施策と位置付けて、本計画の実施計画中に明示しながら、総合的かつ戦略的

に推進します。

（1）重点施策の位置付け

　重点施策の推進に当たっては、基本構想に定めた４つのまちづくりの目標はもとより、

鳥取市地方創生アクションプランに定めた３つの柱に沿って、７つの基本目標の達成に向

けて、取組を総合的に推進します。

（2）重点施策の取組

基本目標

１

稼ぐ力と

安定した雇用環境のある

まちづくり

①経営基盤の強化・付加価値の向上

②人材育成・労働力の確保

③起業・創業及び事業承継の推進

④経済団体、金融機関、大学、産業支援機関等との連携

⑤国際経済交流の推進

⑥企業誘致活動の推進

⑦ビジネスマッチングの推進

⑧生産性向上の推進

⑨農商工連携の推進

⑩企業の脱炭素の推進

⑪商業の活性化

⑫物産の振興

⑬伝統産業の活性化

⑭農林水産業を支える多様な人材の育成・支援

⑮産地化・ブランド化による収益率の向上

⑯生産基盤の整備と多面的機能の確保

⑰販路の拡大と地産地消の推進

⑱６次産業化と農商工連携

⑲次世代型農林水産業の具現化

重点施策

柱Ⅰ 持続的に成長し、稼げる‘「強い」経済’

基本目標

１

地域資源をいかし、

人が行きかう

まちづくり

①ふるさと回帰の促進

②田舎暮らし環境の充実

③まちなか居住の推進

④若者定住の推進

⑤関係人口の拡大

⑥山陰海岸ジオパークをいかした取組の推進

⑦世界に誇る鳥取砂丘の魅力をいかした観光振興

⑧地域の観光資源の磨き上げ

⑨観光関連産業の育成・支援と振興

⑩広域観光連携の推進

⑪新たなインバウンド需要の獲得を見据えた

　戦略的な国際観光の推進

⑫スポーツによる交流人口の増加

⑬文化芸術活動の促進

⑭伝統文化の保存・継承

⑮文化芸術活動・鑑賞機会の充実

⑯文化財の保護

2

誰もが自分らしく

いきいきと暮らし

続けることができる

まちづくり

①生涯にわたる学びを基盤とした

　ひとづくり・つながりづくり・地域づくり

②家庭・学校・地域等の連携による教育力の向上

③社会教育施設の特色をいかした生涯学習の推進

④市民総スポーツ運動の推進

⑤生涯スポーツを推進するための環境づくり

⑥健康づくりの推進

⑦疾病の早期発見・早期対策

⑧介護予防・フレイル予防の推進

⑨地域での活躍・貢献機会の充実

⑩適切な医療体制の確保

⑪参画と協働のまちづくりの展開

⑫コミュニティ活動の支援

⑬住民参加と地域福祉活動の促進

⑭福祉学習の推進と福祉の担い手づくり

⑮包括的支援体制と権利擁護活動の充実

⑯地域で安心して暮らせる基盤づくり

⑰在宅医療・介護連携の推進

⑱包括的支援体制の推進

⑲認知症支援の推進

重点施策

柱Ⅱ 魅力と活力あふれる‘「豊かな」生活環境’
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2

誰もが自分らしく

いきいきと暮らし

続けることができる

まちづくり

⑳生活支援サービスの提供体制の構築

㉑権利擁護の推進

㉒介護人材の確保・育成

㉓外国人住民へのコミュニケーション支援

㉔外国人住民の生活支援

㉕多文化共生の地域づくり

３

快適で暮らしやすい

魅力と活力ある

まちづくり

①コンパクトシティの推進

②道路ネットワークの整備

③まちなか居住の推進

④鳥取駅周辺のにぎわい創出

⑤遊休不動産を活用したまちづくりの推進

⑥魅力あるまちなかの推進

⑦安心して暮らし続けることのできる地域の維持

⑧魅力ある地域づくり・ひとづくりの推進

⑨交流による中山間地域の活性化

⑩持続可能な利便性の高い生活交通体系の構築

⑪鉄道の利用促進と利便性の向上

⑫鳥取砂丘コナン空港の利用促進と利便性の向上

４
安全・安心に暮らせる

持続可能なまちづくり

①地域防災体制の充実

②危機管理体制の強化

③災害に強いまちづくりの推進

④防犯対策の推進

⑤消費者行政の推進体制の充実

⑥消費者教育・啓発の推進

⑦再生可能エネルギーの利用促進

⑧温室効果ガス排出削減

基本目標 重点施策 柱Ⅲ

１

こどもが輝き、

若者・女性が活躍する

まちづくり

①未来を切りひらく力を育む教育の推進

②すべてのこどもの学びの保障と

　ウェルビーイングの向上

③教育環境の充実

④郷土愛を育む教育の推進

⑤こどもの健全な食生活と生きる力を育む

　学校保健の推進

⑥人材育成・労働力の確保

⑦働き方改革の推進

⑧若者定住の推進

⑨魅力あるまちなかの推進

⑩魅力ある地域づくり・ひとづくりの推進

⑪性別にかかわりなく誰もが活躍できる環境づくり

⑫安全・安心に暮らせる社会づくり

２
結婚・出産・子育ての

希望がかなうまちづくり

①新たな出会いの創出と結婚支援

②妊娠・出産への包括的支援

③待機児童ゼロの継続と子育て支援サービスの充実

④家庭・地域の子育て力の向上

⑤発達上の困難を抱える児童への相談支援・

　療育体制の充実

⑥働き方改革の推進

誰もが選びたくなる‘新しい鳥取・楽しい鳥取’
基本目標 重点施策

2

誰もが自分らしく

いきいきと暮らし

続けることができる

まちづくり

⑳生活支援サービスの提供体制の構築

㉑権利擁護の推進

㉒介護人材の確保・育成

㉓外国人住民へのコミュニケーション支援

㉔外国人住民の生活支援

㉕多文化共生の地域づくり

３

快適で暮らしやすい

魅力と活力ある

まちづくり

①コンパクトシティの推進

②道路ネットワークの整備

③まちなか居住の推進

④鳥取駅周辺のにぎわい創出

⑤遊休不動産を活用したまちづくりの推進

⑥魅力あるまちなかの推進

⑦安心して暮らし続けることのできる地域の維持

⑧魅力ある地域づくり・ひとづくりの推進

⑨交流による中山間地域の活性化

⑩持続可能な利便性の高い生活交通体系の構築

⑪鉄道の利用促進と利便性の向上

⑫鳥取砂丘コナン空港の利用促進と利便性の向上

４
安全・安心に暮らせる

持続可能なまちづくり

①地域防災体制の充実

②危機管理体制の強化

③災害に強いまちづくりの推進

④防犯対策の推進

⑤消費者行政の推進体制の充実

⑥消費者教育・啓発の推進

⑦再生可能エネルギーの利用促進

⑧温室効果ガス排出削減

基本目標 重点施策 柱Ⅲ

１

こどもが輝き、

若者・女性が活躍する

まちづくり

①未来を切りひらく力を育む教育の推進

②すべてのこどもの学びの保障と

　ウェルビーイングの向上

③教育環境の充実

④郷土愛を育む教育の推進

⑤こどもの健全な食生活と生きる力を育む

　学校保健の推進

⑥人材育成・労働力の確保

⑦働き方改革の推進

⑧若者定住の推進

⑨魅力あるまちなかの推進

⑩魅力ある地域づくり・ひとづくりの推進

⑪性別にかかわりなく誰もが活躍できる環境づくり

⑫安全・安心に暮らせる社会づくり

２
結婚・出産・子育ての

希望がかなうまちづくり

①新たな出会いの創出と結婚支援

②妊娠・出産への包括的支援

③待機児童ゼロの継続と子育て支援サービスの充実

④家庭・地域の子育て力の向上

⑤発達上の困難を抱える児童への相談支援・

　療育体制の充実

⑥働き方改革の推進

誰もが選びたくなる‘新しい鳥取・楽しい鳥取’
基本目標 重点施策
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2

誰もが自分らしく

いきいきと暮らし

続けることができる

まちづくり

⑳生活支援サービスの提供体制の構築

㉑権利擁護の推進

㉒介護人材の確保・育成

㉓外国人住民へのコミュニケーション支援

㉔外国人住民の生活支援

㉕多文化共生の地域づくり

３

快適で暮らしやすい

魅力と活力ある

まちづくり

①コンパクトシティの推進

②道路ネットワークの整備

③まちなか居住の推進

④鳥取駅周辺のにぎわい創出

⑤遊休不動産を活用したまちづくりの推進

⑥魅力あるまちなかの推進

⑦安心して暮らし続けることのできる地域の維持

⑧魅力ある地域づくり・ひとづくりの推進

⑨交流による中山間地域の活性化

⑩持続可能な利便性の高い生活交通体系の構築

⑪鉄道の利用促進と利便性の向上

⑫鳥取砂丘コナン空港の利用促進と利便性の向上

４
安全・安心に暮らせる

持続可能なまちづくり

①地域防災体制の充実

②危機管理体制の強化

③災害に強いまちづくりの推進

④防犯対策の推進

⑤消費者行政の推進体制の充実

⑥消費者教育・啓発の推進

⑦再生可能エネルギーの利用促進

⑧温室効果ガス排出削減

基本目標 重点施策 柱Ⅲ

１

こどもが輝き、

若者・女性が活躍する

まちづくり

①未来を切りひらく力を育む教育の推進

②すべてのこどもの学びの保障と

　ウェルビーイングの向上

③教育環境の充実

④郷土愛を育む教育の推進

⑤こどもの健全な食生活と生きる力を育む

　学校保健の推進

⑥人材育成・労働力の確保

⑦働き方改革の推進

⑧若者定住の推進

⑨魅力あるまちなかの推進

⑩魅力ある地域づくり・ひとづくりの推進

⑪性別にかかわりなく誰もが活躍できる環境づくり

⑫安全・安心に暮らせる社会づくり

２
結婚・出産・子育ての

希望がかなうまちづくり

①新たな出会いの創出と結婚支援

②妊娠・出産への包括的支援

③待機児童ゼロの継続と子育て支援サービスの充実

④家庭・地域の子育て力の向上

⑤発達上の困難を抱える児童への相談支援・

　療育体制の充実

⑥働き方改革の推進

誰もが選びたくなる‘新しい鳥取・楽しい鳥取’
基本目標 重点施策

2

誰もが自分らしく

いきいきと暮らし

続けることができる

まちづくり

⑳生活支援サービスの提供体制の構築

㉑権利擁護の推進

㉒介護人材の確保・育成

㉓外国人住民へのコミュニケーション支援

㉔外国人住民の生活支援

㉕多文化共生の地域づくり

３

快適で暮らしやすい

魅力と活力ある

まちづくり

①コンパクトシティの推進

②道路ネットワークの整備

③まちなか居住の推進

④鳥取駅周辺のにぎわい創出

⑤遊休不動産を活用したまちづくりの推進

⑥魅力あるまちなかの推進

⑦安心して暮らし続けることのできる地域の維持

⑧魅力ある地域づくり・ひとづくりの推進

⑨交流による中山間地域の活性化

⑩持続可能な利便性の高い生活交通体系の構築

⑪鉄道の利用促進と利便性の向上

⑫鳥取砂丘コナン空港の利用促進と利便性の向上

４
安全・安心に暮らせる

持続可能なまちづくり

①地域防災体制の充実

②危機管理体制の強化

③災害に強いまちづくりの推進

④防犯対策の推進

⑤消費者行政の推進体制の充実

⑥消費者教育・啓発の推進

⑦再生可能エネルギーの利用促進

⑧温室効果ガス排出削減

基本目標 重点施策 柱Ⅲ

１

こどもが輝き、

若者・女性が活躍する

まちづくり

①未来を切りひらく力を育む教育の推進

②すべてのこどもの学びの保障と

　ウェルビーイングの向上

③教育環境の充実

④郷土愛を育む教育の推進

⑤こどもの健全な食生活と生きる力を育む

　学校保健の推進

⑥人材育成・労働力の確保

⑦働き方改革の推進

⑧若者定住の推進

⑨魅力あるまちなかの推進

⑩魅力ある地域づくり・ひとづくりの推進

⑪性別にかかわりなく誰もが活躍できる環境づくり

⑫安全・安心に暮らせる社会づくり

２
結婚・出産・子育ての

希望がかなうまちづくり

①新たな出会いの創出と結婚支援

②妊娠・出産への包括的支援

③待機児童ゼロの継続と子育て支援サービスの充実

④家庭・地域の子育て力の向上

⑤発達上の困難を抱える児童への相談支援・

　療育体制の充実

⑥働き方改革の推進

誰もが選びたくなる‘新しい鳥取・楽しい鳥取’
基本目標 重点施策

基
本
構
想

基
本
計
画
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　基本構想で定めた４つのまちづくりの目標と11の政策を達成するための31の基本施策

の内容を、以下のレイアウトのとおり示します。

　Society5.0とは、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシス

テムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）です。狩猟社会

（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）に続く、

新たな社会を指すもので、国の第５期科学技術基本計画において我が国がめざすべき未来社会の姿

として初めて提唱されました。

　Society5.0の実現をめざす取組は、第12次鳥取市総合計画実施計画において、【Society5.0】の

アイコンを貼付して関連を表示します。

基本構想に掲げた４つのまち

づくりの目標、11の政策のう

ち、該当するものを記載して

います。

施策ごとにSDGs＊の目標との

関連を明らかにします。

現状と課題を踏まえ、展開す

る施策の方向性を明らかにし

ます。

展開する施策の内容を「単位

施策」と、単位施策を推進する

ための「取組」により、明らか

にします。

施策の進捗を客観的に測るた

めに、数値目標を設定します。

「鳥取市の明るい未来に向け

てみんなで取り組む」内容の

一例を示すため、市民や事業

者等において取り組んでほし

い役割を示します。

社会経済情勢、市民ニーズ等

から現状と課題を明らかに

します。

現状を表す写真やデータを

掲載しています。

基本施策の名称です。

… 単位施策

… 取組

Society5.0の実現

基本施策の推進3
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　基本構想で定めた４つのまちづくりの目標と11の政策を達成するための31の基本施策

の内容を、以下のレイアウトのとおり示します。

　Society5.0とは、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシス

テムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）です。狩猟社会

（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）に続く、

新たな社会を指すもので、国の第５期科学技術基本計画において我が国がめざすべき未来社会の姿

として初めて提唱されました。

　Society5.0の実現をめざす取組は、第12次鳥取市総合計画実施計画において、【Society5.0】の

アイコンを貼付して関連を表示します。

基本構想に掲げた４つのまち

づくりの目標、11の政策のう

ち、該当するものを記載して

います。

施策ごとにSDGs＊の目標との

関連を明らかにします。

現状と課題を踏まえ、展開す

る施策の方向性を明らかにし

ます。

展開する施策の内容を「単位

施策」と、単位施策を推進する

ための「取組」により、明らか

にします。

施策の進捗を客観的に測るた

めに、数値目標を設定します。

「鳥取市の明るい未来に向け

てみんなで取り組む」内容の

一例を示すため、市民や事業

者等において取り組んでほし

い役割を示します。

社会経済情勢、市民ニーズ等

から現状と課題を明らかに

します。

現状を表す写真やデータを

掲載しています。

基本施策の名称です。

… 単位施策

… 取組

Society5.0の実現

基本施策の推進3
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未来を創る人材を育み、
ひとりひとりが活躍するまち

まちづくりの目標 1

誰もが自分らしく暮らし続けることができる、
持続可能な地域共生のまち

まちづくりの目標 2

政策１ こども

基本施策１ 結婚・出産・子育て支援

政策２ 教育・スポーツ

基本施策１

基本施策２

基本施策３

教育の充実・郷土愛の醸成

生涯学習の推進

スポーツ・レクリエーションの振興

政策１ 福祉

基本施策１

基本施策２

基本施策３

社会保障制度の運営

超高齢社会に向けたまちづくりの推進

障がいのある人の自立支援

政策２ 保健・医療

基本施策１

基本施策２

健康づくり・疾病予防・介護予防の推進

保健衛生の推進と医療の確保

政策３ 人権・共生・協働

基本施策１

基本施策２

基本施策３

基本施策４

基本施策５

人権尊重社会の形成

男女共同参画社会の形成

地域福祉の推進

多文化共生のまちづくりの推進

協働のまちづくりの推進

ひと、もの、ことが行きかい、
にぎわいあふれるまち

まちづくりの目標 3

豊かな自然と調和して、
安全・安心に暮らせるまち

まちづくりの目標 4

政策１ 商工業・農林水産業

基本施策１

基本施策２

基本施策３

基本施策４

経営基盤の強化と雇用の創造・人材確保

工業の振興

商業の振興と販路拡大

農林水産業の振興

政策４ 生活基盤・市街地・中山間地域・交通

基本施策１

基本施策２

基本施策３

基本施策４

生活基盤の充実

中心市街地の活性化

魅力ある中山間地域の振興

交通ネットワークの充実

政策２ 移住定住・関係人口・観光

基本施策１

基本施策２

移住定住の推進と関係人口の拡大

滞在型観光の推進

政策３ 文化芸術・文化財

基本施策１

基本施策２

文化芸術によるまちづくりの推進

文化財の保存・整備による「まちづくり」資産の形成

政策１ 防災・防犯

基本施策１

基本施策２

基本施策３

地域防災力の向上

防犯・交通安全対策の充実

安全・安心な消費生活の確保

政策２ 環境

基本施策１

基本施策２

循環型社会の形成

環境保全活動の推進
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未来を創る人材を育み、
ひとりひとりが活躍するまち

まちづくりの目標 1

誰もが自分らしく暮らし続けることができる、
持続可能な地域共生のまち

まちづくりの目標 2

政策１ こども

基本施策１ 結婚・出産・子育て支援

政策２ 教育・スポーツ

基本施策１

基本施策２

基本施策３

教育の充実・郷土愛の醸成

生涯学習の推進

スポーツ・レクリエーションの振興

政策１ 福祉

基本施策１

基本施策２

基本施策３

社会保障制度の運営

超高齢社会に向けたまちづくりの推進

障がいのある人の自立支援

政策２ 保健・医療

基本施策１

基本施策２

健康づくり・疾病予防・介護予防の推進

保健衛生の推進と医療の確保

政策３ 人権・共生・協働

基本施策１

基本施策２

基本施策３

基本施策４

基本施策５

人権尊重社会の形成

男女共同参画社会の形成

地域福祉の推進

多文化共生のまちづくりの推進

協働のまちづくりの推進

ひと、もの、ことが行きかい、
にぎわいあふれるまち

まちづくりの目標 3

豊かな自然と調和して、
安全・安心に暮らせるまち

まちづくりの目標 4

政策１ 商工業・農林水産業

基本施策１

基本施策２

基本施策３

基本施策４

経営基盤の強化と雇用の創造・人材確保

工業の振興

商業の振興と販路拡大

農林水産業の振興

政策４ 生活基盤・市街地・中山間地域・交通

基本施策１

基本施策２

基本施策３

基本施策４

生活基盤の充実

中心市街地の活性化

魅力ある中山間地域の振興

交通ネットワークの充実

政策２ 移住定住・関係人口・観光

基本施策１

基本施策２

移住定住の推進と関係人口の拡大

滞在型観光の推進

政策３ 文化芸術・文化財

基本施策１

基本施策２

文化芸術によるまちづくりの推進

文化財の保存・整備による「まちづくり」資産の形成

政策１ 防災・防犯

基本施策１

基本施策２

基本施策３

地域防災力の向上

防犯・交通安全対策の充実

安全・安心な消費生活の確保

政策２ 環境

基本施策１

基本施策２

循環型社会の形成

環境保全活動の推進
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まちづくりの
目標

未来を創る人材を育み、ひとりひとりが活躍するまち1

1

こども

結婚・出産・子育て支援

現状と課題

34

こども誰でも通園制度の様子

●全国的に少子化が進行し、本市においても同様の傾向となっています。少子化の背景には、経済

的な不安定さや仕事と子育ての両立の難しさなど、さまざまな要因が影響していると考えられて

おり、これらの課題に対応し、結婚・出産・子育ての希望がかなう社会の実現が求められています。

●本市では、こどもの人口や出生数は減少傾向にあるものの、保護者の就労形態の多様化など、

こどもの保育を取り巻く環境が変化している現状があります。多様な保育サービスを展開し、

安心してこどもを預けることができる環境づくりが必要です。

●乳幼児期からこどもの成長段階に応じた生活習慣について、相談や食育などを推進してきまし

た。今後も、妊娠期から子育て期の切れ目ない支援の充実が必要です。

●子育て家庭を孤立させないよう、鳥取市こども家庭センター「こそだてらす」での相談支援や子

育て支援センターの行事など、子育て支援サービスについての情報提供の充実が必要です。

●発達上の困難を抱えるこどもへの支援については、家庭、保育園・幼稚園、学校とライフステー

ジが変化しても切れ目なく支援を行うことが必要です。

●安心して子育てしやすいまちであるためには、行政だけでなく、地域や保護者、子育て支援団体、

民間企業など、地域全体が連携して子育てを支える環境を整備していくことが重要です。

●特に、子育てと就労を両立できる職場環境の構築や、生活と仕事の双方を充実させることで相

乗効果を生み出す働き方の推進が求められています。

子育て支援拠点　市役所駅南庁舎

政策 1
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1.60
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1.45
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1,356 1,296 1,269

1,148
1,049

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

（人）

出生数 合計特殊出生率

1.54
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1.31
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31,947

28,901
27,054

25,742
23,741

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

（人） （％）

年少人口 年少人口割合

15.9

14.3
13.7 13.3 12.6

出生数と合計特殊出生率 年少人口（0〜14歳）の状況

出典：鳥取県人口動態統計、鳥取県人口移動調査 出典：国勢調査



・地域でこどもと子育て家庭を見守りましょう。

・こどもが地域の人たちと交流できる環境づくりに努めましょう。

・こどもの健やかな成長を支援する活動に協力しましょう。

・子育てと仕事を両立できる職場環境づくりを推進しましょう。

基
本
的
方
向

みんなでみんなで
とりくむとりくむ

市　民

事業者

SDGsの目標との関連

基
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数
値
目
標

目　標現　状

R11年度

60.0％
「子育てしやすい環境」と思う

市民の割合
R6年度
55.1％

R12年

1.60
鳥取市の合計特殊出生率

R6年
1.31

施
策
の
体
系

■出会いから結婚・出産・子育てまでの切れ目のない支援を推進します。

■妊娠期から子育て期にかけて、相談体制や子育て支援情報の発信、小児医療体制の

充実など、安心して産み育てられる環境を整備します。

■保護者の多様な就労形態などに対応した保育・教育の受け皿の確保や、子育てに関す

る不安の軽減に向けた支援体制の充実を図ります。

■すべてのこどもが保護者や社会に支えられながら、自らの主体性を発揮し心身ともに

健やかに成長できる「こどもまんなか社会」をめざします。

Ⅷ 働き方改革＊の推進
　 ◆ワーク・ライフ・バランス＊の理解促進　◆誰もが働きやすい環境づくりの推進

Ⅶ こどもの貧困対策の推進
　 ◆すべてのこどもの健全な成長のための支援

Ⅵ 発達上の困難を抱える児童への相談支援・療育体制の充実
　 ◆幼児期早期からの発達相談の充実　◆療育事業の充実　◆就学・教育相談の充実

Ⅴ 児童虐待防止の取組強化
　 ◆こどもと家庭への支援の充実　◆地域の関係機関との連携強化

Ⅳ 家庭・地域の子育て力の向上
　 ◆こどもの健全育成支援　　　　◆ひとり親家庭の自立に向けた支援　

　 ◆子育ての不安解消と育児支援　◆こどもまんなか社会の実現に向けた取組

Ⅲ 待機児童ゼロの継続と子育て支援サービスの充実
　 ◆特別保育等の体制確保　◆子育て世帯の経済的負担軽減　

　 ◆子育て世帯の育児支援　◆安全で快適な保育環境の確保

　 ◆支援対象児童等への子育てサービスの充実

　 ◆放課後の児童の安全・安心な居場所の確保

Ⅱ 妊娠・出産への包括的支援
　 ◆不妊治療＊・不育治療＊の経済的負担軽減　◆育児に関する情報提供　

　 ◆妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない伴走型支援

Ⅰ 新たな出会いの創出と結婚支援
　 ◆出会いの機会の提供



まちづくりの
目標

未来を創る人材を育み、ひとりひとりが活躍するまち1

現状と課題

36

市立中学校生徒数の推移市立小学校児童数の推移

※義務教育学校前期課程を含む ※義務教育学校後期課程を含む

●少子高齢化、核家族化、情報化、価値観や生活様式の多様化などを背景に、地域コミュニティ＊

の希薄化が進み、家庭や地域が持つ教育力の低下が指摘されています。学校・家庭・地域が

連携した学校づくりが必要となっています。

●少子化の進展により、１クラスの人数を確保することや部活動の維持・確保が困難になりつつあり、

児童生徒が多様な考えに触れ、資質や能力を伸ばしていく環境の確保が課題となっています。学

校のあり方について、保護者や地域の思いを地域全体の意向として集約していくことが必要です。

●こどもたちを取り巻く環境が多様化する中、誰一人取り残さず、すべてのこどもたちの可能性

を引き出す教育を推進する必要があります。

●不登校やその傾向にある児童生徒が増加しており、その出現率は高い状態が続いています。

児童生徒一人ひとりに適した支援を、家庭や地域、関係機関等と連携して行うことが必要です。

●小・中・義務教育学校施設及び設備の老朽化への対応に加えて、生活様式の変化や避難所として

の機能など、学校施設の役割の多様化を踏まえた快適な教育環境づくりが求められています。

●頻発化する自然災害や事故、不審者対応など、非常事態に備えた対策や教育の充実が必要と

なっています。

●児童生徒が郷土への理解と愛着を深め、将来に向けて地域づくりの担い手となる意識を高める

ことが必要です。

●市内に８つある学校給食センターは、施設及び設備の老朽化が進んでいることから、安全・安

心な学校給食提供体制の再構築が求められています。

教育・スポーツ政策 2

教育の充実・郷土愛の醸成1
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数
値
目
標

施
策
の
体
系

現　状 目　標

R12年度

小学校88.0％
中学校84.0％

「地域や社会をよくするために何か
してみたい」と思う児童生徒の割合

R6年度
小学校83.3％
中学校79.7％

R12年度

小学校92.5％
中学校92.5％

「学校が楽しい」と思う児童生徒の

割合

R6年度
小学校89.4％
中学校89.5％

Ⅴ こどもの健全な食生活と生きる力を育む学校保健の推進
　 ◆安全・安心な学校給食の提供　

　 ◆学校給食を通じた食育の推進

　 ◆児童生徒の健全な発達

Ⅳ 郷土愛を育む教育の推進
　 ◆地域資源を活用したふるさと教育の推進

Ⅲ 教育環境の充実
　 ◆快適な学習環境の確保 　◆活力ある学校づくり　◆教職員の多忙化の解消

　 ◆公立鳥取環境大学の運営支援  ◆学校の安全管理と安全教育の推進　 

Ⅱ すべてのこどもの学びの保障とウェルビーイング＊の向上
　 ◆一人ひとりの実情やニーズに応じた教育の充実

　 ◆困窮世帯の児童生徒支援

Ⅰ 未来を切りひらく力を育む教育の推進
　 ◆豊かなかかわりによる自己有用感＊の育成　

　 ◆小中一貫教育の推進と魅力と徹底による学力の向上

　 ◆地域とともにある魅力ある学校づくり

　 ◆ＩＣＴ＊を活用した学びの推進

　 ◆グローバル化に対応した教育の推進

　 ◆キャリア教育の推進

■社会の担い手となる人材を、学校・家庭・地域が連携、協働しながら育成していきます。

■児童生徒一人ひとりの実情やニーズに応じた教育の充実を図ります。

■老朽化した学校施設・設備の機能改善など安心して学べる環境づくりと、安全・安心

な学校給食提供体制の確保に取り組みます。

■本市の発展に貢献してきた人物や文化財等の地域資源を活用した学習や、豊かな自然

や文化にふれる体験学習を実施し、郷土への理解と愛着を一層深めます。

姫路市鳥取市中学生交歓会

・家庭でこどもの生活・学習習慣・健康づくりに取り組みましょう。

・学校と連携・協働し、こどもの成長を支援する環境づくりに努めま

しょう。

みんなでみんなで
とりくむとりくむ

市　民
事業者
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放課後の居場所づくりとして地域住民が

こどもに勉強を教えている様子

クリスマスのおはなし会

（児童イベント）の様子

麒麟のまちアカデミー

講座の様子

移動図書館車（こだま号）

●学校教育の期間と場だけでなく、乳幼児期、少年期、青年期、成人、高齢期などそれぞれのラ

イフステージにおいて、固定の場所や方法にとらわれない学習活動をすることは、自己の人格

を磨き、豊かな人生を送るために必要です。

●個人で学習したことをその場にとどめるだけではなく、習得した知識・スキルを成果とし、地域

社会の発展にいかすことが求められています。

●地域におけるつながりの希薄化、教育力の低下、家庭の孤立化やこどもの貧困などの問題のほ

か、不登校やいじめ、スマホ依存など、こどもたちを取り巻く問題が急速に変化し、かつ複雑化・

困難化しています。

●デジタル社会の進展や少子化、グローバル化などにより、図書館においても求められている役

割が多岐にわたります。こどもから高齢者、障がいのある人、外国人等あらゆる人が必要な知

識や情報を手にできる読書環境づくりを推進していく必要があります。

2 生涯学習の推進

教育・スポーツ政策 2
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・幅広い世代や多様な背景を持つ住民が生涯学習に取り組める

  環境づくりに努めましょう。
事業者

市　民

みんなでみんなで
とりくむとりくむ

数
値
目
標

・心豊かに学び育ち、人生を楽しむため、生涯学習に取り組みましょう。

・学びの成果を地域に還元し、「つながりづくり・人づくり」に

　いかしましょう。

目　標現　状

R12年度

5.2冊
市民 1 人当たりの図書貸出冊数

R6年度
4.4冊

R12年度

93.0％
麒麟のまちアカデミー参加者の

満足度
R6年度
88.0％

施
策
の
体
系 Ⅱ 家庭・学校・地域等の連携による

　 教育力の向上
　 ◆学校を核とした地域づくりの推進　

　 ◆地域における家庭教育支援ネットワークの構築　

Ⅲ 社会教育施設の特色をいかした
　 生涯学習の推進
　 ◆幅広い世代のニーズに応じた生涯学習事業の推進

　 ◆特色のある学習機会の充実　　

Ⅳ 誰もが利用できる図書館サービスの充実
　 ◆中央図書館を核とした関係機関との連携による

　　図書館サービスの充実

　 ◆多様なニーズに応じた図書館サービスの展開

Ⅰ 生涯にわたる学びを基盤とした
　 ひとづくり・つながりづくり・地域づくり
　 ◆地域の学びと活動をリードする人材の育成　

　 ◆ふるさとを誇りに持つ人材の育成

　 ◆生きがいに満ちた地域づくりの推進　

■市民が自発的に、自由に学ぶことのできる多様な学習機会を提供し、住民主体の地

域づくりの基盤となるひとづくりを推進します。

■学校・家庭・地域が連携、協働し地域全体でつながりづくりを進め、社会総がかり

で急速に変化する時代を生きるこどもたちの成長を支える体制づくりを推進します。

学校を核とした地域づくり

（つながりづくり）

さじアストロパーク30周年記念講演
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東京2025世界陸上ジャマイカ代表選手団

事前キャンプ協定締結式

鳥取市スポーツ・レクリエーション祭＊

ニュースポーツ競技

鳥取市民スポーツ大会の延べ参加校区数

●市民の心身の健全な発達や、健康・体力の保持増進を図るためには、誰もがいつでも気軽に

スポーツに取り組める環境づくりと、生涯を通じてスポーツやレクリエーション活動に親しめる

機会の充実が求められます。

●地域や各種団体による多様なスポーツ活動の展開と、それを支える人材の育成を推進し、地域

のつながりや活力の向上につなげていくことが重要です。

●市民のスポーツへの関心を高めるため、関係機関と連携し、スポーツ大会の開催等を通じて、

スポーツとの出会いの機会を創出することが重要です。

●鳥取市民体育館をはじめとしたスポーツ施設については、利便性の高い多様なスポーツ環境を

提供するため、老朽化の進む体育施設の改修や再配置に向けた検討が必要です。

3 スポーツ・レクリエーションの振興

政策 2

400

350

300

250

200

150

100

50

0

（校区）

令和4年度 令和5年度 令和6年度

244

350 343

※数値は種目毎に参加した校区を足した数

教育・スポーツ
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・スポーツ大会の開催をまちのにぎわい創出につなげましょう。

・スポーツを通じた地域振興に取り組みましょう。

・スポーツを楽しみ、地元スポーツチームを応援しましょう。

・地域のスポーツ活動等に参加し、心身の健康増進を図りましょう。

目　標現　状

R12年度

900,000人
学校体育館等の延べスポーツ利用者数

R6年度
830,669人

R12年度

350校区
市民スポーツ大会の延べ参加校区数

R6年度
343校区

Ⅲ 生涯スポーツを推進する
　 ための環境づくり
　 ◆スポーツ施設の有効活用　

　 ◆施設利用の利便性向上

　 ◆老朽化施設の改修

Ⅱ スポーツによる交流人口の増加
　 ◆「みるスポーツ」活動の推奨　

　 ◆スポーツを通じたつながりと活力の創出

Ⅰ 市民総スポーツ運動の推進
　 ◆市民スポーツ大会や行事の充実　

　 ◆鳥取市スポーツ協会との連携

　 ◆スポーツ推進団体への支援　

　 ◆スポーツへの関心や機運の醸成

　 ◆休日部活動の地域への移行支援

■あらゆる世代がスポーツやレクリエーションに親しめるよう、市民一人ひとりが参加し

やすい環境づくりと機会の充実を図ります。

■地域や関係団体との連携のもと、多様なスポーツ活動の展開や人材の育成を進め、市

民の健康増進と地域のつながり・活力の向上を図ります。

■多様なニーズに対応した、誰もが安心して利用できるスポーツ施設の整備と利用環境

の向上を図ります。

学校体育館等の延べスポーツ利用者数

鳥取市民スポーツ大会

438,624

667,472

830,669

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

（人）

令和4年度 令和５年度 令和６年度



誰もが自分らしく暮らし続けることができる、持続可能な地域共生のまち2

1

政策１ 福祉

現状と課題
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まちづくりの
目標

●近年、生活保護の被保護者数は減少傾向にある中、高齢者の割合の増加が続いており、老齢、

障がい、傷病など、さまざまな生活問題を抱える被保護者に対して、どのように支援していく

かが課題となっています。

●国民健康保険は、県が財政運営の責任主体となり、制度の安定化を進めていますが、医療の高

度化等による一人当たりの医療費の増加や、被保険者の減少による保険料収入の減少などによ

り厳しい財政運営が続いています。

●高齢者人口が増加する一方、介護を支える現役世代の減少は続きます。今後、85 歳以上人口

の割合が増加するなど、介護サービス需要や給付費のさらなる増加が見込まれる中、介護サー

ビスや介護人材の確保、保険財政の持続可能性の確保が課題となっています。

社会保障制度の運営

介護・介護予防給付費と要介護・要支援認定者数の推移

国民健康保険の医療費の推移

生活保護扶助費と被保護者数

国民健康保険の被保険者の推移

175
178 179 178

181

11,023 11,014 10,914 10,951 10,947 
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保険給付費・介護予防事業費（億円）

要支援・要介護認定者数（人）

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

2-1-1 生活保護扶助費と被保護者数
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目　標現　状

・高齢者の多様なニーズに対応したサービスを適切に提供しましょう。

・退職者等への国民健康保険制度の周知に努めましょう。

みんなでみんなで
とりくむとりくむ

事業者・団体

市民・地域
・高齢者自ら生きがいづくりや健康づくりに取り組みましょう。

・特定健康診査＊を受けるなど、自分自身の健康状態を把握し、

　生活習慣病の予防・早期発見・早期治療につなげましょう。

数
値
目
標

目　標

R12年度

90.0％
ジェネリック医薬品＊普及率

R6年度
85.0％

R11年度

82.5歳
新規要支援・要介護認定者の平均年齢

R5年度
82.3歳

基
本
的
方
向

Ⅲ 介護保険事業の安定的運営
　 ◆介護給付の適正な実施

　 ◆保険料収納率の向上対策

　 ◆介護予防の推進

　 ◆介護サービス事業者への指導監督の実施

Ⅱ 国民健康保険事業の安定的運営
　 ◆保険給付の適正な実施

　 ◆保険料収納率の向上対策　

　 ◆保健事業の充実

　 ◆健康づくりや疾病の重症化予防による医療費適正化の推進　

Ⅰ 生活保護制度の運営と自立支援の推進
　 ◆被保護者に寄り添った相談援助

　 ◆被保護者へのきめ細かな自立支援施
策
の
体
系

■病気やけがなどの理由で生活に困ったときに、健康で文化的な最低限度の生活を保障

するとともに、自立した社会生活をおくることができるよう、生活保護制度を運用し

ます。

■病気やけがをしたときに、経済的な負担を軽減し、安心して医療を受けることができ

るよう、国民健康保険事業の安定的運営を図るとともに、医療費が過度に増大しない

よう、生活習慣病の予防や、健康の保持・増進を図ります。

■介護が必要になっても、住み慣れた地域や住まいで尊厳ある自立した生活を送ること

ができるよう、介護保険事業の安定的運営を図るとともに、介護給付の適正化や介護

予防の推進、介護サービスの質の向上を図ります。

現　状

R12年度

50.0％
就労支援事業、就労準備支援事業への

参加率
R6年度
47.7％
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まちづくりの
目標

● 2040 年に高齢者人口がピークになると見込まれています。今後も住み慣れた地域で安心して

暮らすためには、必要な医療や介護サービスを提供するための環境整備が求められます。

●地域包括支援センター＊は、地域において高齢者を中心に市民のみなさんの介護、福祉、保健、

医療の総合相談窓口です。引き続き、地域の多様な関係機関との連携による包括的な相談体制

の充実強化に取り組むことが重要となっています。

●鳥取市認知症施策推進計画に基づき、認知症を自分ごととして考える時代への転換に向け、市

民一人ひとりが「新しい認知症観」を理解し、認知症の人の声に基づいて、自分らしく暮らすこ

とができる環境づくりを実践することが重要となります。

●一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加しており、これまでの家族による支援を前提とし

ない、身近な地域での見守りや助け合い、支え合いの取組の充実が求められています。

●認知症や病気などにより判断能力が十分でない高齢者等の権利擁護を推進するため、後見制度

の適切利用や高齢者虐待の防止、保護などを関係機関と連携を強化し取り組む必要があります。

●介護需要が拡大する一方、介護現場の人材不足は深刻化しています。介護現場の業務効率の向

上や職員の処遇改善、外国人介護人材の参入を進め、働きやすい職場づくりや離職防止に取り

組む必要があります。

超高齢社会に向けたまちづくりの推進2

在宅医療・介護連携の研修 認知症カフェ＊
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・高齢者の多様なニーズに対応したサービスを適切に提供すると

  ともに、高齢者が活躍できる環境をつくりましょう。
事業者・団体

市民・地域
・高齢者自ら社会参加に取り組むとともに、

  高齢者への声かけや見守りなどに取り組みましょう。

目　標現　状

R10年度

80.0％
今の生活に満足している高齢者の割合

R4年度
77.7％

Ⅲ 認知症支援の推進
　 ◆認知症の人の社会参加の機会の確保　◆認知症の人への支援体制の構築

　 ◆認知症の早期発見・早期対応の推進　◆認知症にかかる総合的な支援の推進

Ⅳ 生活支援サービスの提供体制の構築
　 ◆身近な地域での支え合いの取組の充実

　 ◆高齢者への支援体制の充実

Ⅴ 権利擁護の推進
　 ◆成年後見制度＊の利用促進　◆高齢者虐待防止の推進

Ⅵ 介護人材の確保・育成
　 ◆介護人材の育成支援　　◆介護現場の業務効率化支援

　 ◆介護の仕事の魅力発信　◆介護職員の処遇改善の支援

Ⅱ 包括的支援体制の推進
　 ◆地域における高齢者の包括的な支援体制の充実

　 ◆地域包括支援センター＊の機能強化

Ⅰ 在宅医療・介護連携の推進
　 ◆医療・介護の連携強化

　 ◆在宅療養をする人への支援体制の構築　

　 ◆ＡＣＰ＊（アドバンス・ケア・プランニング）の推進

■高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護・医療・介護予防・

生活支援・住まいのサービスが一体的に提供される地域包括ケアシステムの深化・推

進を図ります。



誰もが自分らしく暮らし続けることができる、持続可能な地域共生のまち2
政策１ 福祉

現状と課題

46

まちづくりの
目標

●障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていくため、自らの意思決定に基づき、一

人ひとりの心身の状態や生活実態を踏まえた適切な地域生活・社会生活の支援を行うとともに、

身近な地域において保健・医療サービス等を受けることができるよう、サービス提供体制の充

実を図っていく必要があります。

●障がいのある人がライフステージにより適切な支援を受けられるよう、施策を総合的に展開し、

切れ目のない支援を行う必要があります。

●障がいのある人の活動を制限し、社会への参加を制約している事物、制度、慣行、観念等の社

会的障壁の除去を進め、ソフト・ハードの両面にわたる社会のバリアフリー化を推進し、アクセ

シビリティ＊の向上を図る必要があります。

●障がいのある人の就労の機会を確保し、働く意欲のある人がその特性に応じて能力を十分に発

揮することができるよう、関係機関と連携し、就労支援・定着支援を進めていく必要があります。

3 障がいのある人の自立支援

身体障害者手帳所持者数

療育手帳所持者数 精神障害者保健福祉手帳所持者数
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目　標現　状

事業者

市　民

・障がい福祉サービス等の提供体制の確保と質の向上に努めま

しょう。

・障がいについての理解を深め、障がい特性などに応じた配慮を

  しましょう。

R12年度

920人
障害児通所支援利用者数

R6年度
687人

R12年度

4,180人
障害福祉サービス等利用者数

R6年度
3,657人

基
本
的
方
向

施
策
の
体
系

Ⅲ 情報アクセス・コミュニケーションの支援
　 ◆情報の取得・利用・意思疎通支援の充実

Ⅳ 雇用・就業、経済的自立の支援
　 ◆特性に応じた就労への支援と経済的自立の推進

Ⅱ 障がいのある児童等の支援
　 ◆障がい児通所支援体制の充実

　 ◆医療的ケア児等への支援

Ⅰ 地域生活の支援・社会参加の促進
　 ◆相談支援体制の充実

　 ◆必要な障がい福祉サービスの提供

　 ◆地域生活・社会生活の支援

　 ◆保健・医療サービスの利用促進

■障害福祉サービスの窓口となる一般相談や、計画相談の体制整備をさらに進め、必要

なサービスの利用に結び付けるとともに、適切な保健・医療サービスを提供し、障が

いのある人の地域生活・社会生活を支えていきます。

■保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関と連携を図りながら、乳幼児期か

ら学校卒業、障害福祉サービスへの移行まで一貫した効果的な支援を提供する体制の

構築を図ります。

■障がいのある人が必要な情報に円滑にアクセスすることができるようコミュニケーショ

ン支援体制の充実を図り、障がいのある人の自立と社会参加を促進します。

■障がいのある人が自立し、生きがいを持って生活していくため、就労関係事業所の自

主的で質の高いサービス提供を促進するとともに、関係機関との連携を強化し、就労

への定着を図ります。

ふれあい広場



誰もが自分らしく暮らし続けることができる、持続可能な地域共生のまち2

1
現状と課題

48

まちづくりの
目標

おたっしゃ教室わくわく元気教室

地域等での健康教育・相談の延べ参加者数 高齢者の通いの場参加者（月1回以上）割合

●市民一人ひとりが健康を意識し、日常生活の中で食生活の改善や運動習慣の定着に努められる

よう、地域や職域など社会全体での健康づくりの推進が必要です。

●がん・糖尿病等の生活習慣病対策には、予防と早期発見・早期治療が重要であるため、健（検）

診を受診するという行動につなげる取組が必要です。 

●心の健康は、身体の健康状態や人間関係、経済状況等、さまざまな要因の影響を受けるため、

家庭や学校、地域、職場などさまざまな場面において、メンタルヘルス対策の充実を図ること

が必要です。

●いつまでも生きがいや趣味を持ち、自分らしく暮らし続けるためには、成人期からの健康維持

に向けた行動、高齢期での地域活動などによる社会参加等、フレイル＊予防の推進が必要です。 

●高齢者自身が健康づくりや介護予防の知識を得て、自発的にさまざまな活動に取り組み、効果

的な介護予防が継続して行える、自然と健康づくりや介護予防につながる活動の場や機会が必

要です。

健康づくり・疾病予防・介護予防の推進

保健・医療政策 2
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・職場全体で、生活習慣の改善や健康づくりに取り組みましょう。

・日頃から健康づくりに興味・関心を持ち、健（検）診の受診や

   生活習慣の見直しを通じて、健康管理に取り組みましょう。

目　標現　状

R11年度

男性18.05年
女性21.27年

健康寿命＊（65 歳以上の平均自立期間）
R5年度

男性17.74年
女性20.94年

Ⅲ 心の健康づくりの推進
　 ◆心の健康保持・増進のための支援

　 ◆ひきこもり支援及び依存症対策の推進

　 ◆自死予防の推進

Ⅳ 介護予防・フレイル＊予防の推進
　 ◆高齢者の介護予防活動の推進

　 ◆高齢者のフレイル＊対策の充実

　 ◆高齢者の集いの場の拡充

Ⅴ 地域での活躍・貢献機会の充実
　 ◆高齢者の社会参加や生きがいづくりの支援

　 ◆高齢者の学びの活動支援　　

　 ◆地域で活躍できる場の充実

Ⅱ 疾病の早期発見・早期対策
　 ◆特定健康診査＊、特定保健指導＊の推進 

　 ◆がん検診の推進

Ⅰ 健康づくりの推進
　 ◆健康づくりのための教育・相談・指導の推進

　 ◆健康づくりのための環境整備

　 ◆食育の推進

■市民一人ひとりが生涯にわたって健康に関心を持ち続け、それぞれのライフステージに

おいて主体的に健康寿命＊の延伸に向けて健康づくりに取り組めるよう支援します。

■高齢者が継続して健康づくりや介護予防に取り組める環境づくりに努めます。

■心を健康に保つための知識の普及や相談支援体制の充実を図るとともに、地域住民

や関係機関、専門機関との連携により自死予防、ひきこもり支援、依存症対策を推

進します。

市　民
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まちづくりの
目標

鳥取空港消火救難訓練職員による個人防護服着脱訓練・ストレッチャー操作訓練

食中毒発生件数（鳥取市保健所管内）

●医師の偏在による医療の担い手が不足する一方、高齢化の進展による医療需要の増大により、

良質な医療を安定的かつ効率的に提供できる体制整備が求められています。

●新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、次に起こりうる新たなる感染症の発生に備える

必要があります。平時から感染拡大の兆候を早期に探知し適切な予防活動につなげるよう危機

管理体制を整備するとともに、感染症発生時には患者が適切な医療を受けるための支援体制が

求められます。

●近年、地震や豪雨・豪雪、酷暑など自然災害や異常気象が頻繁に発生しており、災害発生時にお

いても適切な医療につなげる体制を備える必要があります。また感染症だけでなく、医薬品、食

中毒、飲料水など、何らかの原因で健康を脅かす事態に対する危機管理体制も求められています。

●食品等を扱う事業者は、食品衛生法等に則った衛生管理や食品表示等を実施することが求めら

れています。食品等を扱う事業者への継続的な指導、支援を充実し、食品にかかる事故・違反

を防止する必要があります。また、市民が正しい知識を持つ必要性が高まっています。

●動物を原因とする近隣トラブルや動物遺棄等が発生する中、人と動物が共生する社会の実現を

めざし、住民等と連携して動物愛護を進めていく必要があります。また、その拠点となる施設

等について、今後のあり方を検討していく必要があります。

2 保健衛生の推進と医療の確保

保健・医療政策 2
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目　標

事業者

市　民

現　状

・従業員の安全を守るため、体調不良者は休ませるなど職場での

　感染症拡大防止のルールをあらかじめ決めておきましょう。

・かかりつけ医を持ち、適正な医療受診に関する理解を深めま

しょう。

R12年度

70.0％以上
保護収容動物の返還及び譲渡率

R2～6年度の平均
68.4％

R12年度

25.0％
救急搬送人員に占める軽症患者の割合

R6年度
35.4％

Ⅲ 危機管理体制の強化
　 ◆災害医療体制の整備

　 ◆健康危機管理に関わる職員育成

Ⅳ 食の安全・安心の確保
　 ◆食品営業施設に対する監視指導の実施　

　 ◆食中毒予防のための啓発

Ⅴ 動物愛護の推進
　 ◆飼い主への適正飼養の啓発　

　 ◆犬猫の返還、譲渡の促進　　　

　 ◆飼い主のいない猫の繁殖防止等の支援・指導

Ⅱ 感染症予防の推進
　 ◆感染症への平時からの備え

　 ◆感染症のまん延防止

　 ◆結核の予防と拡大防止 

Ⅰ 適切な医療体制の確保
　 ◆救急医療体制の確保 　　　　　

　 ◆安全な医療提供体制の確保

　 ◆中山間地域の医療体制の確保　 

　 ◆市立病院における適切な医療の提供

■持続可能な救急医療体制、中山間地域の医療体制の確保に取り組むとともに、

　感染症予防の推進、災害時の医療調整など、健康危機管理の体制整備に努めます。

■食品等による健康被害防止の取組や重点的な監視指導の実施、検査体制の整備等に

より、食品の安全確保を図ります。

■市民、事業者、関係団体、行政等の適切な役割分担の下、「人と動物の調和のとれた

共生社会」の実現をめざします。

佐治診療所オンライン診療

犬猫譲渡会
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まちづくりの
目標

地域食堂＊を通じて交流する様子人権尊重社会を実現する鳥取市民集会

分科会の様子

●依然としてさまざまな人権問題が存在しています。近年では、情報通信技術の進展など社会情

勢が変化する中で、インターネットにおける人権侵害等の課題も生じるなど、人権問題は複雑化、

多様化しています。

●人権が侵害されるおそれのある人や、現に侵害されている人に対しては、解決のための助言や

一時的な保護を行うなど、相談・支援体制の整備、充実を図る必要があります。人権問題の相

談は、同時に生活困窮をはじめ福祉、就労、教育、住宅等の分野にわたる場合もあり、当事者

本人に寄り添った個別的・包括的・継続的な相談支援が求められます。

●日常生活の中で、人権問題に敏感に気付くような感性を育み、あらゆる場面にいかすことがで

きるよう人権意識の高揚を図っていく必要があります。そのため、関係機関や市民団体等との

協働・連携による各種集会や講演会等を継続して開催することや、多様な実施主体による自主

的な学習や研修等の活動を支援することで、人権意識の高揚を図る教育・啓発の一層の推進が

求められます。

●望まない「孤独・孤立」の状態にあり、生きづらさを抱えている人たちがいます。孤独・孤

立には、家族や集団、制度や社会的役割からの孤立など、さまざまなケースがあり、最悪

の場合、「自死」「孤独死」の引き金となってしまいます。令和 6（2024）年に孤独・孤立対

策推進法が施行されており、孤独・孤立は、人生のあらゆる場面で誰にでも起こり得るもので、

社会全体で対応しなければならない問題です。

●人権福祉センターは人権啓発と相談支援の拠点としての役割を担っています。特に相談支援にあ

たっては幅広い知識や専門性を持つ相談員の育成が課題であり、さまざまな困難を抱える人に

対して、個別的・包括的・継続的な支援が求められています。

人権尊重社会の形成

人権・共生・協働政策 3
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目　標現　状

事業者

市　民

・事業活動に関わるすべての人の人権を尊重するとともに、その事業活

動において、人権尊重の社会づくりに寄与するよう努めましょう。

・あらゆる生活の場において、互いに人権を尊重するとともに、

  自らも主体的かつ積極的な役割を果たすよう努めましょう。

R11年度

50.0％
「人権が尊重されているまち」と思う

市民の割合
R6年度
36.2％

R12年度

85.0％
人権市民集会参加者の満足度

R6年度
82.7％

Ⅲ 孤独・孤立対策の推進
　 ◆居場所づくり事業の実施

　 ◆多機関協働による包括的な支援体制の構築

　 ◆見守り支援の取組 

　 ◆孤独・孤立対策官民連携プラットフォームによる取組

Ⅳ 人権と福祉のまちづくり
　 ◆人権福祉センターを通じた地域における人権福祉の推進

Ⅱ 人権意識の高揚を図る取組の推進
　 ◆人権啓発活動の推進

　 ◆学習や研修の活動支援　

　 ◆人権教育の推進

　 ◆人材育成の取組

　 ◆関係機関・団体等との連携

Ⅰ 人権擁護の推進
　 ◆相談・支援体制の充実　

■鳥取市に、暮らし、働き、学び、集うすべての人の人権が尊重され、差別、偏見及び

人権侵害のない「人権尊重都市鳥取市」を実現するため、人権擁護に資する施策や人

権意識の高揚を図るための施策、地域共生社会＊に向けたさまざまな人権課題の解決

への取組を推進します。

人権フォーラム人権標語・ポスター入選作品表彰式
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まちづくりの
目標

●令和６年に実施した男女共同参画に関する市民意識調査の結果を見ると、固定的性別役割分担

意識の解消は少しずつ進んでいますが、解消されたとは言い難い状況です。こどもの頃からの

ジェンダー平等＊や男女共同参画についての教育・学習を充実するとともに、その実現に向けて

は、家庭・学校・地域など社会全体で取り組むことが必要です。

●女性就業率が高く、共働き世帯も多い本市において男女共同参画を推進するためには、女性が

能力を十分に発揮し活躍できる職場環境づくりが必要不可欠であり、さらに男性の家事・育児・

介護への参画を促進する取組が重要となっています。

●男女共同参画社会を形成していく上で、配偶者や交際相手に対する暴力の根絶は不可欠であり、

ＤＶ＊等を防止するための啓発や、被害者へのきめ細かな支援が求められています。

●男女共同参画を推進するためには、男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、生涯を通じ

て健康で安全・安心な家庭生活、職業生活、地域生活を送り続けることが必要です。

啓発パネル展示

男女共同参画に関する市民意識調査（抜粋）

啓発講座

2 男女共同参画社会の形成

人権・共生・協働政策 3
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目　標現　状

みんなでみんなで
とりくむとりくむ

現　状 目　標

施
策
の
体
系

数
値
目
標

R12年度

40.0％
市の審議会等における女性委員の割合

R6年度
31.1％

R11年度

70.0％
「男は仕事、女は家庭」という考えに

反対する市民の割合
R6年度
59.6％

Ⅲ ジェンダー＊に基づくあらゆる暴力の根絶
　 ◆ＤＶ＊等根絶に向けた啓発推進　

　 ◆被害者に対する支援の推進

Ⅳ 安全・安心に暮らせる社会づくり
　 ◆多様性を尊重する環境の整備

　 ◆困難な問題を抱える女性に対する支援

　 ◆女性の視点を取り入れた災害対応力強化

Ⅱ 性別にかかわりなく誰もが活躍できる環境づくり
　 ◆ワーク・ライフ・バランス＊の理解促進

　 ◆職業生活における女性の活躍推進

　 ◆多様で柔軟な働き方の推進

Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり
　 ◆男女共同参画の理解促進　

　 ◆男女共同参画活動実施団体への支援

　 ◆こどもの頃からのジェンダー平等＊・男女共同参画意識の醸成

■誰もが性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思に基づき、個性や能力を

十分に発揮できる「男女共同参画都市・とっとり」の実現をめざします。

鳥取市男女共同参画センター

（輝なんせ鳥取）

事業者

市　民

・すべての人にとって働きやすい職場環境づくりを進めましょう。

・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス＊）を図りましょう。

・固定的な性別役割分担意識の解消に努めましょう。

・性別にかかわりなく活躍できる社会を実現しましょう。
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まちづくりの
目標

●人口減少を背景とする少子高齢化や小世帯化の進行により、ひとり暮らし高齢者の増加や家族

間の支え合い機能が低下しています。

●地域におけるコミュニティ意識の希薄化、地域活動の担い手の高齢化や人材不足など、地域に

おける支え合いの機能が年々低下しています。

●こどもや高齢者、障がいのある人への虐待、孤立死、いじめ、ひきこもり、ヤングケアラー＊、

生活困窮者の増加など、従来の制度では十分に対応できないさまざまな社会問題がさらに顕在

化・深刻化しています。

●ひとり暮らし高齢者や障がいのある方など自力で避難できない方を、近年多発している自然災

害からどのように守るのかも、重要な課題です。

●「みんなで支え合い　いつまでもいきいきと自分らしく暮らしつづけることができる　福祉のま

ちづくり」を進めるために、高齢者、障がいのある人、こどもなど制度や分野を超えた包括的

な支援体制の構築が必要です。

● 「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が、『我が事』として

参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとり

の暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会＊」の実現が求められています。

3 地域福祉の推進

政策 3 人権・共生・協働
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みんなでみんなで
とりくむとりくむ

目　標現　状

数
値
目
標

施
策
の
体
系

市　民
事業者

・お互いの違いや気持ちを大切にしながら、地域で一緒に助け合い、

みんながいきいきと暮らせるまちづくりを進めましょう。

・福祉への理解を深め、一人ひとりが積極的に地域活動や

  ボランティア活動に参加しましょう。

・市民や地域組織と連携・協働しながら、支え合う地域づくりを進め

ましょう。

Ⅲ 包括的支援体制と権利擁護活動の充実
　 ◆包括的支援体制の充実

　 ◆権利擁護活動の充実

Ⅳ 地域で安心して暮らせる基盤づくり
　 ◆地域で支え合う防災体制の構築

　 ◆分野を超えたサービスの展開

　 ◆当事者の社会参加の促進

　 ◆福祉と連携したまちづくりの促進　　

　 ◆再犯防止施策の推進

Ⅱ 福祉学習の推進と福祉の担い手づくり
　 ◆福祉学習の推進

　 ◆ボランティア・市民活動センターの機能強化と地域福祉の担い手づくり　

Ⅰ 住民参加と地域福祉活動の促進
　 ◆地域における福祉活動の推進・支援

　 ◆地域食堂＊を拠点とした地域づくり

■一人ひとりの人権が尊重されたまちづくりをめざし、人権施策との連携を図ります。

■一人ひとりが地域福祉への参画意識を持ち、地域の関係機関や関係団体との連携・協

働により取組を進めます。

■高齢者、障がいのある人、こども、孤立している人など、制度や分野を超えた包括的

な支援体制を構築し、地域共生社会＊の実現をめざします。

R11年度

50.0％
困ったときに地域で支え合う仕組みの

市民満足度
R6年度
44.7％

R12年度

５地区
福祉ネットワーク機能が

確立された地区数
R6年度
未実施
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まちづくりの
目標
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（出典）法務省「在留外国人統計」

WORLD FOOD EXPO in plazaにほんごカフェ

鳥取市の在留外国人の推移

●国は産業分野の人手不足に対応するため、外国人がより日本で定住し働き手となってもらえるよ

うに就労制度の改正を進めています。この間、本市の外国人住民は人数・国籍ともに増加傾向

にあり、全住民に占める割合は１％を超えています。

●日本語指導が必要な児童生徒は、近年増加傾向にあり、生活や学習背景が多様化していること

から、今後、日本語指導を必要とする児童生徒への適切な支援が求められます。

●外国人住民が地域において生活する上で必要な情報を整え、生活全般にわたる支援を行う必要

があります。

●外国人住民は今後も増加していくと考えられる中で、日本人住民も外国人住民も互いに多文化

共生＊の意義を理解し、安全・安心に暮らしていくため、地域における共生意識の醸成に向けた

取組がますます重要となっています。

4 多文化共生のまちづくりの推進

政策 3 人権・共生・協働
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事業者

市　民

・市民、地域、団体、企業などあらゆるレベルで連携・協力しながら、

「多文化共生社会の実現」に向けて取り組みましょう。

・日本人住民と外国人住民が、互いの文化、習慣や考え方などの

　違いを理解しましょう。

目　標現　状

R12年度

72人
外国人住民を含む市民を対象とした

講座への参加者数
R6年度
48人

Ⅲ 多文化共生＊の地域づくり
　 ◆外国語の学習機会の充実

　 ◆外国人住民との交流機会の充実　

　 ◆企業・団体への啓発

　 ◆外国人住民の困りごとや多文化共生＊の課題の把握

Ⅱ外国人住民の生活支援
　 ◆外国人住民への生活支援機能の充実

　 ◆支援団体等との連携による外国人住民

　　への支援の推進

　 ◆防災に関する外国人住民への啓発

Ⅰ外国人住民へのコミュニケーション支援
　 ◆多言語と「やさしい日本語」の活用推進

　 ◆日本語指導の実施

　 ◆日本語ボランティアの育成

　 ◆日本語等学習機会の充実

■外国人住民を単なる訪問者としてではなく「地域社会の構成員」ととらえ、日本人住

民と外国人住民が互いの意見や文化を認め合い、人権を尊重し、外国人住民が主体的

に地域づくりに参画することができる「多文化共生社会の実現」をめざします。

■外国人住民への語学支援や生活支援、市民の国際理解の増進や共生意識の醸成に取

り組みます。

韓国語講座

中国料理教室
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まちづくりの
目標
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出典：鳥取市自治連合会

（％）

地域の未来づくり懇談会

町内会加入率

●少子高齢化、過疎化、生活スタイルの多様化に伴い、隣近所同士のつきあいが希薄になっており、

町内会加入率が低下しています。

●町内会など地域活動を支える役員等の高齢化や担い手不足、町内会活動の参加者の減少など、

地域力の低下が懸念されています。

●安心して暮らしやすいまちを維持していくためには、地域内の幅広い世代の交流や関わり合い

を増やしてつながりを深め、多くの人が地域活動に参画し、支え合うことが必要です。

●多様化する市民ニーズに対応し、持続可能で質の高い市民サービスを提供していくためには、民

間企業等のアイデアやノウハウ等を取り入れた市政運営が必要となっています。

●全 61地区公民館単位で設立されているまちづくり協議会＊では、防災やにぎわいづくり、郷土

の歴史・文化や豊かな自然を次世代に引き継ぐ活動など、地域の課題や活性化に向けて、特色

ある活動が展開されています。

●豊かな地域社会を創造するためには、特色あるまちづくりの担い手となるＮＰＯ法人の設立や、専

門的な知識・技能を有する市民活動団体等の活動を促進する柔軟できめ細やかな支援が必要です。

●地区公民館で行われる生涯学習や社会教育の成果をまちづくりや地域課題の解決の取組にいか

し、人づくりと地域づくりを一体的に進めることが重要です。

●市民と市がそれぞれの役割と責任を持ち、鳥取市らしい活力あるまちづくりを進めていくため、

今後もさらなる協働意識の醸成や事業の定着に向け、市民の連帯感と自治意識の向上を図る必

要があります。

人権・共生・協働政策 3

5 協働のまちづくりの推進
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目　標現　状

事業者

市　民

・地域の一員として、社会貢献活動などを通して

　積極的に地域づくりに参加しましょう。

・みんなが暮らしやすい地域環境を維持するため、

  地域づくりへの理解を深め、地域活動に積極的に参加しましょう。

R11年度

70.0％
近所づきあいがある市民の割合

R6年度
67.6％

R11年度

70.0％
地域活動に参加したい市民の割合

R6年度
63.6％

 Ⅱ コミュニティ活動の支援
　 ◆町内会への加入促進

　 ◆まちづくり協議会＊や町内会等の活動支援

　 ◆市民活動団体やＮＰＯ法人の活動支援

　 ◆ボランティア活動の支援

Ⅰ 参画と協働のまちづくりの展開
　 ◆市民と行政による協働のまちづくりの推進

　 ◆対話を通じた地域づくりの推進

　 ◆若者の発想をいかしたまちづくりの取組促進

　 ◆地区公民館を拠点としたまちづくりの推進

　 ◆公民連携デスク＊の推進

■多様化する市民ニーズや生活スタイルに対応するため、市民と市による参画と協働の

まちづくりを進め、いつまでも安心して暮らせる豊かな地域社会の創造と質の高い市

民サービスの提供を実現します。

■まちづくりの担い手となる住民組織や市民活動団体等の組織の強化や活動の活発化を

支援し、地域の実情に合った特色のあるまちづくりを推進します。

まちづくり協議会＊研修会

鳥取砂丘一斉清掃



ひと、もの、ことが行きかい、にぎわいあふれるまち3

1

政策 1 商工業・農林水産業

現状と課題

まちづくりの
目標
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出典：ハローワーク鳥取

●中小企業が多い本市においては、都市部の企業に比べ労働生産性が低いことが課題として挙げ

られます。労働生産性の向上は、企業のコスト削減に結びつくだけでなく、人材不足の対策に

もつながります。企業の収益性の向上や経営基盤の安定・強化には職員のリスキリング＊などに

よるスキルアップや、デジタル化による非効率な業務プロセスの見直しなど、企業の自己変革に

よる労働生産性の向上が必要です。

●本市の持続可能な産業を振興していくためには、地域の資源や強みを磨き上げ、付加価値を乗

せていく取組が重要です。そのためには、本市独自の自然環境や地域資源を保全・活用する産

業の育成や再生可能エネルギー＊を活用した産業の振興を進めていくことが必要です。

●多くの企業において人口減少や都市部への一極集中による労働力不足の解消が喫緊の課題と

なっています。そのためには、出産・子育てによる女性の離職者を出さないような職場環境の

整備や、高齢者・障がい者・外国人労働者など多様な労働力が活躍できる環境づくりを進めて

いくことが必要です。併せて、本市にある優れた企業を市内外の多くの人に知ってもらうための

発信が必要です。

●本市において、企業経営者の高齢化に伴い後継者不足が顕著となっています。地元産業に刺激

を与え、活性化を促すためには、成長分野などにおける起業・創業や、Ｍ＆Ａ＊を含めた事業承

継の促進を図ることが必要です。

●産業の高度化や、インパクトのあるイノベーション創出のために、経済団体、金融機関、大学、

産業支援機関等の産学金官のより一層の連携強化が必要です。

●新たな市場を求めて地元企業が国外への事業展開を行っていくにあたっては、専門的な知識や

最新の現地情報の入手が必要であり、個々の企業で取り組むには課題が多くあります。

経営基盤の強化と雇用の創造・人材確保
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事業者

市　民

・生産年齢人口の減少に対応するため、労働生産性の向上やワーク・ラ

イフ・バランス＊の推進により多様な労働力の確保に努めましょう。

・地域の産業や企業の魅力や強みを学び、

　シビックプライド＊の向上に努めましょう。

R12年度

27.3％
大学生県内就職率

R6年度
21.4％

R10年

7,338千円
就業者 1 人当たりの市内 GDP

R4年
6,516千円

基
本
的
方
向

施
策
の
体
系

Ⅲ 起業・創業及び事業承継の推進
　 ◆起業・創業に対する伴走支援

　 ◆自然資本をいかした起業・創業の推進

　 ◆円滑な事業承継の推進　

Ⅳ 経済団体、金融機関、大学、産業支援機関等との連携
　 ◆産学金官連携＊の強化　

　 ◆鳥取市雇用促進協議会の開催　

Ⅴ 国際経済交流の推進
　 ◆地元企業の海外展開等支援

　 ◆日本貿易振興機構との連携

Ⅱ 人材育成・労働力の確保
　 ◆市内企業の魅力発信の強化　◆市内企業の人材育成

　 ◆働き方改革＊の推進　◆ＩＴ人材の育成・確保　

　 ◆女性、高齢者等多様な人材の労働力の確保

　 ◆外国人材の育成・確保　 ◆再就職支援　

Ⅰ 経営基盤の強化・付加価値の向上
　 ◆経営相談・支援機能の充実　◆資金調達の円滑化の推進

　 ◆スマートエネルギータウン＊の実現を推進　◆ SDGs 未来都市＊の取組推進

■産学金官連携＊やＤＸ＊、リスキリング＊等で生産性の向上を図ることにより成長産業の

育成や、企業の経営基盤の安定・強化を推進するとともに、地域資源の磨き上げによ

り付加価値の向上を図ることで、地域産業の振興・発展につなげます。

■起業・創業や事業承継を推進することにより、新たな産業の育成や新陳代謝の促進を

図ることで、地域産業の活性化につなげます。

■市民だけでなく市外に住んでいる人にも本市の魅力ある企業の情報を発信すると同時

に、女性・高齢者・障がい者・外国人労働者など多様な労働力が活躍できる環境整備

を進めていくことで、市内企業のさらなる発展につなげます。

再生可能エネルギー＊導入による

産業振興
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誘致企業との進出協定書調印式

製造品出荷額等の推移

出典：総務省・経済産業省 「経済構造実態調査」

●少子高齢化の進行や都市部への若者流出などにより、産業振興を図るうえで重要な生産年齢人

口が減少しています。若者の地元就職やＵＪＩターンの受け皿となる「仕事」をつくるため、製

造系に加え、ＩＴ関連やゼブラ（課題解決型）企業、豊かな自然などの地域資源をいかした産

業など、多様な業種・分野の企業の誘致や育成を推進することが必要です。

●大規模災害を想定したリスク分散や、地政学的リスクの高まりなどを踏まえたサプライチェーン＊

の見直しにより、国内事業拠点の新設や増設の動きが活発化しています。このような中、現在

分譲中の「河原インター山手工業団地」と「鳥取南インター布袋工業団地」においては、分譲

可能な用地が残り少なくなっており、誘致の受け皿となる新たな工業団地の整備を推進するこ

とが必要です。

●国際情勢の不安定化、グローバル化による価格競争の激化、人口減少による国内消費の縮小、

原材料費や人件費の高騰など、製造業を取り巻く状況が厳しさを増しています。このような中で

成長し続けるためには、誘致企業を含む市内外の企業間のマッチングによる新たなビジネスを

創出することが必要です。

●本市には、農産物などをはじめとする多様な地域資源や、これまでに蓄積された加工技術など

があります。これらをいかした６次産業＊の振興を図るため、商品開発・販路開拓における企業

間のマッチングやコーディネートなど、農商工の連携を推進することが必要です。

●生産年齢人口の減少による労働力不足や、長時間労働の是正などの働き方改革＊への対応が全

国的な課題となっています。ＡＩ＊やＩｏＴ＊などの次世代技術の活用による省力化や、再生可能エ

ネルギー＊の活用による脱炭素の取組など、企業の生産性の向上や高付加価値化を推進するこ

とが必要です。

2 工業の振興

平成30年令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
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事業者

市　民

・地域資源やこれまでに蓄積された加工技術をいかし、新たな製品

や付加価値の高い製品等の開発に取り組みましょう。

・市内企業の製品に対する理解を深め、積極的に活用しましょう。

R8～12年度（累計）

25件
企業誘致件数

R6年度
４件

R10年

3,580億円
市内製造品出荷額等

R4年
3,252億円

Ⅲ ビジネスマッチング＊の推進
　 ◆企業間ビジネスマッチング＊の推進

Ⅳ 生産性向上の推進
　 ◆設備投資に対する支援

Ⅴ 農商工連携の推進
　 ◆農商工連携の取組に対する支援

Ⅵ 企業の脱炭素の推進
　 ◆再エネ・省エネ設備の導入支援

　 ◆脱炭素経営の取組推進

Ⅱ 工場立地に適した環境整備の推進
　 ◆新たな工業団地の整備に関する検討

Ⅰ 企業誘致活動の推進
　 ◆若者のニーズに応える企業誘致の推進

　 ◆地域資源をいかした企業誘致の推進

■官民連携による県外企業の誘致活動や、誘致に必要となる工業団地などのインフラ整

備を推進することにより、地域経済の活性化や雇用の創出を図ることで、定住人口の

維持につなげます。

■製造業を中心とする市内企業の事業拡大、生産性向上、脱炭素、企業間の取引拡大

などを推進することにより、経営基盤の強化や産業の高度化を図ることで、地域経済

の持続・発展につなげます。

鳥取南インター布袋工業団地
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青果 水産物 花き
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鳥取市公設地方卸売市場取扱高 鳥取市公認インターネットショップ
「とっとり市」の販売実績

●中心市街地においては、地価の下落や低迷、消費者の行動変化による歩行者等通行量の減少、

空き家・空き店舗の増加等さまざまな要因により、経済活力が低下していると考えられ、まち

なかの魅力向上と恒常的なにぎわいの創出が課題となっています。

●人口減少に伴う国内需要の減少に加え、少子高齢化や気候変動等も相まって地域の一次産業も

衰退傾向にあります。また、産地直送、大型量販店による直接取引の増加や、インターネット

販売の普及等が進み、流通システムが大きく変化する中、公設地方卸売市場や卸売業全般にお

ける機能の充実や経営基盤の強化が求められています。

●人口減少やサプライチェーン＊の進展などによる市場の縮小や取引先の多様化に加え、デジタル

化や新たな顧客ニーズへの対応を踏まえた、新たな販路の開拓・拡大は、多くの企業、特に小

規模な事業所において大きな経営課題となっています。

●グローバル化の進展、情報技術の進化、消費者の行動変化、インターネット販売の台頭に伴い、

流通・販売システムが大きく変化する中、本市特産品及び伝統工芸品の販路拡大を図るために

は、デジタル化による取組の拡大が必要です。また、国内のみならず消費者が国境を越えて商

品を買うことのできるインターネットサイトの多言語化や決済方法のボーダレス化が進展してお

り、越境ＥＣサイト＊の活用など販売網の強化が必要です。

●和紙、陶磁器などの伝統工芸等については、ライフスタイルの変化による売上低迷や後継者不

足による地域の伝統産業の衰退が喫緊の課題となっており、後継者の育成支援や事業者に対す

る販路拡大の支援などを行う必要があります。

3 商業の振興と販路拡大
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Ⅲ 伝統産業の活性化
　 ◆伝統産業の後継者育成

　 ◆伝統産業事業者の支援

Ⅱ 物産の振興
　 ◆市内事業者の販路・取引の拡大

　 ◆非対面型ビジネスモデルの推進

　 ◆地元物産品販売拠点への支援

Ⅰ 商業の活性化
　 ◆まちなかの商業活性化　

　 ◆公設地方卸売市場の戦略的な経営を通じた

　　 卸売業の支援

施
策
の
体
系

■商業の活性化を図るため、中心市街地における大型空き店舗の活用やイベント開催等

の支援を行うとともに、再整備された公設地方卸売市場の機能を最大限活用し、市

場を経由する産品の取扱高の増加やブランド力の強化を行います。

■「麒麟のまち」関西情報発信拠点＊や「ふるさと物産館」の充実による物産品と観光

との一体的なＰＲと並行して、越境ＥＣサイト＊で国内外への販路拡大を行います。

■本市の伝統産業を維持発展させるため、業界、産地組合等と連携して後継者育成等の

取組を支援します。

鳥取市公設地方卸売市場

「麒麟のまち」関西情報発信拠点＊

鳥取市の伝統産業 （因州和紙製作の様子）

R12年度

7,610百万円
鳥取市公設地方卸売市場取扱高

R6年度
7,462百万円

R11年

維持
市内事業所数

R6年
7,449件

事業者

市　民

・消費者のニーズを把握し本市の特産品を積極的にＰＲし、圏域内外

の市場に売り出しましょう。

・本市の優れた特産品や伝統工芸品のよさを学び、地域のお店での

買い物や飲食利用、地域商店街等のイベントへの積極的な参加等

により地域経済を活性化させる役割を担いましょう。
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15〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70歳以上

全産業

農林水産業

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

令和２年国勢調査による年齢階級産業別就業人口割合

新規就農を目指すふるさと就農舎の研修生

●本市の農林水産業は、日本海の海の恵みや雄大な中国山地から流れる千代川の豊かな水の恵み

により育まれてきました。市域の８割を超える農地や山林の保全や活用は、本市がめざす将来

像の実現に重要な役割を果たしています。

●農業は、鳥取平野に広がる稲作を中心に、砂丘地でのらっきょうや白ネギの栽培、丘陵地での

梨や柿、葡萄、桃などの果樹栽培が盛んです。

●認定農業者を中心に意欲ある農業者による生産規模の拡大や、果樹や園芸作物の新品種作付面

積の増加、畑地化によるトマトや白ネギ等高収益作物作付面積の拡大が図られています。

●一方で、農業生産条件が不利な中山間地域の多い本市においては、高齢化や後継者不足に直面

しており、離農や耕作放棄地も増加している等の問題が継続していることとあわせて、猪や鹿

などによる農作物被害の増加もあり、地域活力や多面的機能の低下が懸念されています。

●このような中、地域での話し合いによる担い手への農地集積・集約、新規就農者の産地ぐるみ

での育成や経営の継承、再生可能エネルギー＊を活用した企業参入など、将来の課題解決に向

けた取組も進んでいます。

●引き続き、担い手の育成・確保に取り組むとともに、スマート農業＊の導入などの機械化・省力

化による農業経営の大規模化や省力化、高収益作物への転換や６次産業化＊などによる、収益

力の高い農業を実現し、国内外での競争力を高めていくことが求められています。

●林業では、長期的な木材価格の低迷や森林管理の担い手が減少し、放置された森林が増加す

るなど、森林の持つ多様な機能が低下しています。森林整備を進めるため、担い手の育成をは

じめ、高性能林業機械やＩＣＴ＊技術の導入による施業の効率化、また森林機能のゾーニング＊に

よる森林管理の適正化を図る必要があります。

●水産業では、鳥取を代表する松葉ガニ、白いか、岩ガキ、湖山池のシジミなど、ブランド化へ

の取組を推進していますが、就業者の減少、水揚げ量の減少が続いており、労働条件の改善を

はじめ、水産物の安定供給や所得向上に資する定置網の整備、キジハタやアワビなどの栽培漁

業に力を入れていくとともに、効率的かつ適正な漁港の維持管理が求められています。

4 農林水産業の振興
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生産者・事業者

市　民

・鳥取市ならではの特色ある農林水産物の生産に努めるとともに、

作り育てることの喜びを発信していきましょう。

・鳥取市産の農林水産物の消費を積極的に行うとともに、その魅力

を発信していきましょう。

数
値
目
標

目　標現　状

基
本
的
方
向

Ⅲ 生産基盤の整備と多面的機能の確保
　 ◆施設・設備等の維持管理　 ◆農地の保全・活用

　 ◆農地集約化の促進　　　　◆鳥獣被害の防止

　 ◆森林施業集約化の促進　　◆森林の公益的機能の向上

　 ◆漁港の適正な環境整備　　◆ため池の防災・減災対策

Ⅳ 販路の拡大と地産地消の推進
　 ◆新たな商品開発や販路の拡大　◆県外等の新たな販路開拓

　 ◆地産地消の推進

Ⅴ 6 次産業化＊と農商工連携
　 ◆６次産業化＊など付加価値の向上

Ⅵ 次世代型農林水産業の具現化
　 ◆スマート技術の活用支援　◆新たな農業の経営モデルの検討

Ⅱ 産地化・ブランド化による収益率の向上
　 ◆農産物のブランド化と安定生産　◆水産資源のブランド化

Ⅰ 農林水産業を支える多様な人材の育成・支援
　 ◆新規就業への支援　◆経営安定化への支援

施
策
の
体
系

■新規就業者や後継者等への支援のほか、小規模経営体や半農半 X＊など農林水産業を

支える多様な担い手の確保・育成に取り組みます。

■経営面積の拡大やスマート技術の活用、生産基盤の整備による効率化、経営の低コス

ト化や省力化を進めるとともに、森林施業に必要な路網の整備をはじめ、水産業の

基盤となる漁港の適正な維持管理による農林水産業の経営基盤の強化を図ります。

■農林水産物のブランド化、６次産業化＊などによる高付加価値化の推進、新たな商品

開発やＥＣサイト＊の活用による販路の拡大、国内外への戦略的な販売の促進など、

持続的に成長する収益力の高い農林水産業の実現をめざします。

R11年度

80,000m3市内の素材生産量
R5年度

78,400m3

R11年

152億円
市内の農業産出額

R5年
142億円

R12年

1,589トン
市内の漁獲量

R6年
1,589トン
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移住定住の推進と関係人口の拡大

移住状況の推移 住みたい田舎ランキング

第１回（2013年）

第２回（2014年）

第３回（2015年）

第４回（2016年）

第５回（2017年）

第６回（2018年）

第 ７回（2019年）

第８回（2020年）

第９回（2021年）

第10回（2022年）

第11回（2023年）

第12回（2024年）

第13回（2025年）

第２位

第８位

第２位

第９位

第１位

第４位

第１位

第２位

第７位

部門休止

第８位

第11位

第９位

相談の様子

出典：宝島社「田舎暮らしの本」

●本市の人口は、出生数の減少及び死亡数の増加による自然減に加え、県外への転出超過による

社会減が進行しています。

●特に、20 代～ 30 代を中心とした若い世代の県外流出が続いており、次代の鳥取市を担う若

者の定着は喫緊の課題となっています。

●一方で、コロナ禍を契機に地方移住への関心が高まり、本市でも移住者数は年々増加しています。

●田舎暮らしを希望される方へのお試し定住体験や、地域団体と連携して空き家への受け入れ体

制の強化などに取り組むなど、移住定住対策を強力に進める必要があります。

●地域社会の担い手が不足する中、都市部等に住みながら、多様な形で地域に関わる関係人口＊

の創出・拡大が求められています。

移住定住・関係人口・観光政策 2

1

令和2年度 令和3年度 令和4年度令和5年度令和6年度

人数 世帯数

（人・世帯）
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鳥取市移住定住ポータルサイト

「とっとりコネクト」
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目　標現　状

R12年度

600人
移住定住者数

R6年度
508人

とっとり若者地方創生会議

Ⅲ 若者定住の推進
　 ◆若者活躍の推進

Ⅳ 関係人口＊の拡大
　 ◆本市出身者との交流促進

　 ◆都市部人材等と連携したまちづくりの推進

　 ◆国内外の芸術関係者と地域との関係構築

Ⅱ 田舎暮らし環境の充実
　 ◆田舎暮らし体験環境の充実

　 ◆田舎暮らしの魅力に関する情報発信

　 ◆空き家の利活用推進

　 ◆多様な住宅ニーズに対応する住宅供給の促進

Ⅰ ふるさと回帰の促進
　 ◆移住相談体制の充実

　 ◆移住関連イベントの実施

　 ◆移住情報の発信

■移住希望者や地元出身者が、住みたい、ふるさとへ帰ろうと思えるまちづくりを進め

るとともに、本市の魅力である身近で豊かな自然や地域資源について広く伝え、移住

定住に必要な情報発信の強化、相談体制・受入体制の充実を図ります。

■若者が本市に魅力を感じ、定着につながる取組を進めます。

■さまざまなコンテンツを使って本市の魅力を発信することで、地域づくりの担い手や

将来的な移住が期待される関係人口＊の創出・拡大に取り組みます。

・移住希望者や本市に関心を持つ方と交流を深め、

  本市の魅力を発信しましょう。

・移住希望者や本市に関心を持つ方が本市で

  活躍できる場を提供しましょう。

市　民

事業者
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鳥取市の宿泊割合等の推移（平成28年～令和5年）

山陰海岸国立公園 鳥取砂丘 史跡鳥取城跡ライトアップ

資料：観光庁・鳥取県資料より作成

●ユネスコ世界ジオパーク＊に認定されている山陰海岸ジオパーク＊は、ジオサイトの保全や教育、

観光分野での活用など、今後も官民一体となった持続的な取組が必要です。

●鳥取砂丘の滞在環境を上質化するため、砂丘東西の連携強化や多鯰ヶ池なども含む周辺エリア

一帯の高付加価値化が必要です。

●鳥取砂丘砂の美術館は、鳥取砂丘を舞台に精巧な「砂像」を制作・常設展示する世界で唯一の

美術館で、安定的な管理運営のもと新たな魅力を創造し磨き上げを図ることが重要です。

●持続可能な観光地を形成するため、自然、歴史文化、食など魅力ある観光資源の磨き上げとと

もに、鳥取砂丘と周辺観光地をつなぐ取組や、訴求力のある情報発信が必要です。

●国内外から訪れる観光客が安全・安心・快適に過ごせるよう、人材育成をはじめとした地域の

おもてなし体制の強化や先端技術を活用した受入環境の整備が必要です。

●個人やグループで旅行する観光スタイルが主流となる中、観光ＤＸ＊の推進による戦略的なマー

ケティング＊により観光客の動向を分析・把握した上で、広域連携による取組に活用し、観光消

費の拡大につなげていくことが必要です。

●外国人観光客のさらなる誘客を図るため、鳥取ならではの観光体験や多言語による情報発信、

旅先でのサポート体制の確立など受入体制の充実が必要です。

滞在型観光の推進2

移住定住・関係人口・観光政策 2
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・鳥取砂丘を訪れる観光客を鳥取城跡などまちなかエリアや周辺エ

リアへ誘客するため、官民共有の「とっとり観光ビジョン」と連携し

た観光によるまちづくりの実現に取り組みましょう。

・観光によるまちづくりを推進する原動力として、多くの市民の皆さ

んに参画いただき、地域への愛着や魅力を再認識することでシビッ

クプライド＊を育み、さらなる観光振興をめざしていきましょう。

Ⅲ 地域の観光資源の磨き上げ
　 ◆自然、歴史文化、食など鳥取の魅力をいかした資源の掘り起こしと活用

　 ◆日本遺産＊「麒麟獅子舞」や「北前船寄港地」のストーリーをいかした観光振興

　 ◆史跡鳥取城跡及びまちなか観光の推進　◆滞在拠点施設の維持と魅力向上

　 ◆観光二次交通整備による周遊促進　　　◆観光情報の発信力強化

　 ◆「鳥取しゃんしゃん祭」の継承・発展と知名度の向上

Ⅳ 観光関連産業の育成・支援と振興
　 ◆観光コンテンツの開発支援　◆コンベンション誘致の促進

　 ◆観光客の受入環境整備　　  ◆観光消費の拡大を見据えた観光産業基盤の強化

　 ◆多様化する観光ニーズに対応する人材の育成

Ⅴ 広域観光連携の推進
　 ◆ＤＭＯ＊や観光協会、関係自治体等と連携した広域観光の推進

Ⅵ 新たなインバウンド＊需要の獲得を見据えた戦略的な国際観光の推進
　 ◆効果的な海外プロモーションの展開

　 ◆外国人観光客の受入体制の充実

Ⅱ 世界に誇る鳥取砂丘の魅力をいかした観光振興
　 ◆鳥取砂丘の滞在環境の上質化　◆官民協働による鳥取砂丘の保全と利活用

　 ◆リゾートホテルの誘致・開業　  ◆「鳥取砂丘砂の美術館」の魅力向上と誘客強化

　 ◆「砂像のまち」ブランディングの推進

Ⅰ 山陰海岸ジオパーク＊をいかした取組の推進
　 ◆ユネスコ世界ジオパーク＊の再認定審査に向けた取組強化

　 ◆ジオサイトの保全と活用　◆ジオパークエリア拡大に向けた調査・研究

■鳥取砂丘や砂の美術館を中心に、鳥取ならではの魅力を持つ自然、歴史文化、食を

いかした付加価値の高い観光商品の開発やマーケティング＊に基づいた広域観光連携

を進めるとともに、観光事業者と観光客の双方が安全・安心・快適を実感できる持

続可能な観光まちづくりをめざします。

R12年

354,000人
市内宿泊者数

R6年
334,628人

R12年

7,696,000人
市内主要観光施設等への

延べ入込客数
R6年

7,251,752人
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芸術の出前講座 麒麟のまち鳥取市美術展

●文化芸術は、私たちの心や生活に潤いや豊かさをもたらすと同時に、人々の創造性を育みます。

文化芸術を振興することにより、市民の心が豊かになることで、まちの活力や魅力の向上につ

ながることが期待されます。

●本市では、多くの文化芸術団体や文化芸術活動者、伝統文化の保存団体が活動を行っています。

これら活動に携わる人々の活動意欲や文化芸術に対する市民意識を高めるため、市民による文

化芸術活動を促進していくことが必要です。

●文化芸術団体の構成員や、伝統文化の保存団体は、少子高齢化を背景として後継者不足が大き

な課題となっています。地域の文化芸術活動の持続・発展や、伝統文化の後世への継承のため

には、新たな担い手を育成していくことが必要です。

●日本遺産＊「麒麟のまち」に広がる地域の構成文化財は多くの魅力を秘めています。これら構成

文化財を活用した取組を促進することで、地域の魅力の向上と活性化が期待されます。

●本市の文化施設は、老朽化の進行などにより、安全性や機能の低下が顕在化しています。地域

の文化芸術活動の持続・発展や、文化芸術に対する市民意識を高めるため、文化芸術活動や鑑

賞の機会・環境を整えていくことが必要です。

文化芸術によるまちづくりの推進

文化芸術・文化財政策 3
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事業者・担い手

市　民

基
本
的
方
向

・市民や行政と協力して、文化芸術活動の振興に取り組むとともに、

大切に守り育て、次世代に引き継ぎましょう。

・文化芸術に関心を持ち、触れ親しむ機会をつくりましょう。

目　標現　状

R12年度

60,350人
文化芸術鑑賞者数

R6年度
53,882人

施
策
の
体
系

日本遺産＊「麒麟のまち」

麒麟獅子舞ワークショップ

Ⅲ 文化芸術活動・鑑賞機会の充実
　 ◆文化施設の機能維持・充実

　 ◆文化芸術に親しむ機会の充実

Ⅱ 伝統文化の保存・継承
　 ◆伝統文化の担い手の育成

　 ◆伝統文化への活動意欲の醸成

　 ◆伝統文化の保存・継承意欲の醸成

　 ◆伝統文化の活用による地域活性化

Ⅰ 文化芸術活動の促進
　 ◆市民や文化芸術団体への支援

　 ◆文化芸術活動の担い手の育成

　 ◆文化芸術に関する情報発信

■文化芸術活動を通して、市民の創造性や豊かな心を育み、地域への愛着や誇りの醸成、

人材育成、地域社会・経済の活性化、まちの魅力向上、交流人口の増加などにつなげ

ます。

■日本遺産＊をはじめとする地域の伝統文化の活性化を促進するとともに、新たな担い

手の発掘・育成により、伝統文化の後世への継承を図ります。

■老朽化する文化施設の再編・統合を進め、切れ目なく文化芸術活動や鑑賞の場を確保

し、文化芸術に親しむ機会の充実を図ります。
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鳥取市の指定文化財数 （令和7年4月30日現在）

旧美歎水源地水道施設（乗馬体験） 史跡鳥取城跡（復元大手門）

●本市は、恵まれた自然環境のもとで、長い歴史と伝統文化に支えられ、山陰地方を代表する都

市として発展したまちであり、鳥取城跡附太閤ヶ平・青谷上寺地遺跡（国史跡）、観音院庭園（国

名勝）、鳥取砂丘（国天然記念物）、仁風閣・旧美歎水源地水道施設（国重要文化財）をはじめ、

因幡の菖蒲綱引き（国無形民俗文化財）などの民俗文化財や美術工芸品など、先人たちが残し

た文化財が数多く所在しています。 

●一方、人口減少や高齢化、ライフスタイルの変化によって、これらの文化財の継承・保存活用の

持続性が人的・資金的な面で脅かされています。

●先人から継承した多くの貴重な文化財の重要性を、市民一人ひとりが認識し、地域が一体となっ

て積極的に保存し、活用を推進しつつ後世に引き継ぎ、地域文化の存続と地域社会の持続的な

発展につなげていくため、市民が自発的に文化財の保存・活用に積極的に参加できるような文

化財保護意識の醸成を図る必要があります。 

●市民が親しみを持って文化財に接し、郷土の歴史文化への理解を深めることは、市民の郷土愛

や誇りを醸成するとともに、文化交流が促進され、本市の魅力や活力の創造につながります。

そのためには歴史博物館などの文化施設の体系的な整備と内容の充実、適切な運営を図ること

が必要です。

●まちづくりの資産として文化財を整備・活用し、タウンプライドの醸成やブランドイメージの確

立による交流人口の増加など、地域の活性化につなげる必要があります。

文化財の保存・整備による「まちづくり」
資産の形成2

文化芸術・文化財政策 3

種別
史跡・名勝・天然記念物 有形文化財 民俗・無形文化財

合計
史跡 名勝 天然記念物 建造物 美術工芸・歴史資料 考古資料 無形民俗文化財 有形民俗文化財 無形文化財 風俗慣習

国指定文化財 9 1 7 4 5 3 3 0 1 33

国認定重要美術品 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

国登録有形文化財 0 0 0 64 0 0 0 1 0 65

国登録記念物 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

県指定文化財 9 2 20 4 55 7 23 3 8 1 132

市指定文化財 34 2 18 5 53 2 11 4 1 130

合計 52 6 45 77 113 15 37 8 10 1 364

指定文化財のみ 295
登録有形文化財（建造物）を件数でカウント 330
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市　民

施
策
の
体
系

・文化財の適切な保存管理を行い、市民や地域と協力して、

  文化財の保存・継承に取り組みましょう。

・地域の歴史文化資源に関心を持ち、地域の資産としての

  文化財を守り、次代に引き継いでいきましょう。

目　標現　状

R12年度

336件
指定・登録文化財の数

R6年度
330件

史跡梶山古墳（一般公開）

鳥取市あおや郷土館

Ⅲ 資料館等施設の整備
　 ◆博物館・資料館施設の機能維持・充実

Ⅱ 文化財保護意識の醸成
　 ◆指定文化財等の公開活用

　 ◆市民の文化財保護意識の醸成

Ⅰ 文化財の保護
　 ◆地域の歴史文化資源の掘り起こし

　 ◆国指定文化財の保存・継承・整備

　 ◆埋蔵文化財の適切な保護

■歴史的資源としての地域の文化財の調査、保存・活用を進めます。

■開発協議の円滑な実施等、埋蔵文化財の適切な保護を図ります。

■地域住民の歴史や文化財への理解と保護の機運を高めるよう、教育普及や協働による

事業の推進を行います。

■文化財に触れ、地域の歴史を学ぶ拠点として、博物館や資料館施設の整備・活用を図

ります。

文化財所有者
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山陰近畿自動車道　鳥取 - 覚寺間

（通称：南北線）概略計画

漏水調査状況（音聴調査）

●人口減少、少子高齢化が進行する中で、持続可能な行政・生活サービスの仕組みを構築するには、

中心市街地と日常生活を支える地域生活拠点＊等が維持され、誰もが快適に安全・安心して住み

続けられるコンパクトな都市構造に転換することが必要です。

●自然とのふれあいやゆとりを求める市民ニーズが高まる中、身近な生活環境における緑や憩い

の空間の整備が必要です。

●高速道路ネットワークは、地域活動や経済活動の重要な基盤であり、市民生活を豊かで快適に

します。山陰近畿自動車道等の未整備区間の早期整備が望まれます。

●本市の道路、橋梁等の多くが昭和 40 年代から 50 年代にかけて集中的に建設されたため老朽

化が進行しており、施設の更新や修繕を計画的に進めることが必要です。

●上下水道は、公衆衛生の向上や生活環境の改善など、市民生活を支える基盤です。上下水道施

設等の効率的かつ適正な整備・管理を進めていく必要があります。

●人口減少や核家族化の進行などにより空家等は年々増加しています。適切な管理が行われてい

ない空家等は、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害といった多くの問題を生じさせ、

地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす可能性があることから、適切な対策を講じる必要

があります。

●子育て世帯や高齢者世帯など住宅確保要配慮者に対する住宅支援に加え、バリアフリー化の推

進など、すべての人が安心して生活できる社会が求められています。

生活基盤の充実

生活基盤・市街地・中山間地域・交通政策 4
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・自然環境や周辺環境に配慮した、誰もが快適に安全・安心して

   住み続けられるまちづくりを行いましょう。
事業者

市　民

みんなでみんなで
とりくむとりくむ

数
値
目
標

目　標現　状

施
策
の
体
系

・地域の公園や緑をみんなで協力して保全し、

  自然豊かな鳥取市を守りましょう。

・住環境に関心を持ち、安全に維持管理を行いましょう。

Ⅲ 道路ネットワークの整備
　 ◆高速道路ネットワークの充実　◆関係地域の計画的な環境整備

　 ◆拠点間の幹線道路の整備

Ⅳ 安全・安心な生活道路の整備・確保
　 ◆橋梁等の重要インフラの確保

Ⅴ 上下水道の整備
　 ◆上下水道施設の適切な整備・管理

Ⅵ 住環境の整備
　 ◆統一感のある景観と街なみの保存　 ◆特定空家等＊の発生の抑制と対応

　 ◆市営住宅の適正な維持管理　　　　◆住宅確保要配慮者の居住確保の促進

Ⅶ バリアフリー化の推進
　 ◆公共施設等のバリアフリー化推進

　 ◆民間特定建築物＊のバリアフリー化支援

Ⅱ 緑豊かなまちづくりの推進
　 ◆市民の緑化意識の向上

Ⅰ コンパクトシティの推進
　 ◆拠点等のネットワーク構築　

　 ◆都市計画マスタープランに基づく立地適正化の推進

■人口減少や少子高齢化が進展する中においても、本市の中心拠点、各地域の生活拠

点を公共交通等ネットワークでつなぎ、社会資本の適切な整備を進め、コンパクトで

利便性の高い生活環境と市民生活を持続的に確保し、安心して住み続けられる地域

の実現をめざします。

R11年度

40.0％
住宅地や公営住宅の整備の

市民満足度
R6年度
37.6％

R11年度

50.0％
安全・迅速に移動できる

幹線道路整備の市民満足度
R6年度
45.1％
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中心市街地の歩行者・自転車通行量
（平日・休日の平均値）

鳥取駅北口周辺 リノベーション＊まちづくり（花見橋通り）

●本市の中心市街地は、交通結節点である鳥取駅、商業機能などさまざまな都市機能が集積した

経済・交流の中心ですが、居住人口や歩行者等通行量の減少、空き家・空き店舗の増加、地価

の下落等が進行しており、魅力とにぎわいの創出が課題となっています。

●山陰東部圏域のエントランスである鳥取駅周辺は、持続可能で魅力あるまちづくりの中心拠点

としての役割も求められている重要なエリアであり、老朽化したバスターミナルや周辺道路空

間の再編、にぎわい創出拠点としての機能の充実、利便性の向上やバリアフリー化の推進など、

鳥取駅周辺の再生に向けた再整備が必要となっています。

●本市は、空き家や空き店舗などの既存ストックをいかし、エリアに新しい価値を創造するため「リ

ノベーション＊まちづくり」に官民連携で取り組んでいますが、事業者の活動を支える仕組みの構

築や制度の活用、新たなまちづくりの担い手の発掘・育成など、さらなる取組の推進が必要です。

●中心市街地の活性化に関わる各種団体等と連携しながら、「若年層のまちなか暮らしの促進」「回

遊・滞在による経済活力の向上」「地域資源等をいかした交流人口の拡大」などに取り組むこと

が必要です。 

中心市街地の活性化2

生活基盤・市街地・中山間地域・交通政策 4

令和元年度 令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度
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みんなでみんなで
とりくむとりくむ

・公共交通機関などを利用して中心市街地を訪れ、

  買い物やイベントへの参加など、まちなかの魅力を楽しみましょう。

数
値
目
標

施
策
の
体
系

・個人や企業それぞれが、行政やまちづくり会社と連携しながら、

  公共空間・既存ストックの活用や、イベントへの参画を行うことで、

まちなかの魅力創出に取り組みましょう。

市　民

担い手

R12年度

21,300人
中心市街地における

歩行者・自転車通行量
R6年度

17,629人

Ⅲ 鳥取駅周辺のにぎわい創出
　 ◆鳥取駅周辺再整備の推進

　 ◆鳥取駅周辺の公共空間の活用促進

Ⅳ 遊休不動産＊を活用したまちづくりの推進
　 ◆官民連携による遊休不動産＊利活用の推進

Ⅴ 魅力あるまちなかの推進
　 ◆ウォーカブル＊なまちなかの推進

　 ◆まちづくりの担い手の育成・支援

　 ◆まちなかビジネス・コミュニティ拠点の設置・運営

　 ◆中心市街地のまちづくりに関する情報発信

　 ◆官民連携による中心市街地のにぎわいの創出

Ⅱ まちなか商業の活性化
　 ◆商店街の活性化支援

　 ◆大型空き店舗の活用支援

Ⅰ まちなか居住の推進
　 ◆居住相談体制の構築や情報発信

　 ◆まちなか居住体験施設の設置・運営

　 ◆既存ストック（空き家等）の利活用促進　

■多極ネットワーク型＊のコンパクトなまちづくりを推進する中で、鳥取駅周辺の再整備

を進め、にぎわい創出の拠点機能の充実による中心市街地の活性化を図るとともに、

交通ターミナルの整備による交通結節機能の強化を図ります。

■遊休不動産＊のリノベーション＊など既存ストックの利活用や人中心のウォーカブル＊な空

間形成に資する環境整備など、官民一体となった取組により、魅力とにぎわいのある

中心市街地への再生を図ります。

イベントの様子（市道駅前太平線バード・ハット）
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移動販売の様子 遊休施設を活用した古民具・古材流通施設

●本市の中山間地域は、市域の約９割の面積を占め、人口も約半数が居住しており、豊かな自然

や景観、歴史、文化に恵まれ、また土地の保全、食料の供給、水源のかん養など、多面的・公

益的な機能を有しています。

●生産年齢人口の減少や少子高齢化の進展により、農業従事者や伝統文化の担い手不足、公共交

通の減便や撤退、買い物環境の確保、空き家や耕作放棄地の増加といった課題が顕在化してい

ます。

●本市の中山間地域には、豊かな自然環境や多様な農産物、魅力ある観光資源、独自の歴史・伝

統文化といった魅力あふれる地域資源が存在しています。これらの地域資源を再認識し、情報

発信や交流による中山間地域の活性化に取り組んでいくとともに、市民全体の財産として、こ

れからも大切に守り育て、次世代に引き継いでいくことが必要です。

魅力ある中山間地域の振興3

生活基盤・市街地・中山間地域・交通政策 4

（人）
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事業者

市　民

・地域住民や行政と協力して、多様な地域資源をいかした魅力ある

中山間地域の振興に取り組みましょう。

・多様な地域資源を積極的に活用するとともに、

　大切に守り育て、次世代に引き継ぎましょう。

R12年度

８人
地域おこし協力隊＊及び

地域プロジェクトマネージャー＊配置数
R6年度

６人

R12年度

100％
買い物環境確保率

R6年度
100％

流しびな製作の様子（用瀬）

Ⅲ 交流による中山間地域の活性化
　 ◆田舎暮らし体験環境の充実

　 ◆空き家の利活用促進

　 ◆体験型民泊を展開する事業者支援

　 ◆地域資源をいかしたイベント等への支援

　 ◆むらとまちの交流の促進

Ⅱ 魅力ある地域づくり・ひとづくりの推進
　 ◆地域活性化拠点整備及び活動支援

　 ◆都市部人材を活用した地域活性化

　 ◆地域おこし協力隊＊制度の活用

　 ◆魅力ある地域づくりに取り組む人材育成

　 ◆魅力的な地域資源の活用

Ⅰ 安心して暮らし続けることのできる地域の維持
　 ◆生活サービスの維持・確保

　 ◆住民自らが行う地域づくりに対する支援

　 ◆地域の担い手確保のための仕組みづくり

　 ◆地域住民の声を聴く機会の確保

■中山間地域に暮らす人々の安全・安心な暮らしを確保し、持続可能で魅力ある中山間

地域の振興を図ります。

■中山間地域の住民や団体による地域資源をいかした地域づくりを支援します。
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大和ふれあいタクシー 鳥取砂丘コナン空港

●本市の公共交通を取り巻く環境は、人口減少や少子高齢化の進展、自家用車の普及等により利用者が

大幅に減少し、加えて、深刻化する運転手不足等によりバス路線の縮小や廃止が課題となっています。

●一方で、通院、通学、通勤、買い物などの日常生活のさまざまな局面において、移動手段の確

保は不可欠であり、高齢化が進展する中、活力ある地域社会を維持していくうえで、公共交通

の果たす役割はより一層重要性を増しています。

●今後、鉄道、路線バス等の公共交通と、コミュニティバス、共助交通＊等の地域主体型の移動

手段を組み合わせ、持続可能な生活交通＊体系を構築していく必要があります。

●麒麟のまち圏域＊の経済・文化の発展や、住民の生活環境の向上に重要な社会基盤となる鉄道

の高速化・山陰新幹線の早期整備を国へ求めていくとともに、交通結節点としての鳥取駅をは

じめとする各駅の機能強化及び乗り継ぎ環境の改善を図る必要があります。

●鳥取砂丘コナン空港は、羽田発着枠コンテストにより、期間限定で東京便が１日５往復で運航

されています。麒麟のまち圏域＊の空の玄関口として、本圏域の持続的発展を図るために、東京

便の拡充と、アジアを中心とする国際線の定期便化が求められています。

●鳥取自動車道、山陰自動車道、山陰近畿自動車道等の高速道路ネットワークの整備が進展し、

これらの結節点に位置する鳥取港は、重要港湾としてのさらなる機能強化の必要があります。

交通ネットワークの充実4

生活基盤・市街地・中山間地域・交通政策 4

路線バス（生活路線）年間利用者の推移
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事業者

市　民

・地域を支える生活交通＊の提供主体として、利用ニーズを捉え、

  効率的で安全・快適な交通サービスを提供しましょう。

・生活交通＊の問題を自分のこととして考え、生活交通＊を創り・守り・

育てる意識を持ち、積極的に生活交通＊を利用しましょう。

R12年度

581万人
鉄道、バスなどの公共交通の

利用者の減少抑制
R6年度
599万人

R11年度

25.0％
鉄道、バスなどの公共交通の

便利さの市民満足度
R6年度
20.4％

Ⅲ 鳥取砂丘コナン空港の利用促進と利便性の向上
　 ◆鳥取空港利用促進に向けたプロモーション活動

　 ◆国際線誘致に向けたエアポートセールス＊の実施

Ⅳ 鳥取港の利用促進と機能強化
　 ◆国、県と連携した鳥取港の整備

　 ◆県と連携したポートセールス＊の実施

Ⅱ 鉄道の利用促進と利便性の向上
　 ◆関係機関と連携した鉄道の利用促進

　 ◆各駅の交通結節点としての機能強化　

　 ◆山陰新幹線の早期整備に向けた取組

Ⅰ 持続可能な利便性の高い生活交通＊体系の構築
　 ◆地域の移動ニーズに適合した交通手段の維持・確保　

　 ◆交通結節点の乗り継ぎ環境改善

　 ◆キャッシュレス＊化の推進

　 ◆次世代公共交通システムの導入検討

■生活交通＊は、市民生活の基盤であり、持続可能な生活交通網の構築に向けて、市・

交通事業者・地域住民の協働・連携と創意工夫により、生活交通＊を創り・守り・育

てます。

■圏域の経済・文化の発展や、住民生活の向上に資する社会基盤として、鉄道や空港、

港の機能充実及び利用促進を図ります。



豊かな自然と調和して、安全・安心に暮らせるまち4

1

政策 1 防災・防犯

現状と課題

まちづくりの
目標

86

防災ＶＲ体験の様子 消防団訓練の様子

●大規模化・複雑化・頻発化する自然災害がもたらすさまざまな被害、影響等に対し、迅速かつ

的確に対応できる強固な危機管理体制の構築が求められています。

●本市の防災力の向上には、市民・地域・行政による「自助」「共助」「公助」の一体的な推進が

不可欠であり、多面的な各施策の一層の連携が求められています。

●人口減少、高齢化が進展し、地域コミュニティ＊の維持が危ぶまれている中、市民一人ひとりが

防災への意識を高め、地域において適切な避難行動につながる訓練や避難行動要支援者＊への

サポートなどに取り組むなど、市民、地域による自立的な防災活動が重要です。

●市民の生命と財産を守り、災害による市民生活への影響を最小限にするため、平時から社会基

盤の強靭化や、早期復旧に向けた官民連携のネットワークづくり、災害発生予測・ハザードマッ

プの精度の向上、受援体制の強化など、ハード、ソフトのあらゆる施策を総合的に進めていく

必要があります。

●災害時に人員・物資などを安全・迅速に避難所に輸送するためには、安全な輸送体制の構築が必

要であり、そのため、緊急輸送道路となる主要幹線道路の機能回復を速やかに行うことが重要です。

地域防災力の向上

時期 災害名 主な事象

平成30年　

７月

平成30年

西日本豪雨

智頭で72時間累計雨量483ｍｍを記録。鳥取市北部南部に大雨特別警報が発表された。

市内では、床上浸水４戸、床下浸水27戸、一部損壊１戸等の被害が発生した。

令和３年

７月　

令和３年

７月豪雨

鹿野町で降り始めからの総雨量450ｍｍを記録。市内では、床上浸水５戸、床下浸水25戸

等の被害が発生した。

令和５年

８月

令和５年

台風第７号

佐治町で日降水量515ｍｍを記録。鳥取市北部南部に大雨特別警報が発表され、佐治川ダムは緊急

放流を行った。市内では、全壊１戸、半壊２戸、床上浸水１戸、床下浸水45戸等の被害が発生した。
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87

事業者

市　民

・地域社会の一員として、地域住民等と連携して災害被害の軽減や、

復旧・復興に取り組みましょう。

・「自らの命は自ら守る（自助）」、「地域住民で助け合う（共助）」

   ことを心掛け、日頃から災害に備えましょう。

R12年度

30,177DL
鳥取市防災アプリダウンロード数

R6年度
13,647DL

R12年度

1,046人
防災リーダー＊認定者数

R6年度
776人

Ⅲ 危機管理体制の強化
　 ◆業務継続計画（ＢＣＰ）＊に基づく業務改善

　 ◆避難所機能の充実　◆災害用物資の備蓄

　 ◆防災情報伝達体制の強化

　 ◆民間や関係機関と連携した災害対応力の強化

Ⅳ 災害に強いまちづくりの推進
　 ◆浸水対策の実施　 ◆住宅等の耐震化支援

　 ◆除雪体制の確保　 ◆災害時におけるインフラの機能確保

Ⅴ 国民保護体制の整備
　 ◆国民保護訓練の実施

Ⅱ 地域防災体制の充実
　 ◆自主防災会の活動支援　 ◆地域の防災活動の担い手の養成

　 ◆消防団の充実・強化　　 ◆避難行動要支援者＊への支援体制の充実

　 ◆支え愛マップの作成支援

Ⅰ 防災意識の高揚
　 ◆防災知識の普及啓発　 ◆総合防災マップの活用

　 ◆総合防災訓練の実施

■防災・減災につながる諸施策を市民・地域等と協働で進めるとともに、最新技術を活

用した防災ＤＸ＊の推進や避難所環境の改善、社会資本の強靭化等を進め、被災時に

おいても尊い命が守られる安全・安心なまちづくりを進めます。



豊かな自然と調和して、安全・安心に暮らせるまち4
政策 1 防災・防犯

現状と課題

まちづくりの
目標

88

鳥取市における刑法犯罪認知件数 鳥取市の交通事故発生件数と死傷者数

防犯に関する広報活動の様子 交通安全広報活動の様子

●犯罪認知件数は減少傾向にありましたが、コロナ禍明けを機に一転して増加に転じています。

●電話や交流サイト（ＳＮＳ＊）等を活用し、対面することなく金銭を騙し取られる特殊詐欺＊やＳ

ＮＳ型投資詐欺＊・ロマンス詐欺＊など、新しい手口の犯罪による被害が増加しており、防犯に

関する情報発信を進め、市民一人ひとりの防犯意識を高めることが必要です。

●自転車による重大事故を抑制するため、自転車の危険運転に対する罰則が強化されています。

●高齢者が加害者・被害者となる事故が増加しています。

●児童生徒の通学路における交通環境は、道路整備や交通量などにより状況が変化するため、定

期的な安全点検と交通安全対策の実施が必要です。

●交通安全指導員や交通安全協会など、地域の交通安全を支える活動の担い手が減少しています。

●高齢者の交通安全意識の一層の高揚を図るとともに、こどもや障がいのある人も含めた交通弱

者を交通事故から守る取組を進める必要があります。

2 防犯・交通安全対策の充実

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
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89

事業者

市　民

・行政や市民等＊と連携して、事故や犯罪を防止する活動に

  取り組みましょう。

・交通安全や防犯対策に関する知識を学び、

  未然に事故や犯罪被害の発生を防止しましょう。

R12年

200件
鳥取市内の交通事故発生件数

R6年
226件

R12年

760件
鳥取市内犯罪認知件数

R6年
789件

自主防犯活動団体研修会

交通安全啓発活動の様子

Ⅱ 交通安全活動の促進
　 ◆交通安全運動の実施

　 ◆交通安全啓発活動の実施

　 ◆交通安全指導員の活動支援

　 ◆通学路合同安全点検の実施

Ⅰ 防犯対策の推進
　 ◆防犯啓発活動の実施

　 ◆防犯情報の提供

　 ◆自主防犯活動団体の活動支援

　 ◆防犯環境の整備促進

■関係機関とともに、地域における防犯体制の充実や啓発活動を実施し、自主防犯活動

団体の育成・支援を進めます。

■地域・保護者との連携を強化しながら、交通安全活動を推進し、安全・安心なまちを

めざします。



豊かな自然と調和して、安全・安心に暮らせるまち4
政策 1 防災・防犯

現状と課題

まちづくりの
目標
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●消費生活に関する県民意識調査（令和６年度）では、県の消費生活センター及び市町村に消費

相談窓口があることを知らない方が半数を超えており、身近な相談窓口としての認知度の向上

が課題です。

●実際に被害に遭った方の約半数が相談をしなかったと同意識調査では回答しており、相談者の

被害の救済だけではなく次の被害の防止につなげるためにも、より多くの方に相談窓口を利用

していただくための取組が必要です。

●高齢者からの相談が依然として多く、特に特殊詐欺＊のターゲットとされるケースや、サプリメン

トなど健康食品をはじめとする定期購入に関するトラブルが多くみられます。引き続き高齢者の

消費者トラブルによる被害の防止に向けた対策が必要です。

●市民のエシカル消費＊に対する認知度は、エシカル消費＊普及イベントでのアンケート調査では低

い結果でした。引き続き、イベント等でのエシカル消費＊の普及を図るとともに、地産地消や食

べ残しを減らすなど日常的にすでに実践している消費行動の具体的な取組内容をわかりやすく

示すなど、エシカル消費＊の認知度と理解の向上が重要です。

●デジタル化の進展により、年齢を問わずインターネットやＳＮＳ＊の利用による消費者トラブルが

増加傾向にあります。また、令和４年４月から成年年齢が 20 歳から18 歳に引き下げられ、

若年層が消費者トラブルに遭う可能性が高くなることが懸念されており、いかに消費者トラブル

の予防・解決を図るかが求められています。

●消費者を取り巻く環境は日々変化しており、イベントや講演会、巡回パネル展での啓発活動や、

公民館等における出前講座、小中高等学校を対象とした出前授業等により、引き続き消費者

教育を推進していくことが必要です。事業者や学校との連携の強化や、若年層に向けた啓発メ

ニューの充実、効果的な情報発信が求められています。

3 安全・安心な消費生活の確保

鳥取市消費生活センターでの消費生活相談受付件数
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事業者

市　民

・消費者が信頼できる公正な取引環境を確保し、

  消費者被害の発生防止に努めましょう。

・消費生活に関する知識や技術を身に付け、

  安全・安心な消費行動につなげましょう。

数
値
目
標

目　標現　状

施
策
の
体
系

R12年度

83回
消費者啓発事業（出前講座・講演会、

情報発信など）の実施回数
R6年度
79回

R12年度

71.5%
県全体の消費生活相談件数に占める

受付件数（相談分担率）
R6年度
68.1%

消費者啓発巡回パネル展

　出前授業の様子

Ⅱ 消費者教育・啓発の推進
　 ◆消費者教育の推進

　 ◆消費者被害未然防止対策の推進

　 ◆エシカル消費＊の普及・推進　

　 ◆消費生活情報提供の充実　

Ⅰ 消費者行政の推進体制の充実
　 ◆消費生活相談窓口の周知及び相談体制の充実　

　 ◆関係機関と連携した相談対応

　 ◆消費者被害を防ぐ見守り体制の充実

　 ◆審議会による消費者行政の効果検証　

■市民の身近な相談窓口として、鳥取市消費生活センターを広く周知するとともに、鳥

取県警や県消費生活センター等関係機関と連携し相談体制の充実を図ります。

■市民の消費者トラブルの予防・解決を図るため、消費者教育・啓発を推進し安全・安

心のもと豊かな消費生活を営むことができるまちをめざします。



豊かな自然と調和して、安全・安心に暮らせるまち4

1
現状と課題

まちづくりの
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●人間の活動によって排出された温室効果ガスが主因とされる地球温暖化は、本市においても最

高気温の上昇、河川や水源池の水不足、記録的な豪雨による大規模な土砂災害等の発生が確認

されており、温暖化の緩和に向けた効果的な技術の導入や取組の強化が課題となっています。

●本市では、第３期鳥取市環境基本計画及び鳥取市脱炭素ロードマップにおいて、2030 年度ま

でに温室効果ガス排出量を 2013 年度比 46％削減という高い目標を掲げ、脱炭素社会＊の実

現に向けた取組を進めていますが、その達成には、市民・事業者・行政が一体となったさらな

る取組の推進が求められます。

●本市は国から脱炭素先行地域＊に選定され、産学金官連携＊によりニュータウン（若葉台地域）

及び過疎化が進む中山間地域（佐治町）における地域脱炭素の実現をめざしており、その成果

を踏まえ、市内各地域における脱炭素に向けた円滑な取組の普及が求められます。

●ごみの分別を徹底し、家庭ごみのリサイクルを推進していますが、さらなる資源循環の実現に

向けて、家庭や事業所における適正かつ安全なごみの分別・排出が一層求められます。

循環型社会の形成

環境政策 2
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事業者

市　民

基
本
的
方
向

・事業活動における廃棄物の発生抑制や再資源化、

   再生可能エネルギー＊の活用など環境負荷の低減に努めましょう。

・家庭でできる省エネルギー活動の徹底や４Ｒの推進により、

  資源の有効活用に努めましょう。

R12年度

50,137トン
鳥取市の年間ごみ総排出量

R6年度
52,745トン

R9年度

△28.1％
鳥取市の CO2 削減率

R3年度
△17.7％

鳥取市青谷町いかり原太陽光発電所

施
策
の
体
系

Ⅲ ごみ減量化の推進
　 ◆生ごみ堆肥化の普及促進

　 ◆ごみの分別とリサイクルの推進

　 ◆循環資源の有効活用

　 ◆多様な生活形態に対応した排出環境の整備

Ⅱ 温室効果ガス排出削減
　 ◆温室効果ガス削減に向けた活動の強化　　　　

　 ◆脱炭素先行地域＊における

　　 カーボンニュートラル＊の実現

Ⅰ 再生可能エネルギー＊の利用促進
　 ◆太陽光発電設備等の導入支援

　 ◆再生可能エネルギー＊の地産地消の推進

　 ◆再生可能エネルギー＊の普及啓発

■ 2050 年にゼロカーボンシティ＊の実現を目指し、温室効果ガス削減につながる活動

を促進します。

■市民や事業者との適切な役割分担により、化石燃料に頼らない再生可能エネルギー＊

の普及・利用促進を図ります。

■脱炭素先行地域＊における各種取組の成果を踏まえ、市内全域に脱炭素の取組を広め、

「脱炭素ドミノ＊」の展開を図ります。

■持続可能な循環型社会の形成に向けて、ごみの減量化及び再資源化の普及・促進を図

ります。
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不法投棄等の回収量

生物多様性保全活動 不法投棄合同パトロール

●本市は、豊かな自然環境を有し、希少生物や植物が多数確認されており、市民・事業者・行政

の協働による保護活動の強化が求められます。

●身近な市民生活に起因するごみのポイ捨てや不法投棄等の課題に引き続き取り組む必要があり

ます。

●大気汚染及び化学物質による環境汚染の発生状況を的確に把握するためには、大気の常時監視

体制を継続するとともに、対象事業所に対して排出規制の遵守を促す指導を徹底する必要があ

ります。

●騒音・振動・悪臭の低減に向けては、発生源となる自動車や工場・事業場への対策を関係機関

と連携して進めていく必要があります。 

●また、良質な水環境の保全や土壌汚染対策にも、引き続き積極的に取り組む必要があります。

●家庭や事業者と連携・協働しながら環境教育の充実を図り、環境に配慮した行動を実践できる

人材を一人でも多く育成することが求められています。 

2 環境保全活動の推進

環境政策 2
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事業者

市　民

・事業活動では、各種環境法令を遵守するとともに、

  地域清掃や環境保全などの社会貢献活動に取り組みましょう。

・地域の自然環境や生活環境に関心を持ち、

  さまざまな保全活動に積極的に参加しましょう。

R12年度

12回
環境教育講座の実施回数

R6年度
９回

R8〜12年度（累計）

２件
自然共生サイトへの登録件数

R6年度
０件

Ⅲ 大気汚染・有害化学物質対策の推進
　 ◆大気汚染物質等の周辺環境調査の実施　

　 ◆大気汚染物質及びダイオキシン類の排出規制の徹底　　　　

　 ◆アスベスト（石綿）の飛散防止に向けた適切な指導

Ⅳ 騒音・振動・悪臭対策の推進
　 ◆騒音・振動・悪臭調査に基づく関係機関等への働きかけ

Ⅴ 水質汚濁対策及び土壌汚染対策の推進
　 ◆公共用水域等の水質調査と水環境の保全対策の推進　

　 ◆排水規制の徹底と水質・土壌への有害物質対策の推進

Ⅵ 環境教育と人材育成の推進
　 ◆こどもエコクラブ等への活動支援　

　 ◆環境学習機会の拡充と人材育成支援の強化　　

Ⅱ 生活環境の確保
　 ◆ごみのポイ捨て・不法投棄撲滅に向けた地域活動の推進　

　 ◆産業廃棄物の適正処理に向けた事業者への適切な監視と指導　 

　 ◆公衆浴場等の生活衛生施設に対する適切な指導

　 ◆学校や企業等におけるモラル啓発活動の実施

Ⅰ 自然保護意識の高揚
　 ◆ネイチャーポジティブ（自然再興）に向けた意識啓発

　 ◆保存樹木の適切な管理 　

■ネイチャーポジティブ（自然再興）の理念のもと、自然環境への理解と関心を高め、

市民・事業者・地域団体と連携した環境美化や保全活動を進めます。

■ごみのポイ捨てや不法投棄、産業廃棄物の不適正処理などの防止に向けて、関係機関

と連携し、監視体制と指導の強化を進めます。

■学校・企業等と連携した環境学習の機会を拡充することで、幅広い世代が環境につい

て学び、実践へとつなげていく人材の育成を図ります。
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鳥取市の現況
（1）鳥取市のあゆみ

①鳥取市の主な出来事

時代

明 治

　

　

大 正

　

昭 和

　

　

　

　

　

　

　

　

平 成

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

令 和

西暦

1889

1907

1912

1921

1925

1943

1952

1953

1963

1964

1967

1972

1978

1988

1989

1990

1995

2000

2001

2004

〃

2005

〃

〃

2008

2010

〃

2013

2015

2018

〃

2019

〃

〃

2020

〃

2023

〃

年号

22

40

45

10

14

18

27

28

38

39

42

47

53

63

元

2

7

12

13

16

〃

17

〃

〃

20

22

〃

25

27

30

〃

元

〃

〃

2

〃

5

〃

 鳥取市制施行

 仁風閣建築（皇太子を迎える）

 山陰鉄道　京都～出雲間（現在の山陰本線）全通

 鳥取高等農業学校（現在の鳥取大学）開校

 駅前に温泉湧出

 鳥取大地震（M.7.2　死者1,025人）

 鳥取大火災（焼失面積1.6ｋ㎡）

 15村合併により鳥取市の行政基盤固まる（人口63千人から99千人へ）

 鳥取砂丘が国立公園に指定、釧路市と姉妹都市提携（10月4日）

 市庁舎完成（鳥取市尚徳町）

 鳥取空港完成

 姫路市と姉妹都市提携（3月8日）

 鳥取駅高架化完成

 人口14万人突破（7月23日）

 市制施行100年、'89鳥取・世界おもちゃ博覧会開催、市役所第２庁舎開庁

 韓国・清州市と姉妹都市提携（8月30日）、鳥取港全面供用開始

 市立病院の新築移転、岩国市と姉妹都市提携（10月13日）

 人口15万人突破（10月1日国勢調査）

 鳥取環境大学開学（4月1日）、ドイツ・ハーナウ市と姉妹都市提携（11月20日）

 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町を編入合併（11月1日）

 人口20万人突破（11月1日）

 特例市＊に移行

 鳥取市の木「サザンカ」・花「らっきょうの花」・市民歌を制定（11月1日）

 郡山市と姉妹都市提携（11月25日）

 鳥取市自治基本条例＊制定

 鳥取自動車道「河原ＩＣ～鳥取ＩＣ」開通（3月）

 山陰海岸ジオパーク＊が「世界ジオパークネットワーク」に加盟（10月）

 鳥取自動車道全線開通（3月）、山陰道鳥取西道路「鳥取ＩＣ～鳥取西ＩＣ」開通（12月）

 鳥取市医療看護専門学校開学（4月）

 中核市＊鳥取市誕生（4月1日）

 日本遺産＊「北前船寄港地」に鳥取市賀露地区、青谷地区が追加認定（5月）

 麒麟のまち圏域＊（鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、兵庫県香美町、新温泉町）

 によるストーリーが、日本遺産＊に認定（5月）

 鳥取西道路全線開通（5月）

 市役所本庁舎新築移転（鳥取市幸町）（11月5日）

 新型コロナウイルス感染症が広がり市民生活へも甚大な影響

 鳥取市保健所が駅南庁舎に移転（5月）

 新可燃物処理施設「リンピアいなば」供用開始（4月）

 台風７号により南部地域を中心に、家屋、道路、農作物等へ甚大な被害（8月）

主 な で き ご と

１ ②地域の変遷

平成16年11月１日　８町村を編入合併

鳥取市の行政区域
　　面積　765.31ｋ㎡

　　都市計画区域　　266.63k㎡
　　市街化調整区域　 146.76k㎡

大正12年

10.75k㎡

昭和7年～昭和12年

45.12ｋ㎡
昭和28年～平成16年

237.20k㎡

番号 年月日

明治22.10. 1

大正12. 5.10

昭和 7. 4. 1

 〃  8. 4. 1

 〃  8.10. 1

 〃 12. 2.15

 〃 28. 7. 1

 〃 30. 7.20

 〃 38. 4.22

 〃 51.12. 1

 〃 59.11. 1

平成元.11.10

 〃  2. 7.27

 〃  2.11. 2

 〃  9. 7. 1

 〃 16.11. 1

 〃 27. 3. 6

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

面積(k㎡)

6.61 

10.75 

21.82 

34.82 

40.11 

45.12 

219.44 

 227.39 

237.25 

237.29 

237.28 

237.01 

237.06 

237.09 

237.20 

765.66 

765.31 

市制施行

富桑村編入

稲葉村編入

中ノ郷村編入

美保村編入

賀露村編入

米里村編入

津ノ井村編入

河原町と境界変更

国府町と境界変更

官報公告により面積値修正（国土地理院「全国都道府県市町村別面積調」）

公有水面埋立

公有水面埋立

公有水面埋立

国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町、青谷町編入

官報公告により面積値修正（国土地理院「全国都道府県市町村別面積調」）

神戸村、大和村、美穂村、大正村、東郷村、豊実村、明治村、吉岡村、

大郷村、末恒村、湖山村、松保村、千代水村、面影村、倉田村編入

備 　 考

明治22年（市制施行）

（面積）6.61ｋ㎡
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気温

降水量

　気候は、日本海型気候に属し、四季のうつろいが実感できる比較的温暖な気候となって

います。

（2）気象

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

降水量（mm） 気温（℃） 出典：鳥取地方気象台（1991年～2020年の平年値）
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鳥取市の気温と降水量

　本市の人口は、平成17（2005）年の国勢調査時の201,740人をピークに減少傾向に

あり、令和2（2020）年の国勢調査では188,465人となりました。

　また、人口の年齢構成をみると、昭和55（1980）年以降の年少人口（14歳以下）は昭

和60（1985）年をピークに減少し続けています。また、生産年齢人口（15～64歳）も

平成17（2005）年をピークに減少傾向にあり、令和2（2020）年の構成比は58.0％と

なっています。一方で、老年人口（65歳以上）は昭和55（1980）年以降増加し続けてお

り、令和2（2020）年の構成比は29.5％となっています。
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11.012 mm 0.00026106*193,717

　本市では、1990年代から2000年代前半にかけて人口増加が続いていましたが、平

成17（2005）年以降は、年によってばらつきがあるものの、おおむね500人～2,000人

程度の人口減少となっています。

　自然動態＊をみると、平成16（2004）年までは、出生数が死亡数を上回る自然増の状

況でしたが、平成19（2007）年以降は自然減の状況が拡大しています。また社会動態＊

をみると、平成16（2004）年までは、昭和58（1983）、平成11（1999）年、平成15

（2003）年を除いて転入者数が転出者数を上回る社会増の状況でしたが、平成17

（2005）年以降は社会減に転じています。

②自然動態＊・社会動態＊の推移
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自然増減数・社会増減数の推移

歳入決算 歳出決算

　平成16（2004）年度の市町村合併後、合併算定替＊による普通交付税＊の段階的減少を

見据え、投資的経費＊の抑制などにより、一般会計ベースの歳出決算額を800億円台前半に

抑えてきました。

　しかし、平成20（2008）年秋のリーマンショック＊による景気低迷や長引くデフレへの

対応として、国の緊急経済対策を活用し、地域経済の活性化と雇用創出に重点的に取り組

んだ結果、財政規模は900億円前後に拡大し、学校施設の耐震化などの大規模事業を推進

したことにより、平成29（2017）年度には歳入・歳出決算額ともに1,000億円を超えまし

た。

　平成30（2018）年度は中核市＊移行、令和元（2019）年度は新本庁舎整備・新可燃物処

理施設整備などにより、歳入・歳出規模は1,000億円前後を推移し、令和２（2020）年度

は新型コロナウイルス感染症対策として、特別定額給付金や制度融資をはじめとした緊急

経済対策を実施したことにより、歳入・歳出規模が一時的に急拡大しました。その後、令和

５（2023）年度に新型コロナウイルス感染症が５類に移行したことなどにより、歳入・歳出

規模は減少していますが、コロナ禍による影響を除けば、近年の物価高騰、社会保障費の増

加などにより歳入・歳出規模は増加傾向にあります。

（4）鳥取市の財政状況
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11.012 mm 0.00026106*193,717

　本市では、1990年代から2000年代前半にかけて人口増加が続いていましたが、平

成17（2005）年以降は、年によってばらつきがあるものの、おおむね500人～2,000人

程度の人口減少となっています。

　自然動態＊をみると、平成16（2004）年までは、出生数が死亡数を上回る自然増の状

況でしたが、平成19（2007）年以降は自然減の状況が拡大しています。また社会動態＊

をみると、平成16（2004）年までは、昭和58（1983）、平成11（1999）年、平成15

（2003）年を除いて転入者数が転出者数を上回る社会増の状況でしたが、平成17

（2005）年以降は社会減に転じています。
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　平成16（2004）年度の市町村合併後、合併算定替＊による普通交付税＊の段階的減少を

見据え、投資的経費＊の抑制などにより、一般会計ベースの歳出決算額を800億円台前半に

抑えてきました。

　しかし、平成20（2008）年秋のリーマンショック＊による景気低迷や長引くデフレへの

対応として、国の緊急経済対策を活用し、地域経済の活性化と雇用創出に重点的に取り組

んだ結果、財政規模は900億円前後に拡大し、学校施設の耐震化などの大規模事業を推進

したことにより、平成29（2017）年度には歳入・歳出決算額ともに1,000億円を超えまし

た。

　平成30（2018）年度は中核市＊移行、令和元（2019）年度は新本庁舎整備・新可燃物処

理施設整備などにより、歳入・歳出規模は1,000億円前後を推移し、令和２（2020）年度

は新型コロナウイルス感染症対策として、特別定額給付金や制度融資をはじめとした緊急

経済対策を実施したことにより、歳入・歳出規模が一時的に急拡大しました。その後、令和

５（2023）年度に新型コロナウイルス感染症が５類に移行したことなどにより、歳入・歳出

規模は減少していますが、コロナ禍による影響を除けば、近年の物価高騰、社会保障費の増

加などにより歳入・歳出規模は増加傾向にあります。
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　本市の現状を分野別に他都市と比較し、特性を把握するため、以下の20指標について

集計を行いました。

（5）類似自治体との比較

分　野 指標名 鳥取市
類似自治体

平均
鳥取市
偏差値

①社会増減率

②単独世帯割合※

③財政力指数＊

④商業地平均地価

⑦人口10万人当たり公民館数

⑧人口10万人当たり図書館数

⑨１住宅当たり延べ面積

⑩人口10万人当たり交通事故発生件数※

⑪人口10万人当たり刑法犯認知件数※

⑫人口１人当たりゴミ総排出量※

⑬人口千人当たり農業産出額

⑭新設事業所割合

⑮労働力人口比率

⑯納税義務者１人当たり課税対象所得

⑰人口千人当たり医師数

⑱人口10万人当たり病院数・一般診療所数

⑲高齢者千人当たり介護老人福祉施設数

⑳要支援・要介護の認定率※

⑥人口千人当たり年間商品販売額

　（卸売業、小売業）

⑤人口10万人当たり百貨店、

　総合スーパー事業所数

　-0.37

　35.1

0.52

63,400

2.2

2,435.1

33.4

2.1

108.54

105.1

392.3

354.0

7,488.3

0.237

0.495

2,891.3

3.0

89.7

0.29

0.194

単位

％

％

-

円/㎡

店

百万円

館

館

㎡

件

件

㎏

千円

％

％

千円

人

施設

施設

％

-0.23

36.9

0.67

94,840

1.2

3,305.6

10.7

1.9

101.37

215.9

459.2

362.2

4,894.6

0.221

0.492

3,169.6

3.4

100.4

0.23

0.190

基礎指標

生活環境

産業

医療・福祉

教育・文化

都市の

にぎわい

44.1

57.1

38.1

39.8

67.7

41.9

75.9

52.2

57.4

63.5

55.1

53.5

60.4

57.4

51.8

38.8

45.2

40.6

57.9

47.4

※類似自治体＝人口30万人未満の中核市＊（ただし、三大都市圏（東京圏、大阪圏、名古屋圏）を除く）：函館市、青森市、秋田市、八戸市、盛岡市、

　山形市、福島市、水戸市、福井市、甲府市、松本市、松江市、呉市、下関市、久留米市、佐世保市

※印の項目は、値が小さい方がよい指標として整理している。

年齢別・子育て年齢別 海・山・川などの恵まれた自然環境 安心して暮らせる住環境

全体

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

小学生以上を子育てしている

就学前児童を子育てしている

　令和６（2024）年度に「鳥取市民まちづくりアンケート調査＊」を実施しました。市民から

見た「鳥取市について誇りに思うこと」「地域の住みやすさの満足度」「まちづくりの重要

度」は以下のとおりです。

　「鳥取市について誇りに思うこと」について尋ねたところ、「海・山・川などの恵まれた自

然環境」が71.2％と最も多く、次いで「安心して暮らせる住環境」55.8％の順となってい

ます。

　年代別に見ると、「海・山・川などの恵まれた自然環境」は、子育て中の方がやや高く、ま

た「安心して暮らせる住環境」は30代～40代がほかの年代に比べて低くなっています。

（6）市民からみたこのまち

①鳥取市について誇りに思うこと

71.2

55.8

12.2

9.6

4.6

4.3

3.5

1.1

0.9

3.2

5.7

0 20 40 60 80

海・山・川などの恵まれた自然環境

安心して暮らせる住環境

親切で人情がある住民気質

魅力のある特産物

地域に根付いたお祭り、イベント

地域の歴史や伝統文化

恵まれた観光資源

市内外の人が楽しめるレジャー施設

特色ある地域産業

その他

無回答 （%）

71.2%

56.0%

64.2%

75.6%

69.6%

70.6%

75.3%

71.2%

76.9%

77.9%

55.8%

60.0%

56.0%

50.8%

50.4%

56.8%

61.1%

55.6%

57.3%

53.4%
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　本市の現状を分野別に他都市と比較し、特性を把握するため、以下の20指標について

集計を行いました。

（5）類似自治体との比較

分　野 指標名 鳥取市
類似自治体

平均
鳥取市
偏差値

①社会増減率

②単独世帯割合※

③財政力指数＊

④商業地平均地価

⑦人口10万人当たり公民館数

⑧人口10万人当たり図書館数

⑨１住宅当たり延べ面積

⑩人口10万人当たり交通事故発生件数※

⑪人口10万人当たり刑法犯認知件数※

⑫人口１人当たりゴミ総排出量※

⑬人口千人当たり農業産出額

⑭新設事業所割合

⑮労働力人口比率

⑯納税義務者１人当たり課税対象所得

⑰人口千人当たり医師数

⑱人口10万人当たり病院数・一般診療所数

⑲高齢者千人当たり介護老人福祉施設数

⑳要支援・要介護の認定率※

⑥人口千人当たり年間商品販売額

　（卸売業、小売業）

⑤人口10万人当たり百貨店、

　総合スーパー事業所数

　-0.37

　35.1

0.52

63,400

2.2

2,435.1

33.4

2.1

108.54

105.1

392.3

354.0

7,488.3

0.237

0.495

2,891.3

3.0

89.7

0.29

0.194

単位

％

％

-

円/㎡

店

百万円

館

館

㎡

件

件

㎏

千円

％

％

千円

人

施設

施設

％

-0.23

36.9

0.67

94,840

1.2

3,305.6

10.7

1.9

101.37

215.9

459.2

362.2

4,894.6

0.221

0.492

3,169.6

3.4

100.4

0.23

0.190

基礎指標

生活環境

産業

医療・福祉

教育・文化

都市の

にぎわい

44.1

57.1

38.1

39.8

67.7

41.9

75.9

52.2

57.4

63.5

55.1

53.5

60.4

57.4

51.8

38.8

45.2

40.6

57.9

47.4

※類似自治体＝人口30万人未満の中核市＊（ただし、三大都市圏（東京圏、大阪圏、名古屋圏）を除く）：函館市、青森市、秋田市、八戸市、盛岡市、

　山形市、福島市、水戸市、福井市、甲府市、松本市、松江市、呉市、下関市、久留米市、佐世保市

※印の項目は、値が小さい方がよい指標として整理している。

年齢別・子育て年齢別 海・山・川などの恵まれた自然環境 安心して暮らせる住環境

全体

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

小学生以上を子育てしている

就学前児童を子育てしている

　令和６（2024）年度に「鳥取市民まちづくりアンケート調査＊」を実施しました。市民から

見た「鳥取市について誇りに思うこと」「地域の住みやすさの満足度」「まちづくりの重要

度」は以下のとおりです。

　「鳥取市について誇りに思うこと」について尋ねたところ、「海・山・川などの恵まれた自

然環境」が71.2％と最も多く、次いで「安心して暮らせる住環境」55.8％の順となってい

ます。

　年代別に見ると、「海・山・川などの恵まれた自然環境」は、子育て中の方がやや高く、ま

た「安心して暮らせる住環境」は30代～40代がほかの年代に比べて低くなっています。

（6）市民からみたこのまち

①鳥取市について誇りに思うこと

71.2

55.8

12.2

9.6

4.6

4.3

3.5

1.1

0.9

3.2

5.7

0 20 40 60 80

海・山・川などの恵まれた自然環境

安心して暮らせる住環境

親切で人情がある住民気質

魅力のある特産物

地域に根付いたお祭り、イベント

地域の歴史や伝統文化

恵まれた観光資源

市内外の人が楽しめるレジャー施設

特色ある地域産業

その他

無回答 （%）

71.2%

56.0%

64.2%

75.6%

69.6%

70.6%

75.3%

71.2%

76.9%

77.9%

55.8%

60.0%

56.0%

50.8%

50.4%

56.8%

61.1%

55.6%

57.3%

53.4%
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　自然環境に関する満足度が最も高く、次いで公共下水、騒音・悪臭、ごみ・リサイクルな

ど衛生・生活環境に関する満足度が高くなっています。

※「満足」を５点、「やや満足」を４点、「やや不満」を２点、「不満」を１点、「わからない」を３点とし、

　それぞれの回答数と掛けた合計を全体回答数で割って得点化

②地域の住みやすさの満足度

4.13

3.79　 

3.71     

3.67　  

3.63　　

3.56　　

3.55　　

3.47　 　

3.46　 　

3.41　　　

3.41　　　

3.39　　　

3.29　　　

3.28　　　

3.27　　　

3.25　　　

3.24 　　　

3.23 　　　

3.20 　　　

3.18　　　　

3.16　　　　

3.16　　　　

3.16　　　　

3.16　　　　

3.16　　　　

3.13　　　　

3.13　　　　

3.11　　　　

3.09 　　　　

3.09 　　　　

3.05 　　　　

3.04 　　　　

2.96  　　　　

2.96  　　　　

2.92  　　　　

2.91   　　　　

2.90　 　　　　

2.83　 　　　　

2.80　 　　　　

2.72　   　　　　

2.59　　 　　　　

2.51　　  　　　　

2.39　　    　　　　

2.19　　　　  　　　　

0 21 43 5

山、川、海などの自然環境

公共下水などの生活雑排水処理

騒音、悪臭などの公害発生防止

ごみの分別、リサイクル活動の推進

近所の人の親切さや人情

買い物の便利さ

健康相談、健診などの病気予防対策

病気やけがなどの際の適切な医療サービス

犯罪の発生しにくい環境

スポーツ広場、体育館などの健康づくり施設

図書館や公民館などの生涯学習施設の充実

祭りなどの地域の行事

幼稚園による幼児教育

保育施設の整備

公民館活動

困ったときに地域で支えあう仕組み

文化遺産、伝統芸能の保存、継承

広場や公園の整備

小中学校の教育環境

インターネットやCATVの情報通信環境

一時預かりや子育て相談など子育て支援環境

自治会やサークルなどの地域の活動

人権を尊重する社会

高校の教育環境

災害時の防災・避難体制

文化・芸術施設の整備

男女共同参画社会の進展

交通安全施設の整備

住宅地や公営住宅の整備

障がい者（児）福祉施設サービス

老人福祉施設、老人保健施設などのサービス

高齢者の在宅福祉サービス

安全、迅速に移動できる幹線道路整備

歩行者が安全に歩ける生活道路整備

国際的な交流の機会、場所

障がい者の働き場所や生きがいづくりの場

高齢者の働き場所や生きがいづくりの場

職業訓練・研修の場

観光・レジャー施設

地元大学の学部・学科の選びやすさ

雇用の場の確保

物価

給与・勤務時間などの労働条件

鉄道、バスなどの交通の便 （ポイント）

　買い物の利便性と医療サービスに関する重要度が同率で最も高く、次いで災害時対応

に関する重要度が高くなっています。

※「重要度が高い」を５点、「重要度がやや高い」を４点、「重要度はやや低い」を２点、「重要度は低い」を１点、「わからない」を３点とし、

　それぞれの回答数と掛けた合計を全体回答数で割って得点化

③まちづくりの重要度

4.21

4.21

4.19 

4.17 

4.15 

4.12  

4.03  

3.96   

3.91    

3.90    

3.89    

3.88    

3.86    

3.83     

3.83     

3.81      

3.79      

3.79      

3.76      

3.75      

3.74       

3.74       

3.74       

3.72       

3.70       

3.68       

3.67       

3.64        

3.61        

3.57        

3.55        

3.53        

3.39           

3.33           

3.33           

3.32            

3.30            

3.24             

3.22             

3.20             

3.17              

2.98                

2.90                 

2.76                   

0 21 43 5

買い物の便利さ

病気やけがなどの際の適切な医療サービス

災害時の防災・避難体制

給与・勤務時間などの労働条件

雇用の場の確保

物価

犯罪の発生しにくい環境

鉄道、バスなどの交通の便

小中学校の教育環境

交通安全施設の整備

老人福祉施設、老人保健施設などのサービス

高齢者の在宅福祉サービス

高校の教育環境

安全、迅速に移動できる幹線道路整備

歩行者が安全に歩ける生活道路整備

一時預かりや子育て相談など子育て支援環境

健康相談、健診などの病気予防対策

保育施設の整備

職業訓練・研修の場

山、川、海などの自然環境

障がい者の働き場所や生きがいづくりの場

人権を尊重する社会

地元大学の学部・学科の選びやすさ

高齢者の働き場所や生きがいづくりの場

障がい者（児）福祉施設サービス

幼稚園による幼児教育

インターネットやCATVの情報通信環境

男女共同参画社会の進展

公共下水などの生活雑排水処理

困ったときに地域で支えあう仕組み

ごみの分別、リサイクル活動の推進

観光・レジャー施設

近所の人の親切さや人情

騒音、悪臭などの公害発生防止

住宅地や公営住宅の整備

スポーツ広場、体育館などの健康づくり施設

文化遺産、伝統芸能の保存、継承

図書館や公民館などの生涯学習施設の充実

広場や公園の整備

文化・芸術施設の整備

国際的な交流の機会、場所

公民館活動

祭りなどの地域の行事

自治会やサークルなどの地域の活動 （ポイント）
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　自然環境に関する満足度が最も高く、次いで公共下水、騒音・悪臭、ごみ・リサイクルな

ど衛生・生活環境に関する満足度が高くなっています。

※「満足」を５点、「やや満足」を４点、「やや不満」を２点、「不満」を１点、「わからない」を３点とし、

　それぞれの回答数と掛けた合計を全体回答数で割って得点化

②地域の住みやすさの満足度

4.13

3.79　 

3.71     

3.67　  

3.63　　

3.56　　

3.55　　

3.47　 　

3.46　 　

3.41　　　

3.41　　　

3.39　　　

3.29　　　

3.28　　　

3.27　　　

3.25　　　

3.24 　　　

3.23 　　　

3.20 　　　

3.18　　　　

3.16　　　　

3.16　　　　

3.16　　　　

3.16　　　　

3.16　　　　

3.13　　　　

3.13　　　　

3.11　　　　

3.09 　　　　

3.09 　　　　

3.05 　　　　

3.04 　　　　

2.96  　　　　

2.96  　　　　

2.92  　　　　

2.91   　　　　

2.90　 　　　　

2.83　 　　　　

2.80　 　　　　

2.72　   　　　　

2.59　　 　　　　

2.51　　  　　　　

2.39　　    　　　　

2.19　　　　  　　　　

0 21 43 5

山、川、海などの自然環境

公共下水などの生活雑排水処理

騒音、悪臭などの公害発生防止

ごみの分別、リサイクル活動の推進

近所の人の親切さや人情

買い物の便利さ

健康相談、健診などの病気予防対策

病気やけがなどの際の適切な医療サービス

犯罪の発生しにくい環境

スポーツ広場、体育館などの健康づくり施設

図書館や公民館などの生涯学習施設の充実

祭りなどの地域の行事

幼稚園による幼児教育

保育施設の整備

公民館活動

困ったときに地域で支えあう仕組み

文化遺産、伝統芸能の保存、継承

広場や公園の整備

小中学校の教育環境

インターネットやCATVの情報通信環境

一時預かりや子育て相談など子育て支援環境

自治会やサークルなどの地域の活動

人権を尊重する社会

高校の教育環境

災害時の防災・避難体制

文化・芸術施設の整備

男女共同参画社会の進展

交通安全施設の整備

住宅地や公営住宅の整備

障がい者（児）福祉施設サービス

老人福祉施設、老人保健施設などのサービス

高齢者の在宅福祉サービス

安全、迅速に移動できる幹線道路整備

歩行者が安全に歩ける生活道路整備

国際的な交流の機会、場所

障がい者の働き場所や生きがいづくりの場

高齢者の働き場所や生きがいづくりの場

職業訓練・研修の場

観光・レジャー施設

地元大学の学部・学科の選びやすさ

雇用の場の確保

物価

給与・勤務時間などの労働条件

鉄道、バスなどの交通の便 （ポイント）

　買い物の利便性と医療サービスに関する重要度が同率で最も高く、次いで災害時対応

に関する重要度が高くなっています。

※「重要度が高い」を５点、「重要度がやや高い」を４点、「重要度はやや低い」を２点、「重要度は低い」を１点、「わからない」を３点とし、

　それぞれの回答数と掛けた合計を全体回答数で割って得点化

③まちづくりの重要度

4.21

4.21

4.19 

4.17 

4.15 

4.12  

4.03  

3.96   

3.91    

3.90    

3.89    

3.88    

3.86    

3.83     

3.83     

3.81      

3.79      

3.79      

3.76      

3.75      

3.74       

3.74       

3.74       

3.72       

3.70       

3.68       

3.67       

3.64        

3.61        

3.57        

3.55        

3.53        

3.39           

3.33           

3.33           

3.32            

3.30            

3.24             

3.22             

3.20             

3.17              

2.98                

2.90                 

2.76                   

0 21 43 5

買い物の便利さ

病気やけがなどの際の適切な医療サービス

災害時の防災・避難体制

給与・勤務時間などの労働条件

雇用の場の確保

物価

犯罪の発生しにくい環境

鉄道、バスなどの交通の便

小中学校の教育環境

交通安全施設の整備

老人福祉施設、老人保健施設などのサービス

高齢者の在宅福祉サービス

高校の教育環境

安全、迅速に移動できる幹線道路整備

歩行者が安全に歩ける生活道路整備

一時預かりや子育て相談など子育て支援環境

健康相談、健診などの病気予防対策

保育施設の整備

職業訓練・研修の場

山、川、海などの自然環境

障がい者の働き場所や生きがいづくりの場

人権を尊重する社会

地元大学の学部・学科の選びやすさ

高齢者の働き場所や生きがいづくりの場

障がい者（児）福祉施設サービス

幼稚園による幼児教育

インターネットやCATVの情報通信環境

男女共同参画社会の進展

公共下水などの生活雑排水処理

困ったときに地域で支えあう仕組み

ごみの分別、リサイクル活動の推進

観光・レジャー施設

近所の人の親切さや人情

騒音、悪臭などの公害発生防止

住宅地や公営住宅の整備

スポーツ広場、体育館などの健康づくり施設

文化遺産、伝統芸能の保存、継承

図書館や公民館などの生涯学習施設の充実

広場や公園の整備

文化・芸術施設の整備

国際的な交流の機会、場所

公民館活動

祭りなどの地域の行事

自治会やサークルなどの地域の活動 （ポイント）
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数値目標一覧2

まちづくりの目標１　未来を創る人材を育み、ひとりひとりが活躍するまち

　政策１　こども

基本施策 No. 指標 指標の説明 現状値 目標値

結婚・出産・

子育て支援

1
鳥取市の合計特殊

出生率

一人の女性が一生に産む

こどもの平均数として算

出された当該年の人口統

計上の数値

1.31

（R6）

1.60

（R12）

2
「子育てしやすい環

境」と思う市民の割合

当該年度実施の市民アン

ケート調査において、現

在子育てをしている方が

「子育てしやすい環境」と

回答した市民の割合（％）

55.1

（R6）

60.0

（R11）

　政策２　教育・スポーツ

基本施策 No. 指標 指標の説明 現状値 目標値

教育の充実・

郷土愛の醸成

3
「学校が楽しい」と

思う児童生徒の割合

当該年度実施の鳥取市共

通 10 項目アンケート調査

で「学校が楽しい」の質問

に「当てはまる」または「ど

ちらかと言えば当てはま

る」と回答した割合（％）

小学校：89.4 

中学校：89.5

（R6）

小学校：92.5 

中学校：92.5

（R12）

4

「地域や社会をよく

するために何かして

みたい」と思う児童

生徒の割合

当該年度実施の全国学力・

学習状況調査で「地域や社

会のために何かしてみた

いと思いますか」の質問

に「当てはまる」または「ど

ちらかと言えば当てはま

る」と回答した割合（％）

小学校：83.3 

中学校：79.7

（R6）

小学校：88.0 

中学校：84.0

（R12）

生涯学習の推進

5
麒麟のまちアカデミー

参加者の満足度

麒麟のまちアカデミーに参

加した受講生の満足度（％）

88.0

（R6）

93.0

（R12）

6
市民１人当たりの

図書貸出冊数

市民が年間に貸出利用をす

る１人当たりの冊数（冊）

4.4

（R6）

5.2

（R12）

スポーツ・レク

リエーションの

振興

7
市民スポーツ大会の

延べ参加校区数

市民スポーツ大会の各種目に

参加した校区数の合計（校区）

343

（R6）

350

（R12）

8
学校体育館等の延べ

スポーツ利用者数

学校開放事業における学

校体育館等の延べスポー

ツ利用者数（人）

830,669

（R6）

900,000

（R12）

まちづくりの目標２　誰もが自分らしく暮らし続けることができる、持続可能な地域共生のまち

　政策１　福祉

基本施策 No. 指標 指標の説明 現状値 目標値

社会保障制度の

運営

9
就労支援事業、就労準

備支援事業への参加率

就労支援促進計画の実績評

価にかかる事業参加率（％）

47.7

（R6）

50.0

（R12）

10
ジェネリック医薬品＊

普及率

鳥取市国民健康保険におけ

る薬剤に占める当該年度の

ジェネリック医薬品＊（後

発医薬品）薬剤の数量ベー

スによる普及割合（％）

85.0

（R6）

90.0

（R12）
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基本施策 No. 指標 指標の説明 現状値 目標値

社会保障制度の

運営
11

新規要支援・要介護

認定者の平均年齢

地域包括ケア「見える化」

システムで計算された要

支援・要介護認定の初回

認定者の平均年齢（歳）

82.3

（R5）

82.5

（R11）

超高齢社会＊に

向けたまちづく

りの推進

12
今の生活に満足して

いる高齢者の割合

ニーズ調査の質問項目に

おいて満足していると回

答した人の割合（％）

77.7

（R4）

80.0

（R10）

障がいのある人

の自立支援

13
障害福祉サービス等

利用者数

本市が支給決定した障害福

祉サービス等を１月平均で

利用している人数（人）

3,657

（R6）

4,180

（R12）

14
障害児通所支援

利用者数

本市が支給決定した障害

児通所支援を１月平均で

利用している人数（人）

687

（R6）

920

（R12）

　政策２　保健・医療

基本施策 No. 指標 指標の説明 現状値 目標値

健康づくり・

疾病予防・介護

予防の推進

15
健康寿命＊（65歳以

上の平均自立期間）

当該年度の日常生活動作

が自立している（要介護

度２未満）期間の平均（年）

男性17.74 

女性20.94

（R5）

男性18.05 

女性21.27

（R11）

保健衛生の推進

と医療の確保

16
救急搬送人員に占め

る軽症患者の割合

救急搬送人員に占める軽

症患者の割合（％）

35.4

（R6）

25.0

（R12）

17
保護収容動物の返還

及び譲渡率

放浪している犬猫の飼い主

への返還及び飼い主のいな

い犬猫の譲渡割合（％）

68.4

（R2～R6平均）

70.0以上

（R12）

　政策３　人権・共生・協働

基本施策 No. 指標 指標の説明 現状値 目標値

人権尊重社会の

形成

18
人権市民集会参加者

の満足度

当該年度実施のアンケー

ト調査において、「満足」

または「やや満足」と回

答した割合（％）

82.7

（R6）

85.0

（R12）

19
「人権が尊重されている

まち」と思う市民の割合

当該年度実施の市民アン

ケート調査において、「満

足」または「やや満足」と

回答した市民の割合（％）

36.2

（R6）

50.0

（R11）

男女共同参画

社会の形成

20

「男は仕事、女は家庭」

という考えに反対す

る市民の割合

男女共同参画に関する意

識調査で「男は仕事、女

は家庭」という考え（固

定的な性別役割分担意

識）に、「反対」または「ど

ちらかといえば反対」と

回答した市民の割合（％）

59.6

（R6）

70.0

（R11）

21
市の審議会等における

女性委員の割合

市の審議会等における女

性委員の割合（％）

31.1

（R6）

40.0

（R12）

地域福祉の推進

22
福祉ネットワーク機能

が確立された地区数

地域組織、福祉関係者等

により地区の支え合い活

動を支援する福祉ネット

ワークが確立された地区

数（地区）

未実施

（R6）

5

（R12）

23

困ったときに地域で

支え合う仕組みの

市民満足度

当該年度実施の市民アン

ケート調査において、「満

足」または「やや満足」と

回答した市民の割合（％）

44.7

（R6）

50.0

（R11）
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基本施策 No. 指標 指標の説明 現状値 目標値

多文化共生のま

ちづくりの推進
24

外国人住民を含む市

民を対象とした講座

への参加者数

外国人住民と日本人住民

を対象にした講座の参加

者数合計（人）

48

（R6）

72

（R12）

協働のまちづく

りの推進

25
地域活動に参加した

い市民の割合

当該年度実施の市民アン

ケート調査で「今後、地域

の活動へ参加したい」と

回答した市民の割合（％）

63.6

（R6）

70.0

（R11）

26
近所づきあいがある

市民の割合

当該年度実施の市民アン

ケート調査で「近所付き

合いがある」と回答した

市民の割合（％）

67.6

（R6）

70.0

（R11）

まちづくりの目標３　ひと、もの、ことが行きかい、にぎわいあふれるまち

　政策１　商工業・農林水産業

基本施策 No. 指標 指標の説明 現状値 目標値

経営基盤の強化

と雇用の創造・

人材確保

27
就業者１人当たりの

市内GDP

就業者１人当たりの当該

年度の市町村内総生産

（名目）の本市の値（千円）

6,516

（R4）

7,338

（R10）

28 大学生県内就職率

当該年度の県内２大学（学

部卒）の全就職内定者の

うち県内就職内定率（％）

21.4

（R6）

27.3

（R12）

工業の振興

29 市内製造品出荷額等

当該年の経済構造実態調

査（経済産業省）による

製造品出荷額等の本市の

値（億円）

3,252

（R4）

3,580

（R10）

30 企業誘致件数
本市が５年間で誘致する

企業件数の累計（件）

4

（R6）

25

（R8～R12累計）

商業の振興と

販路拡大

31 市内事業所数

当該年の経済センサス

（基礎）調査における事

業所数の本市の値（件）

7,449

（R6）

維持

（R11）

32
鳥取市公設地方卸売

市場取扱高

当該年度の鳥取市公設地方

卸売市場取扱高（百万円）

7,462

（R6）

7,610

（R12）

農林水産業の

振興

33 市内の農業産出額

農林水産省が生産農業所

得により推計した当該年

の市町村別農業産出額の

本市の値（億円）

142

（R5）

152

（R11）

34 市内の素材生産量

生育する立木（樹木）の

伐採後、用途に合った長

さの丸太として生産され

た量（m3）

78,400

（R5）

80,000

（R11）

35 市内の漁獲量
当該年の海水面漁業の市

内漁獲量（トン）

1,589

（R6）

1,589

（R12）
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　政策２　移住定住・関係人口＊・観光

基本施策 No. 指標 指標の説明 現状値 目標値

移住定住の推進

と関係人口＊の

拡大

36 移住定住者数

相談登録をして移住され

た方、転入時のアンケート

に回答し、移住者として

把握できた方の合計（人）

508

（R6）

600

（R12）

基本施策 No. 指標 指標の説明 現状値 目標値

滞在型観光の

推進

37
市内主要観光施設等

への延べ入込客数

市内の民間・公共が運営

する主要な観光施設等の

年間入込客数（人）

7,251,752

（R6）

7,696,000

（R12）

38 市内宿泊者数

観光庁が公表する「宿泊

統計調査」による年間の

市内宿泊者数（人）

334,628

（R6）

354,000

（R12）

　政策３　文化芸術・文化財

基本施策 No. 指標 指標の説明 現状値 目標値

文化芸術による

まちづくりの推進
39 文化芸術鑑賞者数

本市補助事業者等による

当該年度の鑑賞者数（人）

53,882

（R6）

60,350

（R12）

文化財の保存・

整備による「ま

ちづくり」資産

の形成

40
指定・登録文化財の

数

国・県・市指定及び国登

録文化財の数（件）

330

（R6）

336

（R12）

　政策４　生活基盤・市街地・中山間地域・交通

基本施策 No. 指標 指標の説明 現状値 目標値

生活基盤の充実

41

安全、迅速に移動で

きる幹線道路整備の

市民満足度

当該年度実施の市民アン

ケート調査において、「満

足」または「やや満足」と

回答した市民の割合（％）

45.1

（R6）

50.0

（R11）

42
住宅地や公営住宅の

整備の市民満足度

当該年度実施の市民アン

ケート調査において、「満

足」または「やや満足」と

回答した市民の割合（％）

37.6

（R6）

40.0

（R11）

中心市街地の

活性化
43

中心市街地における

歩行者・自転車通行量

中心市街地内 10 地点の

１日当たりの歩行者・自

転車通行量（平日・休日

の平均値）（人）

17,629

（R6）

21,300

（R12）

魅力ある中山間

地域の振興

44 買い物環境確保率

買い物困難調査において

買い物環境（店舗・移動

販売）が確保されている

地域の割合（％）

100

（R6）

100

（R12）

45

地域おこし協力隊＊及

び地域プロジェクト

マネージャー＊配置数

地域おこし協力隊＊または

地域プロジェクトマネー

ジャー＊を地域に配置した

人数（人）

6

（R6）

8

（R12）
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基本施策 No. 指標 指標の説明 現状値 目標値

交通ネットワー

クの充実

46

鉄道、バスなどの公共

交通の便利さの市民

満足度

当該年度実施の市民アン

ケート調査において、「満

足」または「やや満足」

と回答した市民の割合

（％）

20.4

（R6）

25.0

（R11）

47

鉄道、バスなどの公共

交通の利用者の減少

抑制

当該年度の鉄道及びバス

利用者数。市内各駅乗車

人員数及び市内乗車人員

数の減少を抑制する（年

0.5％以内）（万人）

599

（R6）

581

（R12）

まちづくりの目標４　豊かな自然と調和して、安全・安心に暮らせるまち

　政策１　防災・防犯

基本施策 No. 指標 指標の説明 現状値 目標値

地域防災力の

向上

48
防災リーダー＊認定

者数

防災リーダー＊認定者数

（人）

776

（R6）

1,046

（R12）

49
鳥取市防災アプリダ

ウンロード数

鳥取市防災アプリのダウ

ンロード数（DL）

13,647

（R6）

30,177

（R12）

防犯・交通安全

対策の充実

50
鳥取市内犯罪認知件

数

当該年における市内の犯

罪認知件数（件）

789

（R6）

760

（R12）

51
鳥取市内の交通事故

発生件数	

当該年における市内の交

通事故発生件数（件）

226

（R6）

200

（R12）

安全・安心な

消費生活の確保

52

県全体の消費生活相

談件数に占める受付

件数（相談分担率）

県全体で受け付けた市民

からの消費生活相談件数

のうち、市消費生活セン

ターで受け付けた割合

（％）

68.1

（R6）

71.5

（R12）

53

消費者啓発事業（出前

講座・講演会、情報発

信など）の実施回数

地域や団体等からの依頼

を受けて実施する出前講

座・講演会、情報発信な

どの啓発事業の実施回数

（回）

79

（R6）

83

（R12）

　政策２　環境

基本施策 No. 指標 指標の説明 現状値 目標値

循環型社会の

形成

54 鳥取市のCO2削減率

2013 年度比の CO2 排

出量（確定値）の削減率

（％）

△17.7

（R3）

△28.1

（R9）

55
鳥取市の年間ごみ

総排出量

市内の家庭及び事業所か

ら排出されるごみの総排

出量（トン）

52,745

（R6）

50,137

（R12）

環境保全活動の

推進

56
自然共生サイトへの

登録件数

自然共生サイトへの登録

件数の累計（件）

0

（R6）

2

（R8～R12累計）

57
環境教育講座の実施

回数

実施した環境教育講座の

回数（回）

9

（R6）

12

（R12）
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策定組織体制概念図3

鳥取市総合企画委員会
（委員　２０名） 市  長

市 議 会
令和８年２月定例会

議案審議・議決
計画案の審議

諮　問

答　申

意見・提案
等の把握

意見・

情報交換等

意見・

情報交換等

情報提供
・連携等

賑わいのある

「すごい！鳥取市」

創生本部会議

本部長：市長　副本部長：副市長
構成員：水道・病院事業管理者、

　　　 教育長、副教育長、各部局長・支所長等

第12次鳥取市総合計画及び

鳥取市地方創生アクションプラン

策定庁内プロジェクトチーム

人口減少対策推進本部会議

本部長：市長　副本部長：副市長
構成員：教育長、副教育長、各部局長

委員会・審議会等

庁内組織

市民意見募集、意識調査、
啓発事業等

地域振興未来会議

各部局主管課長等

若手職員による
プロジェクトチーム

○ 若手職員有志により組織

市民政策コメント

市民アンケート等各種意識調査

まちづくり
ワークショップ 等

市政懇話会

鳥取市広報番組

さまざまな市民の声

地方創生ストリート
ミーティング

素案等の検討

たたき台の検討

（意見取りまとめ）

提
案

、意
見・情

報
交

換
等

提案

提案・情報提供等
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鳥取市総合企画委員会への諮問

鳥取市総合企画委員会からの答申

4

5

発企政第196号

令和６年５月29日

　鳥取市総合企画委員会委員長　様

　　　　　　　　　　鳥取市長　　深澤　義彦　　　　

次期鳥取市総合計画について（諮問）

　本市の総合的なまちづくりの指針となる次期鳥取市総合計画について、鳥取市

総合企画委員会条例（昭和 28 年鳥取市条例第 15 号）第２条の規定に基づき、

貴委員会の意見を求めます。

令和７年11月26日

　鳥取市長 　深澤義彦　　様

　　　　　　　　　　　　鳥取市総合企画委員会

　　　　　　　　　　　 委員長 　林　由紀子　　　　

第12次鳥取市総合計画について（答申）

　令和６年５月 29 日付け発企政第 196 号をもって諮問のあった、第 12 次鳥取

市総合計画について、別添計画書（案）のとおり答申します。

　なお、計画決定後においては、広く市民に計画を周知するとともに、計画の進

行管理体制を整え、市民と一体となって計画の達成に向かって努力されるよう要

望します。
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鳥取市総合企画委員会委員名簿6

分野 氏名 所属団体等

1 住民団体 石本　昭雄 鳥取市自治連合会　監事

2 子育て 大橋　祥子 ゆうゆうとっとり子育てネットワーク

3 青年団体 岡　　大輔
鳥取県東部中小企業青年中央会　
直前会長

4 新市域 奥谷　仁美 河原地域

5 定住 尾坂　　亮 Ｕ・Ｊ・Ｉターン移住者

6 観光 岸本　夕子 鳥取市観光コンベンション協会　理事

7 新市域 久野　　壯 気高地域

8 文化 佐分利　育代 鳥取市文化団体協議会　理事

9 医療 下田　敏美 鳥取県東部医師会　事務局長

10 金融 竹本　哲哉
鳥取銀行　常務執行役員ふるさと
振興本部長

11 国際交流 田中　丈士
タイム（とっとり国際交流連絡会）
事務局長

12 農業 田中　利明 鳥取いなば農業協同組合　参事

13 福祉 委員長 林　由紀子 鳥取市社会福祉協議会　会長

14 商工 副委員長 平井　耕司 鳥取商工会議所　会頭

15 新市域 前岡　美華子 国府地域

16 報道 山崎　昌史 新日本海新聞社　営業局次長

17 労働団体 山下　浩二 連合鳥取東部地域協議会　事務局長

18 女性団体 山根　滋子 鳥取市連合婦人会　常任委員

19 学術 吉田　高文 公立鳥取環境大学　経営学部長

20 教育 米田　恵子 元小学校長

（五十音順、敬称略）

（令和8年3月31日時点）・委員任期：令和8年4月30日まで
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鳥取市総合企画委員会の審議経過7

開催日 主な審議内容

1 令和6年5月29日

・第12次鳥取市総合計画の諮問 

・第12次鳥取市総合計画及び総合戦略の策定について 

・市民アンケート調査の実施

2
令和6年8月16日 

～8月30日

・鳥取市の課題、強み、未来の姿とその実現に向けた取組 

 について

3 令和6年10月23日

・市民アンケート調査等の結果速報 

・鳥取市人口ビジョン策定に向けた基礎資料 

・鳥取市の現状、課題、将来のすがた 

・今後のスケジュール

4 令和7年1月9日
・第11次鳥取市総合計画中間評価 

・第12次鳥取市総合計画骨子（たたき台）

5 令和7年4月15日

・第12次鳥取市総合計画基本構想（たたき台） 

・鳥取市人口ビジョン（改訂案たたき台） 

・第12次鳥取市総合計画基本計画の概要 

・第３期鳥取市創生総合戦略の概要

6 令和7年8月26日

・第12次鳥取市総合計画基本構想（案） 

・鳥取市人口ビジョン（改訂案） 

・第12次鳥取市総合計画基本計画（素案） 

・鳥取市地方創生アクションプラン（素案）

7 令和7年11月25日
・第12次鳥取市総合計画（答申案） 

・鳥取市地方創生アクションプラン（案）

開催日 主な審議内容

答申 令和7年11月26日 ・第12次鳥取市総合計画（案）の答申
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市民参画等事業一覧8

区分 概要 実施期間等

鳥取市

総合企画委員会

第 12 次鳥取市総合計画及び鳥取市地方創生アク

ションプランの策定に向け、その施策等について

審議。

令和6年5月29日 

 ～令和7年11月25日

鳥取市民

アンケート

調査

本市の住民登録者の中から 15 歳以上の男女

4,000 人を無作為抽出。「住みやすさの満足度」、

「若者定住対策」、「子育てしやすい環境に必要な

こと」などまちづくりに関するアンケート調査

を実施。

・回答数：1,800件 

・回答率：45.0％

令和6年7月10日 

　～8月12日

高校生・大学生

アンケート

調査

市内の高校生・大学生を対象に、進路意向、将来

の定住意向や鳥取市との関わり方等に関するアン

ケート調査を実施。

・回答数：高校生 401 件、大学生 222 件

令和6年7月

まちづくり

ワークショップ

市民や市役所若手職員等によるワークショップを

実施。

①鳥取市のみらいについてみんなで考えよう！

（出席者：40 人）

②移住者にとっても暮らしやすい「鳥取市の未来」

（出席者：27 人）

③子育てするなら鳥取市！編（出席者：21 人）

④鳥取の明るい未来を切り拓く若者編（出席者：

10 人）

①令和6年7月21日 

②令和6年9月8日 

③令和6年9月29日 

④令和6年10月26日

地方創生

ストリート

ミーティング

市長と市民等が対話形式で意見交換を実施。

［令和 6 年度］

①県外で活躍している学生のこえを聞こう

　～鳥取市出身学生編～（出席者：8 人）

②県外で活躍している若者のこえを聞こう

　～鳥取市出身社会人編～（出席者：6 人）

③デジタル技術を活用し、鳥取市で充実した生活

を送ろう（出席者：10 人）

④鳥取で暮らす外国人編（出席者：6 人）

⑤農林水産業編（出席者：9 人）

［令和 7 年度］

⑥働く女性・大学生編～若者や女性に選ばれる地

域になるために～（出席者：8 人）

①令和6年8月22日 

②令和6年8月28日 

③令和6年9月19日 

④令和6年11月21日 

⑤令和6年11月27日 

⑥令和7年10月22日

地域振興

未来会議

第 12 次鳥取市総合計画及び鳥取市地方創生ア

クションプランの概要等について説明し、意見

を聴取。

令和7年6月26日 

　～8月27日
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区分 概要 実施期間等

鳥取市政

懇話会

①第 12 次鳥取市総合計画の概要等について説明

し、意見を聴取。

②第 12 次鳥取市総合計画基本構想（素案）及び

鳥取市人口ビジョン（改訂素案）について説明

し、意見を聴取。

①令和7年1月20日

②令和7年7月28日

市民政策

コメント

第 12 次鳥取市総合計画（案）及び鳥取市地方

創生アクションプラン（案）に対する市民政策

コメントを実施。

・意見、提案等の総数：15 件

令和7年9月24日 

　～10月20日
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用語の解説9

　用語の解説は、数字順、アルファベット順、50 音順で掲載しています。

６次産業化
１次産業としての農林漁業、２次産業としての

製造業、３次産業としての小売業等に係る事

業の総合的かつ一体的な推進を図り、地域資

源を活用した新たな付加価値を生み出す取組。

（⇒　P64, 68, 69 掲載）

8050 問題
高齢の親と働いていない独身の 50 歳代の子

が同居している世帯の生活上の問題。

（⇒　P8 掲載）

ACP（アドバンス・ケア・プランニング）
将来の変化に備え将来の医療及びケアについ

て、 本人を主体に、そのご家族や近しい人、医

療・ ケアチームが繰り返し話し合いを行い、本

人による意思決定を支援する取組のこと。

（⇒　P45 掲載）

AI
Artificial Intelligenceの略で人工知能のこと。

（⇒　P23, 64 掲載）

DMO
Destination Marketing ／ Management 

Organization の略。欧米では一般的に見ら

れる組織で主に地域全体の観光マネジメント等

を行う着地型観光の総合窓口の機能を有する

組織。

（⇒　P73 掲載）

DV
ドメスティック・バイオレンス（Domestic 

Violence）のこと。配偶者や恋人など親密な関

係にある、またはあった者から振るわれる暴力。

（⇒　P54, 55 掲載）

数字順

アルファベット順

DX
Digital Transformation の略。ICTの浸透が

人々の生活をあらゆる面でよりよい方向に変革

させること。

（⇒　P23, 63, 72, 87 掲載）

EBPM（根拠に基づく政策立案）
Evidence-Based Policy Making の略。政

策の企画をその場限りのエピソードに頼るので

はなく、政策目的を明確化した上で、合理的

根拠（エビデンス）に基づくものとすること。

（⇒　P24 掲載）

EC サイト
Electronic Commerce Site の略。インター

ネット上で商品を販売するＷｅｂサイトのこと。

（⇒　P69 掲載）

ICT
Informat ion and Communicat ion 

Technology の略。情報・通信に関連する技

術の総称。

（⇒　P37, 68 掲載）

IoT
Internet of Thingsの略。モノのインターネッ

トと呼ばれ、あらゆるものがインターネットに

繋がれ、互いに情報伝達を行う技術のこと。

（⇒　P64 掲載）

Ｊ－クレジット制度
省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用

による CO2 等の排出削減量や、適切な森林

管理による CO2 等の吸収量を、クレジットと

して国が認証する制度。

（⇒　P23 掲載）

Ｍ＆Ａ
Mergers and Acquisitions の略で、企業の

合併（Mergers）と買収（Acquisitions）を
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指し、企業や事業の統合・買収を意味する総称。

（⇒　P62 掲載）

RPA
Robotic Process Automation の略でソ

フトウェア・ロボットによる業務の自動化の

こと。

（⇒　P23 掲載）

SDGs
持続可能な開発目標（SDGs）とは、2001

年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）

の後継として、2015 年９月の国連サミットで

採択された「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」にて記載された 2016 年から

2030 年までの国際目標。持続可能な世界を

実現するための 17のゴール・169 のターゲッ

トから構成され、地球上の誰一人として取り残

さない（leave no one behind）ことを誓っ

ている。

（⇒　P31掲載）

SDGs 未来都市
地方創生 SDGs の達成に向け、優れた SDGs

の取組を提案する地方自治体のこと。

（⇒　P63 掲載）

SNS
ソーシャルネットワーキングサービス（Social 

Networking Service）の略で、登録された

利用者同士が交流できる Webサイトの会員制

サービスのこと。

（⇒　P25, 88, 90 掲載）

SNS 型投資詐欺
相手方が、主として SNS その他の非対面での

欺罔行為により投資を勧め、投資名目で金銭

等をだまし取る詐欺。

（⇒　P88 掲載）

Wi-Fi 環境
無線接続によるインターネット利用環境。

（⇒　P23 掲載）

【ア行】
アクセシビリティ
情報やサービス、ソフトウェア等が、どの程度

広範な人に利用可能であるかをあらわす語。

特に、高齢者や障がい者等、ハンディを持つ人

にとって、どの程度利用しやすいかということ

を意味する。

（⇒　P46 掲載）

因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏
平成 30 年４月に鳥取県東部１市４町、兵庫県

新温泉町とで形成し、令和２年３月に香美町が

参画した。圏域における地方創生の一層の拡

充・発展を図り、圏域全体の活性化・持続的発

展をめざして取組を進めている。

（⇒　P2, 14, 22 掲載）

インバウンド
訪日外国人旅行。

（⇒　P9, 73 掲載）

ウェルビーイング
身体的・精神的・社会的によい状態にあること

をいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや

人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を

含む概念。

（⇒　P37 掲載）

ウォーカブル
車中心から人中心の空間に転換し、居心地がよ

く歩きたくなる空間を形成すること。

（⇒　P81掲載）

エアポートセールス
空港運営者が航空会社に対して、航空路線の

開設を働き掛ける営業活動のこと。

（⇒　P85 掲載）

エシカル消費
倫理的消費。消費者それぞれが各自にとっての

社会的課題の解決を考慮したり、そうした課

題に取り組む事業者を応援しながら消費活動

を行うこと。

50 音順
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（⇒　P90, 91掲載）

越境 EC サイト
国境を越えて、インターネット上で商品を販売

する WEB サイトのこと。

（⇒　P66, 67 掲載）

【カ行】
カーボンニュートラル
温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる

ことを意味し、2050 年までに温室効果ガス

の排出を全体としてゼロにすること。

（⇒　P23, 93 掲載）

合併算定替
普通交付税の算定において、合併した市町村

を、たちまち新たなひとつの自治体とすると、

額が減少し、合併後、一時的に富む財政需要

に対応できないことから、合併後10 年間は、

合併がなかったものと仮定し、合併前の旧市

町村ごとに算定した普通交付税の合算額を保

障する制度。

（⇒　P103 掲載）

関係人口
移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交

流人口」でもない、地域と多様に関わる人々

を指す。

（⇒　P9, 15, 70, 71, 110 掲載）

キャッシュレス
お札や小銭などの現金を使用せずにお金を払

うこと。

（⇒　P23, 85 掲載）

共助交通
バスやタクシーなどの公共交通機関だけでは十

分な輸送サービスが確保できない場合、NPO

法人や地域の自主組織（まちづくり団体）等の

非営利団体が、自家用自動車を使用して有償

または無償で行う輸送サービス。

（⇒　P84 掲載）

業務継続計画（BCP）
企業や団体が自然災害、大災害、テロ攻撃な

どの緊急事態に遭遇した場合において、損害

を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継

続あるいは早期復旧を可能とするために、平

常時に行うべき活動や緊急時における事業継

続のための方法、手段などを取り決めておく計

画のこと。

（⇒　P87 掲載）

「麒麟のまち」関西情報発信拠点
麒麟のまち圏域（鳥取県東部１市４町、兵庫

県北但西部２町）のさまざまな魅力を発信し、

地元産品の販路拡大、交流人口の増加、移住

定住の促進を図るため、平成 29 年４月、大

阪中之島に開設。

（⇒　P67 掲載）

麒麟のまち圏域
経済・文化等さまざまな面でつながりの深い鳥

取県東部（鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、

八頭町）及び兵庫県北但西部（香美町、新温泉町）

の１市６町で構成する圏域。通称「麒麟のまち」

とし、「麒麟のまち」圏域での観光振興及び移

住定住の促進等の広域連携に取り組む。

（⇒　P84, 98 掲載）

健康寿命
健康上の問題で日常生活が制限されることな

く生活できる期間のこと。

（⇒　P8, 14, 49, 109 掲載）

公民連携デスク
民間事業者へのアイデアやノウハウ等を市や地

域の抱える課題解決へいかすため、民間事業

者等からの多様な提案等を受け付けるもの。

（⇒　P22, 61掲載）

【サ行】
再生可能エネルギー
太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、

地熱など、エネルギー源として永続的に利用で

きると認められるもの。

（⇒　P9, 23, 62, 63, 64, 68, 93 掲載）

財政力指数
地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財
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政収入額を基準財政需要額で除して得た数値

の過去３年間の平均値。財政力指数が高いほ

ど、普通交付税算定上の留保財源が大きいこ

とになり、財源に余裕があるといえる。

（⇒　P5, 104 掲載）

サプライチェーン
製品の原材料調達から、製造、在庫管理、配送、

販売、消費までの全体の一連の流れ。

（⇒　P64, 66 掲載）

山陰海岸ジオパーク
京都府（京丹後市）、兵庫県（豊岡市・香美

町・新温泉町）、鳥取県（岩美町・鳥取市）に

またがる広大なエリアを有しており、山陰海

岸国立公園を中心に、京丹後市の東端から鳥

取市の西端まで、東西約 120km、面積は

2458.44㎢で、東京都よりひとまわり大きい

広さ。日本海形成から現在に至るさまざまな

地質が存在し、それらを背景とした生き物や

人々の暮らし、文化・歴史に触れることができ

る地域。

（⇒　P2, 72, 73, 98 掲載）

産学金官連携
企業（産）が、技術やノウハウ、アイデア、人材、

高度な専門知識をもつ大学等（学）や金融機関

（金）、公設試験研究機関等（官）と連携して、

新製品開発や新事業創出を図ること。

（⇒　P63, 92 掲載）

ジェネリック医薬品
成分そのものやその製造方法を対象とする特

許権が消滅した先発医薬品について、特許権

者ではなかった医薬品製造会社がその特許の

内容を利用して製造した同じ主成分を含んだ医

薬品。

（⇒　P43, 108 掲載）

ジェンダー
社会的・文化的に形成された性別のこと。

（⇒　P55 掲載）

ジェンダー平等
性別に関らず、平等に責任や権利や機会を分

かちあい、あらゆる物事を一緒に決めていくこ

と。

（⇒　P54, 55 掲載）

自己有用感
人の役に立った、人から感謝された、人から

認められたといった、自分と他者（集団や社会）

との関係を自他共に肯定的に受け入れられるこ

とで生まれる自己に対する肯定的な評価。

（⇒　P37 掲載）

自助・共助
自助とは災害が発生したときに、まず自分自

身の安全を守ること、共助とは地域やコミュニ

ティといった周囲の人たちが協力して助け合う

こと。

（⇒　P9 掲載）

自然動態
一定期間における出生及び死亡に伴う人口の

動き。

（⇒　P4, 102 掲載）

自治体標準オープンデータセット
オープンデータの公開とその利活用を促進す

ることを目的とし、公開ニーズの高いデータに

ついて、データ作成時に準拠すべきルールや

フォーマット等を取りまとめたもの。

※オープンデータ…行政が保有するデータを、誰もが二次

利用できる形式で公開し、社会が効果的に活用すること

により、新たな価値を創造していこうとするもの。

（⇒　P23 掲載）

シビックプライド
市民が都市（まち）や地域に対して持つ「誇り」

や「愛着」を表現する言葉。

（⇒　P63, 73 掲載）

市民等
市内に在住する人、市内で働きまたは学ぶ人、

市内において事業または活動を行う団体。

（⇒　P18, 25, 89 掲載）

社会動態
一定期間における転入及び転出に伴う人口の動き。

（⇒　P4, 102 掲載）
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スポーツ・レクリエーション祭
こどもから高齢者まで生涯を通じて市民が気

軽にニュースポーツやレクリエーションを楽し

みながら健康づくりと交流を深めることを目的

に、平成２年度から開催しているスポーツイベ

ント。

（⇒　P40 掲載）

スマートエネルギータウン
創られたエネルギーを地域内で消費する「エネ

ルギーの地産地消」を進め、地域に根差した

エネルギー産業の展開、地域内での資金循環

の活発化を図り、鳥取市の経済活性化及び雇

用創造につなげていくもの。

（⇒　P63 掲載）

スマートシティ
グローバルな諸課題や都市や地域の抱える

ローカルな諸課題の解決、また新たな価値の

創出をめざして、ICT 等の新技術や官民各種

のデータを有効に活用した各種分野における

マネジメント（計画、整備、管理・運営等）が

行われ、社会、経済、環境の側面から、現在

および将来にわたって、人 （々住民、企業、訪

問者）によりよいサービスや生活の質を提供す

る都市または地域のこと。

（⇒　P14 掲載）

スマート農業
ロボット技術や ICTの活用により、省力化・精

密化や高品質生産等の実現を推進している新

たな農業。

（⇒　P68 掲載）

生活交通
鉄道、路線バス（民間路線バス、市が運営し

ている有償バス）、乗合タクシー、タクシーな

どの公共交通のほか、住民が主体となった輸

送手段（共助交通）など、市民の日常生活を

支える移動手段全般を指す。

（⇒　P84, 85 掲載）

成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などにより、物

事を判断する能力が十分でない方に、申し出

により家庭裁判所が援助者である後見人等を

選び、その方の財産の保全、また契約等の手

続を代わって行う制度のこと。

（⇒　P45 掲載）

ゼロカーボンシティ
2050 年に温室効果ガス（二酸化炭素等）の

排出量を実質ゼロにすることをめざす旨を首長

自らがまたは地方自治体として公表した地方自

治体。

（⇒　P15, 93 掲載）

ゾーニング
用途などの性質によって空間を区分・区画する

こと。

（⇒　P68 掲載）

【タ行】
多極ネットワーク型
いわゆる一極集中型の都市構造ではなく、中

心市街地や複数の生活拠点において、医療・

福祉、商業の各施設や住居等がまとまって立

地し、高齢者をはじめとする住民が自家用車

に過度に頼ることなく、ネットワーク化された

公共交通により各施設に容易にアクセスできる

など、日常生活に必要な各種サービスが住ま

い等の身近に存在する都市形態。

（⇒　P17, 81掲載）

脱炭素社会
地球温暖化を引き起こす原因と考えられている

「温室効果ガス（二酸化炭素等）」の排出量を

削減し、2050 年には国内の排出量を実質ゼ

ロにすること。

（⇒　P9, 92 掲載）

脱炭素先行地域
2050 年カーボンニュートラルに向けて、民

生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電

力消費に伴う CO2 排出の実質ゼロを実現し、

運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室

効果ガス排出削減についても、我が国全体の

2030 年度目標と整合する削減を地域特性に

応じて実現する地域。

（⇒　P92, 93 掲載）
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脱炭素ドミノ
地域脱炭素が、意欲と実現可能性が高いとこ

ろからその他の地域に広がっていくこと。

（⇒　P93 掲載）

多文化共生
国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的

違いを認め合い、対等な関係を築こうとしな

がら、地域社会の構成員として共に生きていく

こと。

（⇒　P58, 59 掲載）

地域おこし協力隊
人口減少・高齢化が進む地方へ都市部の人材

が移住し、さまざまな支援活動を展開する制

度。

（⇒　P83, 111掲載）

地域共生社会
制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」

という関係を超えて、地域住民や地域の多様な

主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野

を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮

らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。

（⇒　P8, 53, 56, 57 掲載）

地域コミュニティ
地域または共同体意識を基盤としたつながり

のもとで自主的に形成された組織であって、公

益性を有する活動を行うもの。

（⇒　P8, 17, 36, 86 掲載）

地域食堂（こども食堂）
こどもを中心にして高齢者、障がいのある人を

はじめさまざまな人が集う地域の居場所であ

り、地域のさまざまな人が関わり、無料また

は安価で食事を提供し、気軽に相談ができ学

習支援なども行う取組。

（⇒　P52, 57 掲載）

地域生活拠点
駅や総合支所周辺など、地域の中心的役割を

担う地区として、行政支所機能、診療所、食

品スーパー等の日常生活に不可欠な生活サービ

ス施設等が集積する地区。

（⇒　P17, 78 掲載）

地域プロジェクトマネージャー
地域の重要プロジェクトの現場における責任者

としてプロジェクトチームを運営し、関係者間

を適切に調整し、橋渡ししながら該当プロジェ

クトを推進する者。

（⇒　P83, 111掲載）

地域包括支援センター
市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・

主任介護支援専門員等を配置して、３職種の

チームアプローチにより、住民の健康の保持

及び生活の安定のために必要な援助を行うこ

とにより、その保健医療の向上及び福祉の増

進を包括的に支援することを目的とする施設。

（⇒　P44, 45 掲載）

中核市
都市の人口規模によって定められた日本の都市

制度の 1つ。市に都道府県の事務権限を移譲

する制度で、中核市には、政令指定都市に準

じた事務が移譲される。

（⇒　P2, 5, 17, 98, 103, 104 掲載）

超高齢社会
一般的に、65 歳以上の人口が、全人口に対し

て 7% を超えると「高齢化社会」、14％を超

えると「高齢社会」、21% を超えると「超高齢

社会」と呼ばれている。

（⇒　P8, 109 掲載）

デジタル格差（デジタルデバイド）
インターネットやパソコン等の情報通信技術を

利用できる者と利用できない者との間に生じ

る格差のこと 。

（⇒　P8, 23 掲載）

テレワーク
ICT を利用し、時間や場所を有効に活用でき

る柔軟な働き方のこと。

（⇒　P8, 24 掲載）

投資的経費
道路・橋梁、公園、学校、公営住宅の建設等
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社会資本の整備に要する経費であり、普通建

設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業

費からなる。

（⇒　P103 掲載）

特殊詐欺
犯人が電話やハガキ（封書）等で親族や公共

機関の職員等を名乗って被害者を信じ込ませ、

現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医

療費の還付金が受け取れるなどと言って ATM

を操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪。

（⇒　P9, 88, 90 掲載）

特定空家等
主にそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上

危険となるおそれのある状態の空家をいい、

他にも著しく衛生上有害となるもの、適切な

管理がされず著しく景観を損なうものなど、周

辺の生活環境の保全を図るために放置するこ

とが不適切な状態にあると認められる空家等

をいう。

（⇒　P79 掲載）

特定健康診査
40 歳から74 歳までの公的医療保険加入者全

員を対象とした健診制度。

（⇒　P43, 49 掲載）

特定建築物
「多数の者が利用する建築物」で学校、事務所、

共同住宅、工場などをいう。特定建築物のうち、

物販店、飲食店、集会所、病院、老人ホームなど、

「不特定かつ多数の者が利用するもの、または、

主として高齢者、障がい者等が利用するもの」

は特別特定建築物という。

（⇒　P79 掲載）

特定保健指導
生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の

改善による生活習慣病の予防効果が多く期待

できる方に対して、専門スタッフ（保健師、管

理栄養士など）が生活習慣を見直すサポート

をすること。

（⇒　P49 掲載）

特例市
都市の事務権限を強化し、できる限り住民に

身近なところで行政を行うことができるように

しようという趣旨のもとに創設。人口 20 万人

以上が指定要件とされていたが、平成 27 年

4 月1日より 特例市制度は廃止され、事務は

中核市制度に統合された。

（⇒　P2, 98 掲載）

鳥取市自治基本条例
市民、議会、行政の役割や責務、参画と協働

のまちづくりを推進するための仕組み、市政

運営のあり方など、本市のまちづくりの基本

ルールを明らかにした条例。

（⇒　P18, 98 掲載）

鳥取市人口ビジョン
本市の人口の現状を分析し、めざすべき将来

の方向と人口の将来展望を示したもの。（令和

8 年 3 月改訂）

（⇒　P16, 18 掲載）

鳥取市民まちづくりアンケート調査
住民基本台帳の中から無作為抽出した 15 歳

以上の鳥取市民 4,000人を対象に、郵送によ

る返信もしくは WEB フォームからの回答によ

り実施。有効回収数は 1,800 件、有効回収

率は 45.0％。

（⇒　P6, 105 掲載）

【ナ行】
日本遺産
地域の歴史的魅力や特色を通じ、日本の文化、

伝統を語る「ストーリー」を認定する文化庁に

よる事業。地域に点在する有形・無形の文化

財を「面」として活用し、国内外に戦略的に発

信することで地域の活性化を図ることを目的と

する。

（⇒　P73, 74, 75, 98 掲載）

認知症カフェ
認知症の方やその家族、介護・医療の専門家、

地域住民が集い、交流や情報交換を行う集い

の場。

（⇒　P44 掲載）
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ネーミングライツ
命名権。施設等に名称をつけることのできる権

利。施設等の管理者にとっては、命名権を販

売することにより収入が得られるメリットがあ

り、命名権を購入する企業にとっては、スポー

ツ中継やニュース等で命名した名称が露出する

機会を得られ、宣伝効果が見込まれる。

（⇒　P24 掲載）

【ハ行】
働き方改革
働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働

き方を選択できる社会を実現するための取組。

（⇒　P8, 15, 24, 35, 63, 64 掲載）

半農半 X
農業とほかの仕事を組み合わせた働き方のこ

と。

（⇒　P69 掲載）

ビジネスマッチング
自社製品の販路拡大を狙う企業と新たな取引

先を求める企業を紹介によってつなぐこと。

（⇒　P65 掲載）

ビッグデータ
　通常のデータベース管理ツールなどで取り扱

う事が困難なほど巨大な大きさのデータの集

まりのこと。

（⇒　P24 掲載）

避難行動要支援者
災害時に、自分や家族の力だけでは安全な場

所への避難が困難で、まわりの人の手助けや

特別な配慮が必要な人のこと。

（⇒　P86, 87 掲載）

不育治療
不育症（妊娠はするが流産、死産や新生児死

亡等を繰り返し、結果的にこどもをもてないこ

と。）に対する検査、治療。

（⇒　P35 掲載）

普通交付税
基準財政需要額が基準財政収入額を超える地

方公共団体に対して、その差額（財源不足額）

を基本として交付される。

（⇒　P103 掲載）

不妊治療
不妊症に対しての体外受精及び顕微授精等に

よる治療。

（⇒　P35 掲載）

フレイル
加齢に伴う運動機能や認知機能等の低下とと

もに、複数の慢性疾患の併存等の影響により、

生活機能が障害され、心身の脆弱化が出現し

た状態であるものの、適切な介入・支援により、

生活機能の維持・向上が可能な状態。

（⇒　P48, 49 掲載）

フレックスタイム制度
労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を

自ら決めることによって、生活と業務との調和

を図りながら効率的に働くことができる制度。

（⇒　P24 掲載）

防災リーダー
防災リーダー養成研修を終了し、登録された

地域の防災知識の普及や自主防災組織の育成

支援を担う人材。

（⇒　P87, 112 掲載）

ポートセールス
船舶や貨物の誘致のため、港湾管理者や港運

事業者、商工会議所などが行う営業活動のこと。

（⇒　P85 掲載）

【マ行】
マーケティング
商品開発から販売戦略の策定、広告宣伝に効

果検証までの一連のプロセスを、一貫して計画

して実行・管理し、商品が「売れる仕組み」を

つくること。

（⇒　P72, 73 掲載）

まちづくり協議会
平成 20 年度の「協働のまちづくり元年」を契

機として発足し、地域固有のまちづくりに主体的
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に取り組んでいる地区公民館を単位とするコミュ

ニティ組織。全 61地区に設置されている。

（⇒　P60, 61掲載）

【ヤ行】
ヤングケアラー
家族の介護その他の日常生活上の世話を過度

に行っていると認められるこども・若者。

（⇒　P56 掲載）

遊休不動産
空き家、空き店舗など、十分に活用されてい

ない不動産。

（⇒　P81掲載）

ユネスコ世界ジオパーク
国際的に価値のある地質遺産を保護し、そう

した地質遺産がもたらした自然環境や地域の

文化への理解を深め、科学研究や教育、地域

振興等に活用することにより、自然と人間との

共生及び持続可能な開発を実現することを目

的とした事業。

（⇒　P2, 72, 73 掲載）

【ラ行】
リーマンショック
平成 20（2008）年 9 月 15 日、米国投資

銀行リーマン・ブラザーズ・ホールディングスの

経営破綻を機に発生した世界的な株価下落と

金融不安のこと。

（⇒　P103 掲載）

リスキリング
新しい職業に就くために、あるいは、今の職

業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応

するために、必要なスキルを獲得する（させる）

こと。

（⇒　P62, 63 掲載）

リノベーション
既存の建物に改修工事を行い、用途や機能を

変更して性能を向上させたり付加価値を与えた

りすること。

（⇒　P80, 81掲載）

ロマンス詐欺
相手方が、SNS その他の非対面での連絡手段

を用いて被害者と複数回やり取りすることで恋

愛感情や親近感を抱かせ、金銭等をだまし取

る詐欺。

（⇒　P88 掲載）

【ワ行】
ワーク・ライフ・バランス
老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、

個人の自己啓発など、さまざまな活動につい

て、自ら希望するバランスで展開できる状態。

（⇒　P35, 55, 63 掲載）
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